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議   事 

午前10時   開議 

○委員長（菅原 明君） 出席委員は定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を始めます。 

 なお、欠席通告者は、26番藤田慶則委員であります。 

 これより、福祉部門に係る令和６年度予算の審査を行います。 

 予算の関係部分の概要説明を求めます。 

 高橋福祉部長。 

○福祉部長（高橋清治君） それでは、福祉部が所管いたします令和６年度一般会計及び介護保険特

別会計の歳入歳出予算の概要について、主要施策の概要により主なものをご説明いたします。 

 最初に、福祉部所管事務における現状と課題認識についてであります。 

 まず、地域共生社会の実現については、既存の相談支援等の取組を生かしつつ、地域住民の複雑化、

複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、当市においても属性を問わない

相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に進める重層的支援体制整備事業を実施する

こととし、令和６年度は移行準備事業として、多機関協働事業を先行実施の上、令和７年度からの事

業本格実施に向けた準備を行ってまいります。 

 また、ひきこもり等社会参加に困難さを抱える方が安心して過ごすことができる居場所を提供し、

本人や家族への相談支援等を行いながら社会参加をサポートする事業を４月より開始いたします。 

 障がい福祉については、令和６年４月からの障害者総合支援法の改正を受け、設置が努力義務化さ

れております障がい者地域生活支援拠点等事業を市内の障がい福祉事業所等の連携により展開し、障

がい者の重度化、高齢化や親亡き後に備え、家族等の緊急事態に対応する体制づくりに取り組んでま

いります。 

 また、奥州市地域自立支援協議会において、具体的な個別の相談事例を踏まえて、地域における障

がい福祉施策の課題を抽出し、既存の社会資源の改善、検討を進めるための新たな体制整備を行うこ

とで、令和５年度に策定いたしました第７期奥州市障がい福祉計画及び第３期奥州市障がい児福祉計

画の実効性を高めてまいります。 

 要援護者への支援については、生活保護受給者に対して、生活保護受給者等就労自立促進事業によ

るハローワークと連携した就労支援を継続するほか、生活困窮者に対しては、生活困窮者自立相談支

援事業を活用し、自立、就労に向けた様々な支援サービスを総合的、一体的に提供、支援してまいり

ます。 

 介護保険事業については、令和６年度から令和８年度までの３年間の計画期間となる第９期介護保

険事業計画において、特別養護老人ホームの入所待機者解消に向けた整備計画を策定しておりますの

で、計画に沿って進めてまいります。 

 また、介護現場における人材不足が深刻化しており、介護サービス事業所の休廃止の一因となって

おります。在宅サービスの充実や必要な施設サービスなど適正な介護サービスを継続して提供するた

め、介護人材の確保に取り組んでまいります。従来からの介護人材確保対策に加え、新たな人材確保

に向けて、介護関係者等からも情報を収集しながら、人材確保対策を進めてまいります。 

 高齢者の生活を支える地域包括ケアシステムの中核的役割を担う地域包括支援センターが、少子高

齢化に伴い多様化する高齢者に関わる相談を身近な地域課題に対応した事業展開ができるよう取組を
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進めてまいります。 

 また、認知症の人や医療と介護の両方の支援を必要とする高齢者の増加も見込まれることから、可

能な限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、医療、介護、介護予防、健康

づくり、住まい及び自立した日常生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの深化・推進

に取り組んでまいります。 

 以上のような現状と課題認識を踏まえて、令和６年度において、当部が重点的に取り組む施策や事

業は次のとおりであります。 

 主要施策の概要に関する報告書をお開きください。 

 初めに、一般会計であります。 

 主要施策の概要に関する報告書22ページをご覧ください。 

 22ページ、社会福祉総務費ですが、社会福祉法人指導監査業務や地域福祉を推進するための業務委

託などを行う経費として4,539万5,000円。 

 主な内訳として、避難行動要支援者支援事業委託料に520万円、権利擁護推進事業委託料に2,090万

円のほか、４月より新たに行うひきこもり支援推進事業委託料に441万2,000円、同じく４月より実施

する重層的支援体制整備事業の移行準備事業に506万5,000円などであります。 

 23ページをご覧ください。 

 23ページ、民生相談事務経費ですが、民生委員の負担軽減に向けたＩＣＴを活用した衣川地域にお

けるモデル事業の経費として308万5,000円。 

 内訳として、民生委員貸与タブレット通信料（21台）に49万5,000円、タブレット操作などを支援

する活動支援員の経費に259万円などであります。 

 24ページをご覧ください。 

 24ページ、社会福祉施設管理運営経費ですが、奥州市社会福祉協議会への人件費等運営補助や施設

管理補助を行い、円滑な事業運営を促進し、地域福祉の充実を図る経費及び江刺総合コミュニティセ

ンターの指定管理経費として8,136万7,000円。 

 主な内訳として、江刺総合コミュニティセンター指定管理料に3,199万9,000円、社会福祉協議会事

業補助に3,982万6,000円などであります。 

 25ページをご覧ください。 

 25ページ、老人福祉総務費ですが、総合戦略事業として、衣川地域の高齢者世帯に家庭用見守りサ

ービス電球を設置し、地域による高齢者見守り体制を構築する高齢者見守りサービス事業に27万

2,000円。 

 総合戦略事業を除く老人福祉総務費1,132万4,000円は、主な内容として、市内の医療介護施設に勤

務する医療介護従事者の育成や定着を図るための支援を行い、医療介護人材の確保を図る経費として、

医療介護従事者確保対策事業に451万5,000円、介護職員初任者研修受講料助成事業に64万5,000円な

どであります。 

 31ページをご覧ください。 

 31ページ、自立支援給付等事業経費ですが、障がい者の自立支援を推進するため、個々の障がいの

程度により個別に支給される障がい福祉サービスに係る給付事業の経費として26億4,461万4,000円。 

 主な内訳として、更生医療給付費に7,126万3,000円、補装具費給付費に3,236万9,000円、療養介護
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医療費給付費に4,700万円、介護給付費等給付費に24億7,919万7,000円などであります。 

 32ページをご覧ください。 

 32ページ、地域生活支援事業経費ですが、障がい者が安心して日常生活、社会生活を営むことがで

きるよう支援するための事業経費として１億5,816万円。 

 主な内訳として、基幹相談支援センターや一般相談支援事業所の運営を行う相談支援事業に3,311

万2,000円、日常生活用具給付費に2,800万円、地域活動支援センター事業に3,657万3,000円、日中一

時支援事業に4,130万円などであります。 

 51ページをご覧ください。 

 51ページ上段、障がい児通所給付事業経費ですが、障がいをお持ちの児童の自立支援を推進するた

め、障がい児通所給付費として３億7,737万2,000円。 

 主な内訳として、放課後等デイサービスに要する給付費として、障害児通所給付費３億7,615万

1,000円などであります。 

 52ページをご覧ください。 

 52ページ下段、セーフティネット支援対策等事業経費ですが、生活保護世帯を含む要援護者に対し

て、自立・就労に向けた支援等を行う経費として1,764万4,000円。 

 主な内訳として、就労支援員報酬等に304万7,000円、生活保護相談員報酬等に912万4,000円などで

あります。 

 53ページをご覧ください。 

 53ページ上段、生活困窮者自立支援事業経費ですが、生活困窮者など要援護者に対して、自立・就

労に向けた様々な支援サービスを総合的、一体的に行う経費として3,398万8,000円。 

 主な内訳として、自立相談支援事業委託料に2,368万円、住居確保給付金に153万円などであります。 

 53ページ下段、生活保護扶助経費ですが、生活に困窮している者に対し、最低限度の生活を保障す

るとともに、自立の助長を図るため各扶助を給付する経費として15億1,000円。 

 主な内訳として、生活扶助４億3,300万円、医療扶助８億1,206万円などであります。 

 続きまして、介護保険特別会計予算（保険事業勘定）に移ります。 

 156ページをお開きください。 

 保険事業勘定の歳出予算の93.8％を占めるのが、２款の保険給付費であり、156ページ、居宅介護

サービス給付経費41億2,616万9,000円から、163ページ下段、特定入所者介護予防サービス経費52万

1,000円まで、各介護サービス、介護予防サービスの給付経費であります。 

 164ページをご覧ください。 

 164ページ上段、介護予防・生活支援サービス事業ですが、要支援者・事業対象者に対して、要介

護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減、もしくは悪化の防止及び地域における自立し

た日常生活の支援を実施することにより、一人一人の生きがいや自己実現のための取組を支援し、活

動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるようにするための経費として３億6,387万円で

あります。 

 主な内訳として、介護予防訪問介護相当サービスとして8,520万円、介護予防通所介護相当サービ

スとして２億5,200万円などであります。 

 165ページをご覧ください。 
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 165ページ上段、一般介護予防事業ですが、高齢になっても生きがい、役割を持って自分らしい生

活ができる地域を構築するため、いきいき百歳体操等に取り組む住民主体の通いの場、よさってくら

ぶの立ち上げや運営支援、65歳からの生き方講座の開催や介護予防に関する出前講座など、介護予防

活動の重要性について普及啓発の経費として1,411万6,000円であります。 

 165ページ下段、総合相談事業ですが、市全体の統括機能や全市的な事業に取り組む機能を持つ直

営の基幹型地域包括支援センターと、身近な地域でのワンストップ相談対応や地域に密着した事業運

営、課題解決機能の強化を図るための委託型地域包括支援センターを８圏域に設置し、運営する経費

として１億5,523万2,000円であります。 

 主な内訳として、８圏域の地域包括支援センター運営業務委託料として１億5,099万円などであり

ます。 

 168ページをご覧ください。 

 168ページ、在宅医療・介護連携推進事業ですが、切れ目のない効果的な医療と介護の供給体制の

構築に向け、医療・介護関係者の連携支援や情報共有支援、奥州市版エンディングノート「わたしの

生き方ノート」の普及促進に向けた出前講座の開催などの経費として1,072万7,000円であります。 

 168ページ上段、生活支援介護予防サービス基盤整備事業ですが、地域での生活支援サービスを担

う事業主体等と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推

進を一体的に図るため、生活支援コーディネーター及び協議体体制の充実を図り、地域の支え合い活

動の支援を推進する経費として721万8,000円であります。 

 169ページをご覧ください。 

 169ページ下段、認知症施策総合推進事業ですが、認知症地域支援推進員を配置するとともに、認

知症高齢者とその家族の支援体制の構築を推進する経費として441万6,000円であります。 

 170ページをご覧ください。 

 170ページ、地域ケア会議推進事業ですが、地域住民や介護、保険医療及び福祉に関する専門的知

識を有する者等で構成される３段階の奥州市地域ケア会議や自立に向けた専門職からの多角的な支援

を行う自立支援型地域ケア会議を設置し、地域課題の把握や取組の支援及びネットワーク構築に取り

組む経費として26万3,000円であります。 

 次に、介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）に移ります。 

 171ページをお開きください。 

 171ページ、一般管理経費ですが、まえさわ介護センターの管理経費として3,266万4,000円であり

ます。 

 以上が福祉部所管に係ります令和６年度の予算の概要であります。 

 よろしくご審議のほどお願いを申し上げまして、説明を終わります。 

○委員長（菅原 明君） これから質疑に入りますが、質疑は要点をまとめ、簡潔明瞭にご発言いた

だき、審査の進行にご協力をお願いいたします。また、正確に答弁をいただくため、質問者は、質問

事項のページなどを示していただきますよう、ご協力をお願いします。 

 なお、執行部側にお願いいたします。答弁する方は委員長と声をかけて挙手していただき、委員長

が指名してから発言願います。 

 これより質疑に入ります。 
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 ５番佐藤正典委員。 

○５番（佐藤正典君） ５番佐藤です。１点伺います。 

 重点主要施策の中から主要施策の165ページ、一般介護予防事業の中から、65歳からの生き方講座

の開催や介護予防に関する出前授業など、介護予防活動の重要性についての普及啓発経費について伺

います。この出前授業の内容についてと参加者の人数について伺います。 

○委員長（菅原 明君） 暫時休憩します。 

午前10時23分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午前10時24分 再開 

○委員長（菅原 明君） 再開いたします。 

 千葉地域包括支援センター所長。 

○奥州市地域包括支援センター所長（千葉礼子君） ただいまの佐藤委員からのご質問にお答えいた

します。 

 65歳からの生き方講座の講座についてでございましたけれども、こちら毎年、お元気な方の高齢者

を対象に、今後の予後の人生100年時代の予後の生活を普及啓発のために満65歳に対象になる方を対

象に毎年開催してございます。 

 参加人数ですけれども、前回で５回にわたりまして全体の人数では37人と、延べ人数121人の方が

参加してございます。 

 テーマは、高齢社会を生きる覚悟ということで、江刺病院の川村院長先生の講話や、これからの健

康づくりを考えるということで口腔、それから健康づくりについての講話。そして認知症への心構え、

そして生き方ノートを作った理由ということで、これからの人生を考えるきっかけとしてのノートの

活用についてのご説明。そして住み慣れた地域で生活をしていくために大切にしたいことということ

で、これから始まる介護予防についてのいろいろ安心して暮らしていくための絆、そういった地域づ

くりへの社会参加についての講話。そして自己実現と社会参加を考えるということで、これからの人

生をお元気な高齢者の方が地域の中で生きがいを持って暮らせるような生き方についての講話になっ

てございます。 

 それから、もう１点の出前講座につきましては、介護予防、各地域のサロンとか住民からの依頼に

対しまして、口腔講座とか生き方講座、そして健康、そういったものを健康増進課のほうと協力しな

がら、地域に出向きながら開催してございます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ５番佐藤正典委員。 

○５番（佐藤正典君） ありがとうございました。認知症の話がありました。関連して再質問します。 

 よく言われるのは、運動しないで３食食べることにより満腹状態になり、体内のミトコンドリアの

数が減少し、認知症になりやすくなると言われます。このことから腹八分の大切さや自身の体重を利

用した自重トレーニングの働きかけや、出前授業の中での筋力トレーニングの開催の考えについて伺

います。 

○委員長（菅原 明君） 千葉地域包括支援センター所長。 

○奥州市地域包括支援センター所長（千葉礼子君） ただいまの佐藤委員の認知症に対する取組とい
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うことで、全国の状況から見ましても、医療と介護両方を必要とする85歳の高齢者が本市においても

平均より高いということで、誰もが認知症になる疾患というところで、予防と取組が大切と考えてお

ります。 

 その認知症に対する予防といたしましては、やはり当センターで取り組んでおります介護予防のよ

さってくらぶ等での筋力アップ、それから委託型センターで行っております認知症カフェなど身近な

地域でご本人さんがいろんな人と交流したり、体操の機会という部分を、生きがいとそういった役割

を持ちながら、認知症を抱えながらでもお元気に暮らせるという取組を各地域で進めているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ５番佐藤正典委員。 

○５番（佐藤正典君） ありがとうございました。 

 すみません、65歳からの出前授業の中で、筋力トレーニングの開催の考えはないかについて伺いま

す。 

○委員長（菅原 明君） 千葉地域包括支援センター所長。 

○奥州市地域包括支援センター所長（千葉礼子君） やはり人生を考えるきっかけということで、特

別65歳からの対象の方には、これからの折り返しの人生を考える上で、そういった元気な高齢になる

方をこれからも支えて、どちらかが介護予防の一環として支え手にもなってもらう。地域の中でそう

いったお元気な力を高齢になっても支え合いの支援ということでなっていただくというところで、ど

ちらかといいますと、そういった考え方とかそういった部分を普及しておりますので、実際の筋力ア

ップとかそういった部分は、各地域の中で個人として取り組んで、事業の中で参加していただきなが

ら取り組んでいきたいと考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ほかにございますか。 

 22番阿部加代子委員。 

○22番（阿部加代子君） 22番阿部加代子です。２点お伺いをいたします。 

 主要施策の中から、22ページ、４番と５番をお伺いしたいというふうに思います。社会福祉総務費

です。 

 まず、４番のひきこもり支援推進事業委託についてお伺いをいたします。大変新規の事業だと思い

ますけれども、どこに委託をするのか、場所はどこで行われるのか、そしてどのような体制で行うの

かお伺いをいたします。 

 それから、５番目の重層的支援体制整備事業ですけれども、令和７年から本格的に行われるようで

ありますが、令和６年度は多機関協働事業ということになるわけですけれども、その多機関協働事業

についてお伺いをしたいというふうに思います。この多機関協働事業なんですけれども、今まで行わ

れております相談業務、様々なところで行われておりますけれども、それらを総括して行われますの

で、子どもとか、妊婦さん、産婦さんとか、生活困窮とか障がいがあるとかというその縦分けがなく

なって、総合的に包括的に相談支援事業を受けていくことになるわけなんですけれども、その中で多

機関協働事業というのは、専門職を配置することが大変望ましいというふうに言われておりますけれ

ども、その体制についてお伺いしたいというふうに思います。 
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 また、複合的な相談を受けますと、アセスメントして、プランニングをして、そして実行して、モ

ニタリングをして評価していくということになるわけなんですけれども、その支援の進捗状況の把握

等その専門職がやるわけなんですけれども、そのスキルがある方になるのかお伺いしたいというふう

に思います。 

 また、支援のプランの策定が必要になってきますけれども、どのような体制で行われるのかお伺い

をしたいというふうに思います。 

○委員長（菅原 明君） 千葉福祉課長。 

○福祉課長（千葉訓裕君） それでは、私のほうからただいまのご質問の部分についてお答えさせて

いただきます。 

 まず、ひきこもり支援事業、ひきこもりサポート事業の関係でございますけれども、今現在調整を

しておりますのは、全国でこういったひきこもりの支援ですとか、あるいは受託されている団体で労

働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団という団体さんがございます。こちらのほうに委託

をしながら進めさせていただきたいというふうに今準備を進めているところでございます。 

 それから、場所ということでございましたけれども、安心してお過ごし、ひきこもりの当事者の方

ですとか、あるいはそのご家族の方が気軽にご相談をいただけるような立地をということで考えまし

て、今水沢の西町のほうにちょっと一軒家なんですけれども、物件をお借りしまして、そちらのほう

で手配をしていただいている、準備を進めていただいているという状況でございます。 

 それから、その体制でございますが、スタートということと、それからなかなか場所を開設したか

らはいというふうな形で皆さんお見えになられるというふうな形、なるべく多くの方にご利用いただ

ければいいんですけれども、なかなかスタートではそういうふうな形は望めないのかなと。徐々に

徐々にという形になるのかなと思っておりますことから、現状では開設日を週３回、午後の時間帯と

いうことで、その時間に専門のといいますか、方とサポートするスタッフの方お二人の体制でという

ことで準備を進めているという状況でございます。 

 それから、重層のほうの関係でございます。新年度に実施をいたします多機関協働事業と申します

のは、委員ご質問の中で触れていただきましたように、そもそも重層的支援体制整備事業というもの

が、様々な困難を抱えている方々の支援というのをいろんな機関が連携をしてというふうなことでご

ざいます。その多機関協働の取組をすること、庁内も含めて庁内の関係課ですとか一定のところも含

めて関係をして連携をしながら対応していくというのをまず先行してやるというこの取組そのものが、

その多機関協働の言わば試験的なといいますか、体制整備に資するということから、６年度から実施

をしていきたいというふうに考えておるものでございます。 

 言わばその中核を担うのは、この事務局といいますか、当課のほうにそのスタッフを配置いたしま

して、事業実施をしていきたいというふうに考えております。当然いろんな様々な知識、経験のある

職員がそこに携わるというふうなこともですし、あと現状で考えておりますのは、今回、新年度予算

に計上させていただきましたのは、委託料という形で計上させていただいております。こちらにつき

ましては、奥州市社会福祉協議会様のほうにある程度ご理解、ご協力をいただけるということでご承

知をいただいておりますことから、社会福祉協議会様のほうからも職員を１人、この市役所の福祉課

のほうに席を、座席を配置して、その中で連携をして業務に当たるというふうな形で考えております。 

 もちろん今年度からのスタートでございますので、いわゆるスキルというのは、いわゆるこれまで
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の協議の関係する課と協議をしながら準備を進めてきたという部分での言わば知識といいますか、ス

キルといいますか、そういったものもございますけれども、当課の職員と、それから社会福祉協議会

様のほうから派遣といいますか、配置をいただけますスタッフとの連携の中で、こういったスキルの

向上といいますか、そういったこともしながら、ある程度は当然知識も経験もある者がおりますけれ

ども、そういう形の中で事業を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） 22番阿部加代子委員。 

○22番（阿部加代子君） 22番阿部加代子です。 

 重層的体制につきましては、了解いたしました。 

 ひきこもり支援につきまして再度お伺いしたいというふうに思います。今課長が言われたように、

この場所ができましたから、すぐに今まで引き籠もっていた方々がいらっしゃるとは限らないという

ふうに思いますし、大変時間もかかることだというふうに思います。やはり人間関係をしっかり構築

しながら信頼をしていただいて、その中でご相談をいただくということになりますので、その周知方

法、こういう場所ができましたよということをお知らせするのは大変難しいことだというふうに思い

ますけれども、その周知方法、そして場所ができましたからここに来てくださいといってもなかなか

来ていただけないと思いますので、やはりアウトリーチの体制が必要になってくるというふうに思い

ます。今はお二人ということなんですけれども、訪問をして人間関係、信頼関係を築いていくという

ことも大変重要になってくると思いますけれども、このアウトリーチの体制を今後どうされるのかお

伺いをして終わります。 

○委員長（菅原 明君） 千葉福祉課長。 

○福祉課長（千葉訓裕君） まず１点目の周知方法ということでございますが、実は市長との調整は

ちょっと明日を予定しておったんですが、来週の13日が定例記者会見の予定の日でございます。こち

らの中でこのお知らせをするとともに、それからあとこれはアウトリーチの体制、言わばその情報発

信といいますか、お知らせという部分とちょっと絡んでくるんですけれども、例えばこれまでもいわ

ゆるひきこもり状態にあるような方のご本人、ないしはそのご家族のサポートという部分でいうと、

例えばこども家庭課が所管で行っておりましたほっと・ひろばですとか、これをひきこもりという定

義でくくるかどうかはまた別ですけれども、例えば教育委員会サイドでいえば、不登校のほうへの対

応等がされている実績というのもございます。 

 今回の事業につきましては、国が示しております各市町村での取組を実施していこうということで

の体制整備でございますけれども、当然今委員お話をいただきましたように、なかなかその場所があ

るからどうぞご利用くださいといっても、なかなかつながらないのかなと。そういう観点で言えば、

まずはこういう施設が、ないしはこういう窓口ができたんですというふうなことを様々な場面でお知

らせ、先ほどは定例会見でと申しましたが、マスコミの報道等を活用させていただきたい。当然自前

でのメディアも活用させていただきます。さらには、そういう既にお話し申しました既にございます

いろんな団体といいますか窓口、そういったところから情報をお伝えしてというふうなことで、ご利

用なりご相談を呼びかけていくということで考えたいと思っております。 

 また、さらに今回委託を予定しております団体さんは、ほかの市町村さんでも実は同様の事業を行

っていらっしゃいます。北上市のほうでは、既に北上市さんのほうから受託をした事業所窓口といい
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ますか、事業を実施されていらっしゃるようでして、ちょっとお話を伺ったところ、実は北上市の方

以外のいわゆるご利用というのも一定程度あるようでございます。その中には、当然奥州市のほうか

らのご利用されている方というのもおいでだと。こういったことも事業者さんを選定する一つの条件

といいますか、根拠とさせていただいているところなんですけれども、そういったところを通じたい

わゆる連携、こういったことも言わばより広範な情報発信ですとか、あるいは利用の呼びかけといい

ますか、そういったことで対応していくことになるのかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） 関連。 

 ２番宍戸直美委員。 

○２番（宍戸直美君） ２番宍戸直美です。 

 先ほどのひきこもり支援に関することなんですけれども、こちらは国で進めている事業だというこ

とで、県で今進めている地域支援センターの設置とは関係のない事業でしょうか。その点をお伺いす

るのと、あとひきこもりの要因というのは、本当に多岐にわたると思うんですけれども、令和６年度

こども家庭課や教育委員会、社会福祉協議会等とその今の開設する窓口がどのようにネットワークの

構築を図っていくのかなという検討されている事項がありましたらお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 千葉福祉課長。 

○福祉課長（千葉訓裕君） ただいまのご質問の件でございますが、県で実施をされている事業とは

また別なのかということについてでございますけれども、そもそもひきこもり支援の推進ということ、

その体制の構築というのは、国のほうで各自治体、都道府県も含めた各自治体のほうで体制構築をと

いうふうなことで呼びかけられているものでございまして、この国のほうで示している概要といいま

すか、指針の中では、都道府県とか政令指定都市においては、ひきこもり地域支援センターという言

わばその拠点になるような場所の設置をというふうなことを必ず実施をというふうな形で示されてい

るものでございます。当市において実施をしようとしております事業は、ひきこもりサポート事業と

いうことでございまして、市町村の言ってみれば、こういうことに事業実施を努めてくださいという

ことで示されているものを踏まえた事業でございますので、県で実施をされます事業とはまた別枠で

というものになります。 

 それから、もう１点のネットワークの構築という部分でございます。先ほど申しましたように、い

ろいろな窓口ですとかというふうなことがございます。今回、事業を私どものほうで実施をしたいと

いうことで、業務の委託という形でお願いしようと思っておりますのは、相談支援ですとか居場所づ

くり、あるいは当事者ないしはそのご家族の方向けのいろいろなイベントといいますか、機会の実施

ですとか、住民向けの周知ですとかといったようなことを事業として委託をしたいなというふうなこ

とでございますが、先ほど来のお話の中でも出ておりますように、いろんなその連携といいますか、

まずはその当事者の方々に知っていただく、あるいはいろんなそのサービスがいろんなところで提供

できる、個人的な言わば信頼関係ができるような形を目指していくという意味でも、連携をした取組

というのが必要になってまいります。 

 ここの部分につきましては、まず事業実施をする上で、関連、いろんな団体さんの情報等を共有し

ながらということはもちろんなんですけれども、いわゆる働きかけといいますか、例えばその団体さ
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んにもしご家族の会のような団体の方がもしおいでであれば、そういった方々への言わばお知らせで

すとか、そういったようなこと、今度こういうふうな組織もできました、一緒に情報共有していきま

しょうですとか、一緒に取組をしていきましょうといったような働きかけについては、事業所さんも

取り組み、委託事業の中でのことはもちろんなんですけれども、当市としましても委託先と連携をし

ながら、いろいろな取組を進めていくというふうな形で取り組んでまいりたいなというふうに思って

おります。 

 スタートはそういう形でスタートいたしますけれども、これが軌道に乗っていけば、将来的にはそ

ういったような部分も具体的な事業として定義をしていくというふうなことも考えられるのかなとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） ２番宍戸直美委員。 

○２番（宍戸直美君） ありがとうございました。本当にひきこもり支援って本当に難しいといいま

すか、本当にひきこもりの人をどうやって外に連れていったらいいんだろうというところで、本当に

支援者の方は悩み悩みやっていますが、奥州市では今までもひきこもり支援をされている方々がいま

すので、ぜひそういった方々とも連携を図って、ネットワークが拡張していくような方向でお願いい

たします。 

 委員長、すみません、あと１点別件の質問があるんですけれども、続けて質問してもよろしいです

か。 

○委員長（菅原 明君） 関連終わってから。 

○２番（宍戸直美君） 関連終わってからですね。失礼いたしました。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 答弁。 

 千葉福祉課長。 

○福祉課長（千葉訓裕君） ありがとうございます。正直、本当に一体全体どういう実態が、何か全

国的な傾向ですとか人口等からの推計でこういった割合があるんじゃないかみたいなデータはあるん

ですけれども、簡単に言うと、本当にご自身ないしはその周りのご家族からのご相談等でもなければ、

絶対的な状況というのはちょっと把握ができないのかなというふうに思っております。それができた

としても、やはり何がしかの行動に移していただくというところで、やはりご家族等のご相談、ある

いはご自身の意思とかというのが大きな要因になるのかなというふうに思っております。 

 まずは、我々のほうでいろいろな先ほどお話、委員のご質問の中でございましたいわゆる家族会で

すとか支援されているような方々、こういった方々の情報というのは比較的いろんなところで手に入

る部分というのはあるのかなというふうに思っておりますので、ぜひご協力をいただく、あるいは連

携をいただく、ご意見を伺いながらどういう形のものができるのかといったようなこと、そういった

ものをお話をさせていただく等しながら、今後の拡充といいますか、充実といいますかというような

ことを考えていきたいというふうに考えます。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） 関連。 

 ９番小野優委員。 
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○９番（小野 優君） ９番小野です。 

 先ほどの22番委員の質問にありました重層的支援体制についての質問に関連してお伺いいたします。 

 委託先として、奥州市社会福祉協議会へお願いしてというご説明がありましたし、それから多機関

の連携に関しての事務局というご答弁もありまして、ちょっと私自身が混同したのかもしれませんが、

まず社会福祉協議会に委託する内容というものがどういったものであるのか、もう少し具体的にご説

明いただければと思います。 

○委員長（菅原 明君） 千葉福祉課長。 

○福祉課長（千葉訓裕君） 社会福祉協議会への委託の内容ということでのご質問でございました。

私どものほうでお願いを申し上げましたのは、まずは多機関協働事業に基づいて、いわゆる重層的支

援を行うための支援会議というのを開催するということになるんですけれども、そういった会議の開

催ですとか、それからあと社会福祉協議会様等がいろいろ持っていらっしゃるいろんな情報ネットワ

ーク、こういったものを活用いただいて、専門職としての知識ですとか経験等も、あるいは社協さん

が持っていらっしゃるネットワークを活用していただいて、各種の支援機関等と連携をしながら、多

機関協働に基づく連携に基づく支援を行っていくというふうなことを言わば組み立てるといいますか、

そういったような業務を行っていただくということなんですが、それを先ほど申しましたように社協

の中でもいろいろ経験があったりだとか専門的な知識を持っていらっしゃる方をこちらのほうに配置

をしていただきながら、さらには、当市のほうでは当然庁内連携等、うちのほうのスタッフでもでき

る部分もございます。そういったものを要は一緒にして、要は推進役としてそれを取り組んでいくと

いうふうに今考えているところでございます。 

○委員長（菅原 明君） ９番小野優委員。 

○９番（小野 優君） ありがとうございます。そういった部分を専門性の高い方にお願いするとい

うのは分かりました。 

 それで、いわゆる会議の事務局的な部分も含めてというお話でしたけれども、そうするとその対象

となる方々が重層の中の一番最初の段階で相談にお伺いしましたといった情報が入ってきたときに、

いわゆるその会議のペースに合わせて情報の集約を図っていくのか、随時何かしら振り分けて対応し

ていくのかという部分確認させてください。 

○委員長（菅原 明君） 千葉福祉課長。 

○福祉課長（千葉訓裕君） 当然この事業推進をするためのいわゆる連携という部分については、こ

れは日常的に当然行っていきますが、この重層的支援体制の整備というものに関しましては、最終的

には多機関協働によります支援によって、その困難な状況ないしは課題等を抱えていらっしゃる方の

支援を実施していくと。最終的にはそれが解消、解決をすることが望ましいわけなんですけれども、

そのための言わばその事務の取組ということでございますので、基本的な考え方といたしましては、

ご本人なり周りの方なり、あるいはもしかするとそこに関与されている様々な支援機関のほうから情

報が入ってくるのかなというふうに思いますが、それをまずは私どものほうで今度４月から設置をし

ますと言ってみれば事務局といいますか、こちらのほうでつないでいただいて、そのケースの内容に

即して、例えば関係する支援機関も当然異なってくる場合も当然ございます。そういったところにお

声がけをしながら、言わば調整の会議を開いて対応を検討していって、その内容に即してそれぞれの

関係する支援機関が支援を実施していくというふうな流れで考えているところでございます。 
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○委員長（菅原 明君） ２番宍戸直美委員。 

○２番（宍戸直美君） ２番宍戸直美です。 

 主要施策の23ページ、民生相談事務経費についてお伺いいたします。令和５年度はどれぐらいタブ

レットの活用の理解が進み、事務の負担軽減が図れたのかについてお伺いいたします。また、事務以

外についての民生委員さんからの負担になっていることについての把握されている事項についてお伺

いいたします。 

○委員長（菅原 明君） 千葉福祉課長。 

○福祉課長（千葉訓裕君） まず、民生相談事務に関しますこの主要施策の概要でいきますと、ＩＣ

Ｔの活用事業の部分でございます。衣川地区、いわゆる民生委員さんの活動に伴います様々な事務負

担、こういったものをこういうものを活用いただくことで幾ばくかでもその軽減を図りたいというこ

とで、衣川地区をモデルとしまして、昨年の10月だったかな、に実際に導入をいたしまして、各民生

委員さん方に配付、配付といいますか、お渡しをしまして、日常的なまずは活用から進めていただい

ている状況でございます。 

 やはり今までそういう例えば携帯ですとかタブレットですとか、ご自身でご活用されていないとい

う方も少なからずいらっしゃったことから、何ができるのかなとかどういう使い方ができるのかなみ

たいなところ、平たく言いますと、何となくちょっと距離を今までは置いていた方々も実際いらっし

ゃったということでございますから、まずはそういう言わば気持ちの部分を解きほぐすといいますか、

そういうところからスタートをしたというのが実態でございました。実際に支援員のほうから、直接

ではなくて担当を介しての話でございますけれども、お話を聞いたりとかしている印象では、随分や

っぱりいわゆる生理的なちょっと距離を置くみたいな、面倒くさいなみたいな、そういったようなお

気持ちというのは随分ほぐれてきている様子だというふうなことを伺っております。 

 もちろん先ほど言いましたように目的は、様々な事務に関してこういったものをご活用いただくこ

とによりまして、今までだったらば、こういった手順を踏んでいたものが、これを使うことによって

より事務処理が簡潔に済むというふうなものを目指すわけでございますので、今後は例えば日常的な

会議での活用ですとか、あるいは訪問の際にそういったものをご活用いただいて、例えばネットでの

情報収集みたいなこともタブレットを使えばできますので、その場で何か言わばご相談をいただいた

ご家庭の方にご支援をさせていただくというふうなことを続けていくといいますか、というようなこ

との活用に徐々に徐々に広げていきたいというふうなことで今取り組んでいる状況でございます。 

 それから、民生委員さん方の言わば困難というとちょっとあれですけれども、ご苦労されていたり

とかというふうな部分とかにつきましては、定例の各地区の民生委員さん方のいわゆる団体として民

児協という組織がございまして、そちらは月１で定例の会議等が行われております。それぞれそちら

のほうで、うちのスタッフ、職員等も出席をさせていただいて、あるいはその事務局で持っていただ

いております社会福祉協議会さん等と連携をしながら、そういう何かあったときの対応、相談対応と

かというようなことをお話しさせていただいております。個々の案件で何か具体の話があったときと

いうのは、民生委員さん方の中での言わば共有というふうなこともしながら、経験のある方がアドバ

イスをされたりみたいなこともしながら活動していただいているということでございますが、当然

我々のほうでも支援をしながら対応させていただいているという状況でございます。 

○委員長（菅原 明君） ２番宍戸直美委員。 
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○２番（宍戸直美君） ありがとうございました。今、民生委員さんの中でやはり独り暮らしの高齢

者の方の見守りというところがすごい自分の責務だと感じている方が多いので、ちょっと町内の周り

の目というのもあって、自分の町内でもしもというところがあったらばというところで、朝、顔が見

られなかったら夕方もやっぱり訪問しに行ったりとかして、すごい強く責任を感じていらっしゃる民

生委員さんもいますので、タブレット化すると、やっぱりコミュニケーションのほうが減っていくの

かなというふうに思いますので、ぜひそういった民生委員さんの集まりで民生委員さんの心のケアの

ほうもしていただきたいなと思いますので、その点についてお伺いして終わります。 

○委員長（菅原 明君） 千葉福祉課長。 

○福祉課長（千葉訓裕君） 大変ありがとうございます。本当に委員ご指摘のように、タブレットと

かはあくまでもいわゆるツールといいますか、道具でございます。地域の皆様に対する言わばその接

し方等の部分につきましては、引き続き今お話をいただいたような部分も意識しながら、日常的な対

応としましては、先ほど申しました月例の会議等でのご相談とか、あるいはもちろん個別にご相談い

ただければ、あれば当然対応しておりますことから、そういったところで意識して対処してまいりた

いというふうに考えます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ここで午前11時15分まで休憩いたします。 

午前11時00分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午前11時15分 再開 

○委員長（菅原 明君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、福祉部門の質疑を行います。 

 15番千葉康弘委員。 

○15番（千葉康弘君） 15番千葉康弘です。 

 主要施策25ページですが、こちらで介護人材不足の関係で質問いたします。下段の３番ですが、医

療介護従事者確保対策、また４番に介護職員初任者研修助成補助というのがありますけれども、今の

介護人材が不足という中でやられていますが、この予算見ますと前年度より予算を削減されています。

その中で令和５年と比較してですけれども、介護初任者助成研修、これは５年は何人予定されていて、

実際には何人いらっしゃったのか。また、６年度、今年度は何人を予定されているのかについて。 

 また、同じくですが、医療介護従事者確保の件ですが、令和５年度は何人予定されていて、実際は

何にいらっしゃったのか。また、６年は何人予定されているのかについて質問したいと思います。 

 次に、介護人材確保について、具体的にどのようなことを考えられているのか。また、新たな介護

人材支援策というのは、どのようなことを考えられているのか。 

 最後です。介護人材確保事業への上乗せ補助、これがあるとすれば、どのようなことを考えられて

いるのかについて質問いたします。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 吉田長寿社会課長。 

○長寿社会課長（吉田悦子君） では、今、介護人材確保に関するご質問にお答えいたします。 

 初めに、主要施策の25ページの初任者研修の受講料助成事業についてでございます。こちらは、３
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番の確保対策と含め、ちょっと予算が減っておるんですけれども、予算化したよりもこれまでちょっ

と残額があったということで減額しておりますが、財政との話合いで、もちろん申請者が多い場合に

は補正も必要だということでもう既に話をしていて、ただ当初については、これまでの実績を踏まえ

た金額でということで、この金額にしてございます。 

 初任者研修の受講料助成については、おおむね20名ということで予算化してございまして、ただ研

修期間によって受講料が違いますので、おのずと半額という助成金の額が変わってきます。令和５年

度ですと、今のところ19名が初任者研修の助成を受けていらっしゃいます。６年度も同様の20名程度

の金額で予算化しているところです。 

 確保対策のほうにつきましても、奨学金の返済なんですが、こちら、最長で５年間の補助というこ

ともございまして、前年度に引き続き５年度までというような方もいらっしゃいます。そういった方

も含め、令和５年度には、今年７名の方に補助を出してございまして、このうちの５年度で補助の期

間が終わるという方もいらっしゃるので、６年度には恐らく５名程度は継続してまた申請されるので

はないかなと思います。新規として５名から６名はいらっしゃるのではないかということで、10名か

ら11名程度の金額の予算化ということになってございます。 

 あとは、確保対策の事業についてですが、どのような新たな確保対策、あるいは上乗せの対策とい

うことで、ちょっと両方共通するんでございますが、岩手県で様々な人材確保対策の事業をやってご

ざいますので、そういった際に、ほとんど半額の、基準額の半額というような事業がございますので、

そのさらに半額を補助するというようなことも考えられますし、なのでそういった県の事業も参考に

しながら、事業所で必要と思われるような事業も聞き取りしながら、新たな施策を考えていくことと

しております。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） そのほかに。 

 11番千葉和彦委員。 

○11番（千葉和彦君） 主要施策の168ページ、在宅医療・介護連携推進事業の４番にありますわた

しの生き方ノートの普及促進について質問させていただきます。 

 終活ということで、このエンディングノートの普及はやっぱり重要かというふうに私も思っている

んですけれども、以前と違って配布だけじゃなくて書き方講習会も開いていただいてありがとうござ

います。その中で、今回、予算化されているわけですけれども、内容の見直しなどというのは検討し

ているのかどうかについて、まずお伺いしたいと思います。 

○委員長（菅原 明君） 千葉地域包括支援センター所長。 

○奥州市地域包括支援センター所長（千葉礼子君） ただいまの生き方ノートについてのご質問にお

答えいたします。 

 内容の見直しということですが、当センターでは、この生き方ノートの活用ということで、高齢化

が進展する中で、本人さんの思いという部分をお元気な段階で家族へ伝えるという手段の一つの大切

な方法として普及しております。こちらになりますけれども、見直しもかけまして、毎年内容に付け

加えたいものとかそういったところを、より手に取りやすい、そして終活という最後の段階の遺書の

ようなものではなくて、お元気なうちにご本人さんが何を大切にしていたか、家族への思いとか、あ

と自分の振り返りといたしまして活用しております。広告をいただきながら、業者さんに増刊してい
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ただきながら発行しているところでございます。 

○委員長（菅原 明君） 11番千葉和彦委員。 

○11番（千葉和彦君） ありがとうございます。エンディングノート、自分の人生の振り返りという

のは存じ上げているところですが、私どもも奥州市のエンディングノートの内容を見させていただい

ておりますが、その中で特に終末期医療の部分といいますか、延命治療の部分の意思表示があるわけ

ですが、ここの部分が一番重要かなというふうに思っておりまして、結果的に延命治療の自分の意思

というのは、自分の最後に自分らしく生きるというところがあるということで、膨らみ続けます医療

費の抑制にもつながる部分、ここは含んでいるのかなというふうに思っております。 

 その中で、今、医療機関では、リビング･ウイルノートというのを、リビング･ウイルというのを配

布しています。これは本当に延命治療をどうしますかというまさにそこの部分だけ切り取って、事前

にかかりつけの先生と相談し、さらには家族の方とも署名をしてもらうような形でなっております。 

 私どものエンディングノートは、あくまでも自分の気持ちだけで、誰にも相談しないで、こうこう

だ、しないでくださいという延命治療の自分の思いだけ伝えるものですから、なかなかそのとおりに

いかず、やっぱり残された家族は、息子、娘さんは、やっぱりずっと生かしてあげたいからというこ

とで、それじゃない方向に進む場合もあるということで、やはり元気なうちにご子息の方々と話し合

った上、さらには病院の先生、かかりつけの先生にも相談するというのがこのリビング･ウイルノー

トということなので、エンディングノートなかなか書いてみますと結構大変なんですよね。昔の家族

構成から友達から書くところいっぱいあるものですから、もしよろしければ、このリビング･ウイル

ノートという部分にも、それだけでいいという形の普及もあるのかなと。もしくは、そこの部分はエ

ンディングノートから切り離して作成してみるというのも今年度検討してみてはどうかと思うもので

すから、その辺、次回の見直しに含めて検討していただきたいと思いますが、ご所見をお伺いして終

わります。 

○委員長（菅原 明君） 千葉地域包括支援センター所長。 

○奥州市地域包括支援センター所長（千葉礼子君） ただいまのご意見ありがとうございます。やは

り終末期、そして人生の最終段階というところで、医療機関さんとの連携という部分は必要でござい

ますので、各医療機関さんにもこの生き方ノートも配架させていただいて、ただノートだけですとや

っぱり目につかないというところもありますので、ポスターも今年度掲示しながら、目につきながら

ノートの配布を考えてございます。そして、延命治療という部分での医療機関さんとのそういった連

携、そういった部分での生き方ノートについても内容を見直しながら、こっちの在宅医療介護連携の

推進協議会というところで医療介護も含めた会議がございますけれども、そういった先生方の意見な

ども加えながら、内容等を検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○委員長（菅原 明君） 関連。 

 ３番菅野至委員。 

○３番（菅野 至君） ３番菅野至です。 

 先ほどの11番委員のわたしの生き方ノートに関しての関連の質問をさせていただきます。 

 この生き方ノートですけれども、私もとても重要なものであるなというふうに感じています。先ほ

どお話あった医療もそうですけれども、自分の例えば身の回りのことであったりとかそういったとこ

ろをどういうふうにするかというところを家族に伝えるという意味では、とても重要なものであると
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考えます。 

 そういった中で、やっぱりこういったことというのは、例えば家族であったり周囲であったりとか

という中で、非常に話合いする中でとてもデリケートな内容で、なかなか話出しにくいとかというこ

とがあるかと思うんです。なので、これからそういった普及の中で、内容ももちろんそうなんですが、

普及の仕方として、そういったところ、家族との話合いの仕方だったりとかそういったところのアド

バイスだったりケアだったりとかという内容も見直していっていただければなと思うんですが、その

辺のお考えをお伺いして終わります。 

○委員長（菅原 明君） 千葉地域包括支援センター所長。 

○奥州市地域包括支援センター所長（千葉礼子君） ありがとうございます。やはりこちらのノート

の活用という部分は、大切な部分と捉えてございます。人生会議ということで、ＡＣＰ、ご本人が望

むケアについて、ご家族とか信頼の方との話合いを持ちながら、そういった自分の予後とかこれから

を振り返るという人生会議の日という部分もございますし、本当に何かご家族が具合悪くなってから

このノートを切り出すと、もっと縁起の悪いといいますか、そういったところに捉えますので、逆に

お元気な誕生日とか何かのご家族の記念の際に、このノートを自分も書いてみるので、ご家族にもこ

ういった気持ち、お元気なうちに伝えてほしいということで伝えて、家族の中でそういったきっかけ

を日頃のところで捉えながら書いていただくといいかと思います。 

 あとは、いろんな講座等でのおきがる、各地域に出向きながらこのノートの書き方講座とかそうい

ったところを普及してございますので、そういったところで地域での説明にも伺いますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 12番高橋晋委員。 

○12番（高橋 晋君） 12番高橋晋です。３点お伺いいたします。 

 最初は、23ページ、先ほどもありました民生相談事務経費、それから25ページ、老人福祉総務費、

それから27ページ、在宅要援護老人援助事業経費についてお伺いしたいと思います。 

 民生相談事務経費ですけれども、先ほど同僚委員から詳しく質問していただきましたので、大体の

内容は分かりましたが、これは昨年から始まって、更新の経費だということでよろしいでしょうか。 

 それから、次、見守り電球の件ですけれども、こちらも継続事業かと思いますが、今年度どのよう

な数を普及しようとしているのか。また、昨年度の実績と、それから実際その活用している中でこう

いう事例があったとか、人命を救助できたとかそういうふうなお話があればお聞かせいただければと

思います。 

 それから、在宅要援護老人援助事業経費の３番目、老人緊急通報装置設置事業の緊急通報システム

の委託料ですが、こちらのほうも見守り電球同様、今年度の分と、それから昨年何人ぐらいがこれを

利用して、実際これのおかげで人命が救助できたとか、残念ながらとかいろいろあるかと思いますけ

れども、そこら辺お聞かせいただければと思います。 

○委員長（菅原 明君） 千葉福祉課長。 

○福祉課長（千葉訓裕君） 私のほうからは、民生相談事務経費の民生委員ＩＣＴ活用事業の部分の

経費の分についてご答弁をさせていただきます。 

 委員ご質問のとおり、昨年度から実施をいたしまして、今期計上しております予算に関しましては、
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今年度の言わば更新といいますか、継続といいますか、そこに係る経費でございます。通信料と、そ

れからあと指導員の人件費ということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） 吉田長寿社会課長。 

○長寿社会課長（吉田悦子君） 見守り電球の関係でございます。昨年度においては、衣川の北股地

区と南股ということで、23世帯の各戸に取り付けさせていただいたんですけれども、危険な状態等の

報告はございませんでしたし、実際そういった場面に遭うことはなかったんですが、やはりちょっと

不在にしていて電球がつかなかったというようなそういった通信の連絡先にメールが行って、あれ、

どうしたんだということで息子さんから連絡が来たとかそういったところで、ふだん連絡が来なかっ

たんだけれども、何かそういう連絡来たというような、ちょっと逆にそういった連絡がうれしかった

というような感想もございました。 

 ６年度においては、その地区を衣川地区とあと衣里のほうに広げてということで、現在のところ衣

川では10世帯、衣里では３世帯の電球の設置で見守り事業を継続していく予定としてございます。 

 あとは、緊急通報装置につきましては、こちらの一般会計では、障がい者の方と高齢者の方とかの

世帯の部分が主なところですけれども、あとは介護特会のほうでは、65歳以上の方の緊急通報装置の

関係と同じような事業をやってございますけれども、やはりボタン一つで安心センターのほうに一旦

通じますので、そういったときに救急車の要請だとか、あるいは間違って押したというようなところ

もございますので、やはり救急車の要請もちょっと件数としては把握してございませんけれども、毎

月救急車の要請があったとかそういった部分は確認してございますので、毎月のように救急車の要請

というのはないんですけれども、やはり年間通じて何件かございますので、やはり重要な事業だなと

思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） すみません、令和５年の実績と、それから令和６年の予定についてちょっ

と。緊急通報。 

 吉田長寿社会課長。 

○長寿社会課長（吉田悦子君） ちょっと令和５年度中は集計中でございますけれども、全体新規の

設置が年間10件前後ございます。あとは、いろいろ入院したとかそういった形で撤去する場合もござ

いますので、令和４年度末におきましては92件の設置がございます。令和６年度においては、100台

程度設置している状況として予算化してございます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 12番高橋晋委員。 

○12番（高橋 晋君） ありがとうございました。それぞれ担当課が違ったりしたり目的もちょっと

ずつ違ったりはしているんだと思いますけれども、類似の見守りというか、そういう独り暮らしの方

の補助をしているようなシステムですけれども、ひいては民生委員の方々もそういう方々のところに

ふだん訪問したりしているというふうな部分もありまして、先ほどの民生委員さんに対するタブレッ

トは事務的な部分で使っているということでしたけれども、私も１年ぐらい前に同様の質問したとき

に、本来であれば、対象者とつながるというふうなこともできるけれども、現状まだそこまで至って

いないというふうな答弁をいただいておりましたが、先ほどのお話聞いていると、まだまだそういう
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段階ではないのかなというふうに聞き取りましたけれども、これらを合わせてやっぱり市長がちょく

ちょく言いますように、ＩＣＴ化、デジタル化するのが一番即効性もありますし、役に立つのではな

いかなというふうに思いますけれども、そういう方向性についてちょっとお伺いできればと思います。 

○委員長（菅原 明君） 千葉福祉課長。 

○福祉課長（千葉訓裕君） ただいまの件、私のほうからご答弁をさせていただきます。 

 委員お考えのとおりでございます。例えば、訪問される側の方と言ったらいいでしょうか。そうい

った支援の方とかがそういったものを、例えばスマートフォンであったりだとかタブレットであった

りだとか、そういったようなものを使える方であれば、当然ご本人方のご了解の下に、そういったも

のを介したいわゆるやり取りといいますか、連絡といいますか、そういったことは活用できるケース

もあろうかと思います。そういったのは個々の状況に応じてということとか、あとはそれをお使いに

なる民生委員さんのほうのお気持ち、姿勢というとちょっとあれでしょうか、というようなことも当

然あろうかと思いますので、そういった部分については、言わばタブレットが持っている機能の活用

という部分で、支援員を介して必要に応じてサポートして、利用が拡大できるのであれば、その方向

を目指していくというふうなことで取り組んでまいりたいというふうに考えます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） 17番千葉敦です。２点伺います。 

 ２点関連はしておりますけれども、先ほどもありましたけれども主要施策の25ページの介護人材関

連についてと、予算書の465ページ以降、介護保険特別会計に関連して介護保険全体について伺いま

す。 

 まず、介護人材につきましては、不足しているのは皆さん分かっているとおりでありますが、この

ような中で奨学金についても補助等ありますけれども、医師奨学生のように返済不要の奨学金の制度

ということも考えられてはどうかなと思いまして質問をいたします。 

 教育厚生常任委員会で市民と議員の懇談会、いわゆるワールドカフェにおきまして、介護施設等々

の方々との懇談を行いましたけれども、その中で第９期の計画の早期入所が必要な119人という数字

は、現実にはこのくらいないのではないかという意見が多く現場からは出されました。市の計画と現

場の認識がかけ離れているという意見が多くありましたが、その点についてはどのように考えられて

いるのかお願いいたします。 

○委員長（菅原 明君） 吉田長寿社会課長。 

○長寿社会課長（吉田悦子君） では初めに、介護人材の不足に関するご質問の中で、奨学金返済支

援等に関する補助は行っているというところで、あとは返済不要の奨学金の貸付けというようなこと

でございましたけれども、医療職及び介護職を目指す方の修学資金の貸付けという事業も行っておる

んですが、やはり介護の学校に通う方がちょっと医療系の学校に通う方より少なくて、申込みがほと

んど看護師であるとか医療系の職業に就く方が申込みされて、あとこちらで審査をして貸付けしてい

るという状況でございますので、やはりその前の段階、中学生、高校生、そういった段階から介護に

興味を持って、介護の学校に進んで資格を取って、そういった介護に携わる魅力ある仕事に就きたい

というようなそういったところをちょっと重視しながら、この制度を継続していきたいなと思ってお

ります。 
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○委員長（菅原 明君） 高橋福祉部長。 

○福祉部長（高橋清治君） それでは、２点目の認識の違いがあるのではないかというご指摘でござ

いますけれども、この調査は私どもの思いで数字をはじき出したものではなくて、介護事業所のほう

に現状を調査した上で積算したものでございますので、そういった報告に基づく数値と把握してござ

いますので、市の思いを数字にしたものではございません。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） まず介護人材のほうですけれども、中高生の段階からという話もありました

が、どうしても福祉部門だけでということにはならないかと思いますので、教育委員会も含めてその

辺は市民周知も含めてやっていただきたいと思いますし、大きくはやはり介護報酬がなかなか一般の

労働者よりも現実に低いという根本的な問題もありますので、そういった意味での国や県への働きか

けも必要かと思いますので、その点も伺います。 

 今部長の介護計画の中での介護施設等の調査した上での数字であるというお話をいただきましたけ

れども、現場の方々の率直なところは、数字は確かにそのとおり、数字そのものは分かりますけれど

も、例えばベッドが空いて、申し込んでいる方に入所を勧めた場合に断られる、なかなか次の入所者

が埋まらないということが以前にも増して増えてきたといった、だから現実にはこの数字ぐらいいな

いのではないかといった話がありました。９期の計画で施設の新設も検討はされていますけれども、

施設を増やせば増やすくらい介護職の職員がすぐ増えるわけでもないので、ますます介護人材の不足

になっている。言葉悪く言えば、介護人材の取り合いというか奪い合いといったらいいんですか、そ

ういった状況が起こってしまうという心配もしておりますので、そういった点も踏まえてこの９期の

計画を進めていただきたいと思いますが、もう一度伺います。 

○委員長（菅原 明君） 高橋福祉部長。 

○福祉部長（高橋清治君） それでは、お答えいたします。 

 人材不足ということでございますけれども、成り手がいないというそういった観点だけではなく、

働いている方が継続してその職にとどまっていただけない状況もあろうかと思います。あるいは、転

職を余儀なくされて他の事業所で働かれる方、様々な状況によって一つの事業所における介護人材の

確保というのがなかなか難しいということもあろうかと思います。いずれその事業所によって状況が

違いますし、入り口だけの施策ではなく、その事業運営における考え方、あるいは高齢になればどう

してもやむを得ず退職しなければいけないというようなこと等々ありますので、専門職の方をサポー

トする体制をどうすればいいのかというようなことも検討していきたいと考えてございます。 

 今、介護保険という切り口でございますけれども、障がい福祉事業者のほうからも人材不足という

ようなご指摘もございます。いずれ私の福祉部としては、介護、障がいにとらわれず、働く福祉人材

の確保について、どのような施策を打てばいいのかということを、これまで予算措置だけを考えてご

ざいましたけれども、そうではなく別の切り口がないのか、あるいはもっと普及啓発すべきものがな

いのかというようなところを重点的に新年度は取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 

 あと、入所の順番が来てもお断りになられるという例はあろうかと思いますけれども、それは個別

の状況でございますので、いずれ申込みが増えているという状況を思えば、そういった整備は必要な

ものというふうに考えてございます。 
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 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） 入所順番が来てもという話ですけれども、どうしても残された家族のほうで

の介護費用の負担の面を考えて、どうしてもそういった介護料は払えないといったことも一部に話を

聞いておりますので、そういった意味で、多床室の特養ホームを増やしていただくというのが一番い

いかとは思うんですけれども、なかなかそのようになっていない。あるいは、有料の老人ホームが増

えているし、そういった意味で数字がつくられているといったこともあるかと思いますので、現場の

そういった施設の社会福祉法人の方々との日頃の連携、有機的なつながりをやられていると思うんで

すけれども、ますますそういったことが重要であるかと思いますので、その点も伺って終わります。 

○委員長（菅原 明君） 高橋福祉部長。 

○福祉部長（高橋清治君） この整備計画につきましては、事業所からの提案をいただいたものをベ

ースに、建設、整備可能な運営可能な計画を市として取り入れて、給付見込みを行っているものでご

ざいます。そういった観点で、事業所が何を選択されるのかということがまず第一義だと思いますの

で、ご要望にあった多床室の整備というのも一つかと思いますけれども、今提案いただいているのが、

主にはユニット型の特養が中心であると。そういったものが事業運営されている方が今選択されてい

るという状況から、このような整備が中心となっているものではございますし、国においても個人の

尊厳を図るためにもユニットケアの推進を進めているということから、市としてもそういった整備に

ついては、前向きに整備を進めていきたいと考えているものでございます。 

○委員長（菅原 明君） 27番今野裕文委員。 

○27番（今野裕文君） 27番今野です。 

 議論聞いていてよく分からないことがあるのでお尋ねをしますが、その施設側はもうベッドいっぱ

い余っているのだとこういう主張をされるわけです。特別養護老人ホームと有料老人ホーム、その他

いろいろ施設があります。それぞれ負担も違います。私はかねがね言っていますのは、特養に入りた

いというときに、まず老健を紹介されますよね。これってすごい負担が高いです。待っていられない

人は有料老人ホームにどうぞと。もうそれは３期とか４期のあたりに、もうそういう仕組みをここで

つくってしまったんですよね。だからベッドの数は非常にあるんです。それは病院の院長も心配する

くらいあるんです。問題は、介護保険なので、そのお金を出していただける間は有料老人ホーム、老

健に入って、いよいよ大変だというときに特養に入るという仕組みを改める必要があると。こういう

話をずっとこの間させていただきました。使いたいだけお金使って特養に入れられたときは、次の世

代はないんですよ、お金が。だから施設を運営する側ともそういう問題を共有して、どういう方向が

いいのかという議論をしていただくことが私は必要だというふうに考えています。 

 私も施設に行けば、もう特養はやめてくれと言われるわけですけれども、特養というのは介護保険

制度の中の仕組みですので、これは希望あれば保障しなきゃいけないでしょ、皆さんの立場は。だか

らそこは施設側との認識も一致させる必要があるというふうに私は思います。ただ、施設側は経営で

すので、特養に入れるためには、空いているベッドをそのまま放置していたら施設側は経営できない

わけですから、そこを制度の中でどうやって埋められるかという検討が必要だというふうに私は思い

ますので、ぜひその点はご検討いただきたいと思いますが、いかがですか。 

○委員長（菅原 明君） 高橋福祉部長。 
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○福祉部長（高橋清治君） まずは老健を勧めるということは、逆の言い方すると、特養の空きがな

いので老健を勧めるという意味だと思いますので、今回、特養の整備を中心に進めているということ

でございますので、今ご指摘のありましたように保険制度ですので、希望があったときに入れるよう

な整備を進めているというものでございます。 

○委員長（菅原 明君） 27番今野裕文委員。 

○27番（今野裕文君） 27番今野です。 

 施設側も大変なのだから、そういうことで整備するのだと。ついては、そういうふうにするために

施設側ではどういうことが必要なのか。単純にリストラすればいいということじゃないでしょうから、

どうやったらお互いがすり合うことができるのか。それはやっぱり考えていかないと駄目だと思うの

で、そういうことが必要じゃないかと私は思っていますので、ぜひご検討いただきたいということで

す。 

○委員長（菅原 明君） 高橋福祉部長。 

○福祉部長（高橋清治君） 施設側との情報交換といいますか、意思疎通を図るということは大切で

ございますので、その辺はこれからもやってきていると思いますが、不十分だというご指摘だと思い

ますので、なお一層の連携を図っていきたいというふうに思います。 

○委員長（菅原 明君） ７番佐々木友美子委員。 

○７番（佐々木友美子君） １点伺います。 

 主要施策の22ページの３番の社会福祉法人指導監査経費572万5,000円について伺いますけれども、

予算書でいうと123ページだと思うんですが、この金額は見つけられないので、恐らく報酬とか共済

費とか委託料とかに分かれているのだろうかなというふうに想像はするんですけれども、令和４年、

令和５年の主要施策と比較しますと、令和４年は390万円、令和５年は400万円ということで10万円の

増。この令和６年になって570万円ということで170万円の増額になっているんですが、この大きく増

額した理由についてお尋ねします。 

○委員長（菅原 明君） 千葉福祉課長。 

○福祉課長（千葉訓裕君） ただいまのご質問の件でございますが、委員ご指摘のとおり、社会福祉

総務費の部分の中に分散をしておりまして、お話のとおりで人件費等が入っております。 

 増額の理由でございますが、一つは、まず市のほうでの会計年度任用職員全体の報酬の改定等もご

ざいますが、任用しております専門員なんですが、以前はご本人との、任用しておりました方との協

議によりまして以前は週３日の勤務でご勤務をいただいていた方だったんですけれども、人が代わり

まして調整をしまして、現在は週５日の勤務をしていただいているということでの日数の増という部

分もございます。それから、これは会計年度でいわゆる事務等の支援をしていただいている方もこち

らのほうでの計上をさせていただいたというふうなことも増額の要因でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） ３番菅野至委員。 

○３番（菅野 至君） ３番の菅野至です。主要施策の概要から１点についてお伺いします。 

 主要施策の22ページ、社会福祉総務費の１番目の避難行動要支援者支援事業委託費のところについ

てです。この内容につきましては、昨年も質問したところでございますけれども、当事業におきまし

ては、災害時であったり緊急時であったりというところで、支援が必要な方の名簿ができていくとい
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うことだったと思いますが、そういった中でどういうことを、また改めて聞くことになりますが、ど

ういったことを想定してこれを運用していくのかというところと、あとはまたそれを当該地域であっ

たりその地域で使う方々だったりというところへどのような周知を行っているかというところの２点

についてお伺いします。 

○委員長（菅原 明君） 千葉福祉課長。 

○福祉課長（千葉訓裕君） こちらの業務につきましては、災害等があった場合に、要は避難をする

上で何がしかの課題ですとか困難な状況を抱えていらっしゃる方というのをあらかじめ把握をしまし

て、いざというときに、要は例えばご近所の方、あるいは例えばこの名簿の個別避難計画の策定の対

象として策定をするに当たって関わっていただいているのは、業務としましては社会福祉協議会様の

ほうに委託ということで行っておりますので、社会福祉協議会様の主催事業でございます地域セーフ

ティネット会議に関わる方々の中で、対象者の把握ですとか状況の確認という、あるいはご本人の意

向、ご希望の確認というふうなことを行っておりますので、そういった言わば策定に関わる方々との

間でその情報を共有していただくことによりまして、いざというときにスムーズな避難につなげると

いうふうなことを目的に行っているものでございます。 

 名簿をつくるだけではなくて、その台帳といいますかカードといいますか、そういった連絡先とか

そういったものを書いたものを作成いたしまして、ご自宅に掲示させていただくというふうなことも

含めて対応していただいている内容でございますので、確かにその策定に当たっては、当然ご本人、

そういった情報を関係者との間で情報共有をするということに関しましては、ご本人の言わば承諾と

いいますか、それを得た方について共有をするというふうな形になっております。そういったことか

ら、なかなかその策定に関わる方、支援に関わる地域セーフティネット会議等の構成メンバーの方々

以外のところでは、もしかすると確かにそれほどご理解が進んでいない部分はあるのかなというふう

には思っております。こういった部分につきましては、社会福祉協議会様のほうでは、毎年、福祉懇

談会等を行いまして、関係者の皆様の間で情報共有をしていただいておりますので、そういう中で、

こういう台帳の活用等も含めて周知を図っていくということになろうかなというふうに思いますこと

から、さらに今後、協議会様のほうとも協議をさせていただいて、例えばそれ以外の策定に関わる方

以外でも情報共有が可能な方については、こういった名簿制度があるんだということ自体をまずは周

知を図っていくというふうなことで取り組んでまいりたいと考えます。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） ３番菅野至委員。 

○３番（菅野 至君） ありがとうございます。３番菅野至です。 

 ご答弁がありました内容で、どういった方々が関わってというところは承知したんですけれども、

ただ、お話の中に出てきました近所の方であったりとか、あとそれとネットワーク会議以外の方とい

うところが、実は地域の防災ですごく大事なところになってくるんだと思います。そういった中で、

その台帳を貼っていますよとか、そういったことが分かっている人は分かっているかと思いますが、

地域の中でもそれをどうやって使うんだとか、あとはそもそもその名簿について、どういうふうに運

用していけばいいのかというところが周知されないように聞こえてきます。ですので、実際に起きた

ときにこういったものが有効に活用できるように、この520万円という予算をつけて行っているかと

思いますので、そういったところをしっかりやっていってほしいなというふうに思います。その辺を
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お伺いして、終わります。 

○委員長（菅原 明君） 千葉福祉課長。 

○福祉課長（千葉訓裕君） ありがとうございます。今、委員お話をいただいたとおり、やはり本当

にいざというときの対応、その活用、そういった対応がスムーズにできるための言わば計画でござい

ますので、今お話をいただいたような部分、もし今までなかなかそれが広がっていない部分があると

すれば、どういった形で連携できるのかとか情報共有の方法とか、社会福祉協議会様とともにその辺

検討しながら、さらにはいわゆる地域の防災組織の関係で言えば、危機管理課等の庁内であれば担当

課もございます。そういったところとも情報共有、連携をしながら、活用策を拡大といいますか、そ

ういうことで進めてまいりたいと考えます。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） あと質問者何人ぐらいいらっしゃいますか。１人ですか。では、続けます。 

 20番飯坂一也委員。 

○20番（飯坂一也君） ２点お伺いします。 

 主要施策32ページ、障がい福祉に関わってですが、地域生活支援拠点等令和６年度から始まるわけ

ですが、今どのような状況でスタートしていくのか、状況についてお伺いをいたします。 

 あともう１点、先ほどから介護人材の確保ということで議論がされておりますが、離職防止も取り

組んでおります。これは令和２年から離職防止相談窓口行われていると思うんですけれども、これま

では窓口の周知、年１回、広報紙で行っていたというふうに受け止めております。ただ、これだけで

はなかなか足りないのではないかなと。相談に相談窓口、分かっていてもなかなか来ないという、そ

の前の段階じゃないのかなというふうに私自身は思っているんですが、この相談窓口の周知、そうい

ったことについてどのように行っていくかお伺いをいたします。 

○委員長（菅原 明君） 千葉福祉課長。 

○福祉課長（千葉訓裕君） 私のほうからは、地域生活支援拠点の関係の今の状況といいますか、進

め方といいますか、そういった部分でのご質問についてご答弁をさせていただきます。 

 地域生活支援拠点等の整備に関しましては、１月の末にサービス提供をしていただきます事業者の

方々に、言わば周知をさせていただきまして、一応今月中に希望される場合は、言わば立候補といい

ますか届出をというふうなことでご案内をさせていただいている状況でございます。 

 こちらは、そもそもこの地域生活支援拠点の部分に関しましては、既存の言わば福祉サービスの中

で費用負担等が行われるものでございますので、この拠点の登録をいたしますと、事業者のほうの

方々のほうでは点数で言いますと加算が取れるというふうなことがございますことから、運営規程で

すとかそういったところで規定をしていただくことが必要になるために、今そういう進め方を事業者

様のほうでご検討いただいている状況でございます。現状では５つほど、ちょっと具体的なお名前は

ちょっと申し上げられないんですけれども、５つほどの法人さんから言わばやりたいというふうな意

思表示をいただいているという状況でございます。 

 こちらは、特に今まで例えば障がいのある方なんですけれども、既存のそういう福祉サービス等に

つながっていないといいますか、ご利用いただいていなかったような方も、何かあったときの備えと

いう意味では、ぜひサービス利用、ご相談を通して必要なサービスの提供ということにつなげていき

たいということも大きな目的でございますことから、可能であれば事前にご登録をいただきたいとい
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うことで進める予定にしておりますことから、その事業所の募集とともに、４月からは今度利用者の

方々、こういうサービスありますのでぜひご利用くださいというふうな形で周知をして、事業を進め

ていきたいということで今進めている状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） 吉田長寿社会課長。 

○長寿社会課長（吉田悦子君） ただいまの介護人材の確保の一環であります離職者の防止といいま

すか予防の部分で、介護の従事している職員からの相談窓口を設けております。ただいまお話ありま

したように、年に１回の広報と、あるいはホームページとかにも載せていてもなかなか周知徹底とい

いますか、皆さんに広がらないところもございましたので、今般の一般質問の際にも人材確保対策で

ご質問いただきまして、その際にももちろん来庁されてのご相談等もありますけれども、電話やメー

ル、あるいは匿名であったり、そういった中身でも受け付けしまして、相談に関わる職員としまして

は、介護施設の運営等にも詳しい専門の職員がおりますので、そういった職員が対応して、その施設

内の状況を聞き取りしながら悩みの相談を受けやすい体制を取っていきたいと考えております。さら

に、ホームページでもちょっと分かりにくかったりなんかすると思いますので、気軽に本当に相談し

やすいというようなところを全面に周知を徹底していきたいと考えております。 

 また、悩みの中身がやはり人間関係であるとか、あとは仕事をしていて法人さんの方針とちょっと

何か考えが違うなというような部分の悩みが多いというアンケートもございますので、そういった部

分を口に出して言えるようなそういった環境ができるように、こちらでもサポートしていきたいなと

考えております。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 以上で、福祉部門に係る質疑を終わります。 

 午後１時10分まで休憩いたします。 

午後０時10分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午後１時10分 再開 

○委員長（菅原 明君） 再開いたします。 

 次に、健康こども部門に係る令和６年度予算の審査を行います。 

 予算の関係部分の概要説明を求めます。 

 高野健康こども部長。 

○健康こども部長（高野 聡君） それでは、健康こども部が所管いたします令和６年度一般会計、

国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計の歳入歳出予算の概要について、主要施策の概要

によりご説明いたします。 

 初めに、健康こども部所管事務における現状と課題認識についてであります。 

 子育て環境の充実についてですが、出生数が毎年のように過去最低を更新するなど、日本全体が急

激な少子化、人口減少の危機に直面しております。地方においては、その傾向はさらに顕著となって

おり、当市においても子育て環境のさらなる充実が喫緊の課題と捉えています。 

 少子化に歯止めをかけるために、国は次元の異なる少子化対策を掲げ、様々な施策を打ち出してい

ますが、国の施策に呼応しつつ、さらに奥州市独自の施策展開を図り、子育てのライフステージに応
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じた切れ目ない支援に取り組んでまいります。 

 具体的な事業につきましては、奥州市親子みらい応援事業にまとめております。配信をお願いいた

します。それぞれのライフステージごとにまとめましたので、ぜひ参考にしていただきたいというふ

うに思います。 

 次に、健康づくりの推進についてですが、当市は死亡原因として脳卒中が多く、また肥満など生活

習慣病が若年層から多く見られることが課題と捉えています。疾病の予防と早期発見、早期治療、早

期の生活改善が必要であることから、保健指導の利用率向上や各種検診の受診率向上対策を進めてま

いります。 

 また、地域性を取り入れながら、保健指導や検診の受けやすい環境や体制づくりに努めてまいりま

す。 

 次に、医療の充実についてですが、少子高齢化が進む中、今後、医療、介護のニーズの変化が見込

まれるとともに、地方における医師不足と医師の働き方改革を鑑み、安定的に医療を提供できる持続

可能な地域医療体制の構築が課題となっています。このため、令和５年６月に策定した地域医療奥州

市モデルを基本として、その実効性を高める事業の展開に取り組んでまいります。 

 以上のような現状認識と施策展開の方向性を踏まえ、令和６年度において当部が重点的に取り組む

施策や事業を主要施策の概要でご説明いたします。 

 初めに、一般会計からご説明いたします。 

 主要施策の概要39ページをお開きください。 

 下段、総合戦略、子ども医療費支給経費ですが、小・中学生等の医療費の無償化のため、保険診療

の一部負担金の給付事業の経費を追加する分として8,820万円となっております。 

 飛びまして、43ページになります。 

 上段、子どもの権利推進事業ですが、奥州市子どもの権利に関する条例等に基づき、子供の権利に

関する情報の発信、啓発を行う経費で32万7,000円となっております。 

 続いて、44ページ下段、子育て支援事業経費8,100万9,000円ですが、令和６年度からの新規事業と

して、45ページに記載の６、子育て支援訪問事業を追加するとともに、７、病後児保育事業の再開に

取り組んでまいります。 

 飛びまして、48ページになります。 

 保育所保育事業経費14億2,046万8,000円ですが、保育士の確保対策として、新たに６、保育士・保

育人材確保対策事業を計上しています。 

 続いて、49ページ下段、総合戦略、子ども・子育て支援事業経費のうち、未来枠として、公立教

育・保育施設のＩＣＴ化に向けた経費で4,216万2,000円となっております。 

 飛びまして、52ページになります。 

 上段、認定こども園施設整備経費ですが、江刺東地区に令和６年10月に開園を予定している認定こ

ども園を整備するための経費等として５億2,225万4,000円となっております。 

 飛びまして、54ページになります。 

 上段、保健衛生総務費のうち、総合戦略事業、不妊治療費助成事業経費として530万円となってお

ります。 

 続いて、55ページ、母子保健推進事業経費ですが、総合戦略事業として、安心して出産・育児がで
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きる支援体制確保のため、産後ケア事業、妊産婦応援給付金、ハイリスク妊産婦アクセス支援等の経

費として4,573万8,000円、総合戦略事業以外として、56ページ、妊娠期から出産・子育てまで伴走型

相談支援と経済的支援を実施し、健康診査、健康教育、相談等を通じて適切な保健指導を行い、切れ

目のない支援を実施するための経費として１億5,266万4,000円となっております。 

 飛びまして、59ページ、地域医療推進事業経費ですが、総合戦略事業経費の未来枠として、衣川地

域において、引き続き遠隔診療車によるオンライン診療を行うとともに、新たに健診事業等を展開す

る経費として2,261万2,000円、新医療センター整備基本計画の策定に係る経費として865万7,000円と

なっております。 

 飛びまして、62ページであります。 

 保健対策推進事業経費ですが、各種がん検診事業に係る経費やがん患者医療用補正具購入費の助成、

骨髄ドナー支援事業費補助金などに係る経費として１億6,736万3,000円となっております。 

 以上が、健康こども部に係る一般会計の概要でございます。 

 続きまして、国民健康保険特別会計の概要についてであります。 

 初めに、事業勘定になります。 

 主要施策の概要149ページをお開きください。 

 一般被保険者療養給付経費ですが、医療費のうち、一般被保険者の自己負担分を除いた法定負担分

の費用で、66億3,347万6,000円となっております。 

 飛びまして、151ページ、２段目以降は県への納付金に係る経費で、一般医療給付費分、後期高齢

者分、介護分の３区分となっております。 

 続いて、153ページ上段、保健事業経費ですが、昨年９月の定例会で政策提言をいただいておりま

した中途失明予防について、４、眼科健康診査委託料として新たに計上しています。 

 続きまして、直診勘定についてであります。 

 主要施策の概要154ページをお開きください。 

 一般管理経費ですが、旧米里診療所を中心に江刺地域の梁川・伊手・大田代への移動診療車運行に

係る管理経費として、また新たに遠隔診療サービス事業を導入する経費として1,621万7,000円となっ

ております。 

 続きまして、後期高齢者医療特別会計予算の概要についてであります。 

 主要施策の概要155ページをお開きください。 

 下段、後期高齢者医療広域連合納付金ですが、徴収した保険料などの岩手県後期高齢者医療広域連

合への納付で15億8,516万1,000円となっております。 

 以上が、健康こども部所管に係る令和６年度の予算の概要であります。よろしくご審議のほどお願

い申し上げまして、説明を終わります。 

○委員長（菅原 明君） 執行部側にお願いいたします。答弁する方は委員長と声をかけて挙手して

いただき、委員長が指名してから発言願います。 

 これより質疑に入ります。 

 14番高橋浩委員。 

○14番（高橋 浩君） 14番高橋浩です。 

 私は、主要施策45ページ、子育て支援事業経費、７番の病後児保育事業、もう１点は、国民健康保
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険、154ページ、直診事業から質問をいたします。 

 まず１点目の病後児保育の関係で、1,699万余の予算が計上され、病後児保育の再開に向けた予算

と理解しております。ここの現在これから４月から新年度始まるかと思うのですが、場所の確保及び

スタッフの状況、全体の進捗状況についてご確認をしたいと思います。 

 ２点目の江刺地区の移動診療所の関係でお尋ねをいたします。移動診療所の令和５年、まだ５年は

はっきりしないかと思うのですが、全体の診療状況について把握している分でご回答をお願いいたし

ます。さらに一番気になりますのは、３番のモバイルクリニック運用支援委託料300万円余の予算が

ついてございます。この事業概要についてご説明をお願いいたします。 

○委員長（菅原 明君） 松田保育こども園課長。 

○保育こども園課長（松田修一君） それでは、私から１点目の病後児保育の状況について答弁いた

します。 

 まず１点目、場所の確保またスタッフの確保というところでございます。場所につきましては、過

日の全員協議会でも申し上げましたとおり、水沢病院の西側にございます医師公舎として使われてい

た建物を医療局のほうから借り上げをいたしまして、そこを場所として使うということになっており

ます。これも過日の補正予算でご議決をいただきました予算を執行いたしまして、クリーニングであ

ったりとか、あとは必要なエアコンの移設設置とかそういったハードの部分についての準備を進めて

おります。 

 また、続いてスタッフの部分ですけれども、事業を行うに当たりましては、看護師と、あとは保育

士の配置が必要になります。いずれも会計年度任用職員で考えておるところでございます。 

 保育士につきましては、現在、これまで任用をお願いしている方々の中で、この病後児保育を担当

いただく方を選任したいと、お願いしたいと考えております。 

 一方、看護師でございますけれども、正式には予算ご議決をいただいた後に新年度に向けた予算執

行ということにはなるんですけれども、これも全協で申し上げたのを繰り返して恐縮ではございます

が、なかなか看護師という職種がすぐに見つかる状況にはありません。ですので、いろいろな人的ネ

ットワークも使いまして、お願いできる方はいないものかということで内々には当たっているという

のが実情ですけれども、この方にというところまで行き着いておらん、苦労しているというのが実際

のところでございます。 

 また、これらを踏まえますと、全体の状況、進捗状況ということでもう１点申し上げますが、当方

と同じ今回のやり方、つまり病院の中とか保育所の中ではない、別な建物でやっているというのが近

くですと花巻市さんがやっていらっしゃいます。ですので、過日担当がそちらのほうにお邪魔をいた

しまして、どのような形で進めているかということで勉強させていただきました。こういったのを基

にいたしまして、受付であったりとかのマニュアルの作成というソフトの部分についても手がけてお

るところでございます。このようにハードとソフトの部分でできるところから準備を進めているとい

う状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） 私からは、直診診療の特別会計の部分について、２点目のご質

問にお答えいたします。 
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 まず、江刺東部地区に配車しております移動診療車の状況でございますが、まず２月末現在の利用

状況でございます。４地区全体で54日の診療日がございました。その全体の数になりますけれども、

患者数といたしまして220名の患者さんが利用されているという状況で、全体で割りますと4.1人、１

日当たりの利用人数が4.1人となっております。地域別に見ますと大田代地区が1.7人、それから伊手

地区が4.4人、米里地区が6.5人、梁川地区が4.0人ということで、１日当たりの利用人数が以上のよ

うになってございます。これは去年の利用状況よりずっと伸びております。コロナの部分であったり、

診療が通常に戻ってきているという部分も含めまして、利用状況伸びてきているという状況がござい

ます。 

 ２点目の新年度、来年度の事業費の中にモバイルクリニックに係る経費314万2,000円が計上されて

いるということの中身でございます。これについては、今年度、５年度に衣川診療所に新規でモバイ

ルクリニックの車両を導入して、現在展開中でございます。この来年度に係るこのモバイル診療に係

る年間の経費として、システム管理費とか、あるいは通信費、そういったものの全体の経費で1,570

万8,000円という年間のコスト、ランニングコストがかかります。これを来年度は、衣川につきまし

ては12か月稼働しますし、直診会計の江刺の分につきましては、年内、今年の12月までは委託の奥州

病院さん、それから地元の振興会さん、こちらとの協議を進めながら、遠隔診療に向けた準備を進め

る予定としてございます。その状況が整えば、来年年明けから遠隔診療をやっていきたいという考え

の下で、３か月稼働するという見込みで予算立てをしました。このモバイルクリニックに係る年間の

経費を一般会計のほうと衣川の分と、あと江刺で来年度の１月から稼働すると想定して、８対２で経

費を案分するという考えの下で、今回、一般会計のほうには1,256万6,000円、それから直診会計のほ

うには314万2,000円の予算を案分で計上させていただいたということでございます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 14番高橋浩委員。 

○14番（高橋 浩君） ありがとうございました。 

 病後児保育につきましては、いろいろと看護師さんの確保であったりとか、いろいろ問題点という

か非常にクリアしなきゃいけないような問題もあるようでございますが、できるだけその辺を何とか

克服していただいて、４月以降に予定どおり開設できるように努力してほしいと思います。その辺の

改めまして花巻市さんのほうとの勉強だったりとかいろんなことも含めて、改めてもう一度その辺の

思いを、所見をお伺いしたいと思います。 

 それと、モバイルクリニック関係、今ご説明あったように、順調に進めば、年明け１月ぐらいから

３か月ほど営業実施をしたいというようなことで進めていくというようなお話でございました。そう

しますと、例えばですけれども、今移動診療車で使っている車両とモバイルの遠隔の車両が違うと思

うのですが、そういう車両の準備ですとか、そういうスタッフですとかそういう研修とか、その辺は

全協のほうでも奥州病院さん、医師様含めて手応え好印象であったというようなお話もありましたけ

れども、その辺について、また改めてちょっとご説明できるところ、これからのことなのでなかなか

発表できない、言えないこともあるかもしれませんけれども、ある程度車両の新しい車両を使うとか

衣川の車両を使うとか何か分かること、発表というか説明できる範囲でご説明をお願いいたします。 

○委員長（菅原 明君） 松田保育こども園課長。 

○保育こども園課長（松田修一君） それでは、私から病後児保育について申し上げます。 
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 今回の場合、再開といいましても、実質的には本当に新規に始めるのと同じような状態でございま

す。ハード面、ソフト面、いろいろ準備進めておりますが、まずできる内容でスタートをしたいと考

えております。その中でいろいろ保護者さんからのご意見出てくると思います。こういう部分使いづ

らいところはこうやったらいいんじゃないかというご意見いただくことになるかと思いますので、そ

ういった意見をいただきながら、ブラッシュアップをしながらよりよい形を目指していきたいという

ふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（菅原 明君） 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） 私からは、モバイルクリニックの診療車の件でお答え申し上げ

ます。 

 まず、江刺で現在運行しております移動診療車につきましては、車のサイズが２トン車の車のサイ

ズになります。四角い箱を背中にしょっている状態の車が各地区センターに運行しているという状況

です。衣川診療所で新規に導入した診療車は、ハイエースのサイズの形の車になります。それで現在

江刺で運行している車両を、それに現段階では通信設備を新たに整備して、その車両を活用して運行

をまずはやってみたいということで、新たな必要な機材は年内に事業ができるという状況になれば、

購入して整備をして、新年度に向けて対応してまいりたいというふうに現在は考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 高野健康こども部長。 

○健康こども部長（高野 聡君） 病後児保育ですけれども、元からの想定は、やはり看護師さんの

確保ってすごく難しいんだろうなという想定はしておったのですが、やっぱりなかなか難しい状況に

あります。いずれ４月１日に何とか再開できるように頑張って目指していきたいと思います。議員さ

んのほうからも何かいい情報がありましたら、ぜひお知らせいただければというふうに思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（菅原 明君） そのほかにございませんか。 

 関連。 

 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） モバイルクリニックの件で関連でお伺いいたします。 

 要するに２台の実質動けるようなクリニックの車をつくるというこういう理解でよろしいんでしょ

うね、多分。ですから今使っている江刺の車も機材を乗せて、将来的に、先かもしれませんけれども、

来年の３か月間ですか、年明けぐらいからは運用させる、２台でやるということですよね。要するに、

衣川は衣川であるわけですからと理解していいのかどうか。 

 それから、この医師会、あるいは開業医との関係なんですが、今の奥州病院さんは、少ないところ

は1.1人という話もありましたけれども、実績は。かなり限定された内科を中心にやっていますから、

実際患者さんは江刺に来るなり水沢に来るなりして、データを関係なくやっているんです。今後、モ

バイルクリニックで診察されたものは、奥州病院さんでお世話になったり、継続的にやるというこう

いう取組なんでしょうか。通常であれば、市営ですから水沢病院とかがデータを共有しながらそこで

診療するということが望ましいんですけれども、そのデータは恐らく奥州病院さんがやるとすれば、

そこで一旦終わってしまって、実際は別な開業医さんなり水沢病院に来るなりなってしまうので、せ

っかくのデータの管理が共有できないという危惧を持っているんですが、その辺はどのように奥州病
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院さんなり、あるいは水沢病院なり、あるいは医師会なんかと話を詰めるんでしょうか。水沢病院が

直接診察しながらモバイルクリニック運用すれば、確かに市立病院ですから、直接その後の患者さん

のフォローできるんですけれども、非常に難しいのではないかなと危惧はしています。 

 それから、機器といいますか、装備する機器は今のところ超音波ぐらいが持っている機器しかない

ので、これからどういう機器を入れるのか。これは地元の方の意見もかなりやらないと、装備がせっ

かく、内科、外科とか何かどこまでやるのかなというのは、今使っている患者さんの希望もあります

し、全般的な希望また別にあるかもっと、今行っていないので、これから行くならばこういうのもつ

くってほしいとかやってほしいという希望もあると思うんですが、この辺どのようにフォローする気

なのかお伺いいたします。 

○委員長（菅原 明君） 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） ご質問いただきました課題点でございます。 

 まず、カルテの関係でございます。現在は、市の直営診療所のカルテという扱いになっています、

その患者様のカルテについては。なので、奥州病院さんの患者さんではありません。そこで委託診療

はしていただいておりますけれども、先生が来て診てはいただいておりますけれども、市の診療収入

については市が受けますし、なので現在は、患者様は奥州市の直営診療所の、直営診療所といいます

か、この直診会計でカルテを管理しているという状況です。 

 お話のとおり、今後カルテをどうするかというところ、今後ここが一番の課題の一つになっており

ます。奥州病院さんのほうでも、そのカルテの取扱いをどうしようかということは、今後の協議事項

の一つとなっております。そういったところも、今後どういうふうに持っていくかというところを協

議する必要がございます。 

 あわせて、機器の整備ですけれども、これについても現在のモバイル診療で使っている機器がその

まま使えるものなのかどうか、この辺につきましては、奥州病院さんの先生の意向というのも取り入

れながら、導入に向けて協議検討をしていかなければいけないというふうに思ってございます。 

 それから、診療科の件でございますけれども、現在は慢性疾患の方が通われております。衣川診療

所でモバイル診療で患者様として現在10人登録されていますけれども、そういった方々も慢性疾患の

患者さんの症状ということですので、江刺の患者様もそういった状況です。内科の先生が診ていると

いう状況ですので、これについては様々な要望がございます。別の診療科で受診したいとか、例えば

眼科であるとか整形であるとかそういった症状もお持ちの方もいるんですけれども、診療所に通われ

ている方は、定期的なお薬を頂く、それで診療していただくというお客様ですので、そういったこと

で今後も進めていくという状況かなと考えております。 

○委員長（菅原 明君） ただいまの質問で、移動診療車はモバイル機器を積んだような診療車が全

部で２台で運行するのですかという質問に答えてください。 

 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） 車両の件ですけれども、５年度に整備しました衣川診療所に配

車しておりますモバイルクリニックの車両が１台、それからこれまで江刺の東部地区で運行していま

した移動診療車、これは衣川の車を使うわけでは現在はありません。今まで使っていた車両に機器を

装備して診療すると。２台になります。 

○委員長（菅原 明君） 19番及川佐委員。 
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○19番（及川 佐君） 及川ですが、モバイルやる意味というのは、慢性疾患を従来どおりやるなら

ば、あまり意味がないといいますか、従来どおり例えば１人、多くても４人、さっきの4.4人とか４

人とか１回のたびに１人とか４人、多くて４人ですね。だからそういう程度では、モバイルの意味が

ない。意味がないと言っちゃ失礼ですけれども、取りあえずやるという意味では分かりますよ。取り

あえずそこから取りかかっていこうと。だからモバイルのメリットは、あくまでもお医者さんがこっ

ちにいて、それで様々なアドバイスする。慢性疾患だけだったら、はっきり言えば薬の調合ですから

何か月に１回でもそんなに変わりはないんですよ。ですからあんまり来る人も限られてしまうのであ

んまり増えないんですけれども、それは取りあえずただ試しですから、あまり急いでお医者さんがい

て検診するという意味は、すぐには効果ないかもしれない。取っかかりとしてはいいかもしれません

けれども、むしろ希望的なこの在り方は、お医者さん座りながら、特に内科以外の方の先生もいて、

それはやっぱり場合によっては救急も含めて即判断できるところがメリットなので、すぐとは言いま

せんけれども、モバイルクリニックのメリットはそこにあるというふうに思っていますし、患者さん

もだからこそ増えるんであって、そこだけはちょっと取りあえずいいにしても、今後そういうふうに

していただきたいと思うんですが、それについての見解をまずお伺いします。 

 それから、あとカルテのことです。これは非常に難しいので、本当であれば、患者さんが遠隔で診

察したデータをかかりつけの医者、もしくはいろんな病院ありますけれども、そういうところに行く

というのが望ましいんですけれども、なかなかこれは簡単にはいかない。難しいと思うんですけれど

も、いずれそういうことを目指すというふうに、要するにかかりつけ医に行って初めてその診療の効

果が現れるんですから、そこはやっぱりそういうふうに目指すというふうに思ってよろしいんですよ

ね。２点についてお伺いします。 

○委員長（菅原 明君） 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） まずは、１点目の地元の要望であったり患者様の要望であった

り、あるいは診療される先生の部分でございますけれども、これについてはモバイル診療でできるベ

ストな診療スタイルが効果的なんだろうなというふうに思います。実際、現在は先生が現地に出向い

て診療されている、直接患者様を診ているという状況ですので、直接診られるときと、あるいは通信

でオンラインといいますか、通信で患者様と接するというときとそれを使い分けながら効果的にやっ

ていく必要があるんだろうなというふうに思っておりますので、その辺は現在お願いしております奥

州病院様の意向、先生の希望、そういったのを取り入れながら対応してまいりたいと思います。 

○委員長（菅原 明君） 高野健康こども部長。 

○健康こども部長（高野 聡君） それでは、１点目のちょっと補足と併せてお話しさせていただき

たいと思います。 

 モバイル診療、お医者さんからいろいろアドバイスをいただいているんですけれども、やっぱりそ

の初診を診るというのがなかなかちょっと難しいという話をされております。やっぱり症状が固定さ

れた方が３回に１回は直接診なきゃ駄目だけれども、それ以外を診るようなものがモバイル診療に今

のところは診ているということです。もう少し通信の機器とか、そういった患者さんのデータなりが

きちんと集まるような形にできれば、将来的にはそういった初診の患者というのもあり得るのかもし

れませんけれども、現状ではそういった症状固定の方々にある程度使っていただくということを前提

で今考えております。 
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 それで、今何人かしかまだ診ていないんですけれども、お話を聞くと大概は本当にいいという話を

されています。というのは、病院に連れていって、長い時間待ち時間があって、それでまた連れて帰

ってくるという時間が、本当にうちに来てもらって短時間で済むというのがやっぱりすごくいいねと

いう評価はいただいております。まずはそこからスタートかなというふうに私どもは思っているとこ

ろでございます。 

 あと、そのカルテの問題を本当に今ちょっとクリアしなければいけないなというふうに思っておる

問題でして、北上市さんは医師会にお願いして、それぞれのクリニックさんと提携するような形でス

タートしておりまして、それぞれのクリニックさんが抱える患者さんを診るというような感じになっ

ております。今先ほど参事からも話のありましたとおり、このカルテ問題をクリアしないとこの江刺

地域に導入することがなかなか難しいなと思っておりまして、ちょっとそこを何とか課題を越えなき

ゃいけないということで今考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） 18番 野富男委員。 

○18番（ 野富男君） 一つ確認と今後の進め方について、ちょっと先ほどの154ページの国保会計、

直診の部分でございますが、そうしますと、この12月まではこの４地域の振興会さんと、今、移動診

療なさっておられる奥州病院さんとの間で、モバイル診療についての情報交換といいますか、要望と

かそういうのを取りまとめた上で、１月から導入をするというふうに受け取ってよろしいのですねと。

そのときに、これは会計上の問題なのかどうか分かりませんけれども、前にも一般質問でちょっとお

伺いしたんですが、これは江刺全域に広げるという、今後のステージ上にはこれ乗っているのかなと。

私たちは乗せてほしいなという希望があるんですが、例えばこの今回は４地区限定でも結構ですけれ

ども、今後の進める上で全域広めるとすれば、併せて江刺地域の振興会さんとも情報共有しながら探

っていくということも必要かなと思うんですが、その辺ひとつお願いをしたいと思います。 

 それと、今部長が北上市の事例をお話しなさいました。私、あれができるのであれば、医師会と協

力して、今のところですと奥州病院に診ていただいている患者さんに限定されているというふうに私

は理解しておるんですけれども、これよその江刺地域の開業医、県立さんが入るかどうか分かりませ

んけれども、そこの協力も得ながら、このモバイル診療が拡大されるといいなというふうに思ってい

ましたので、その辺の方向性等について再度伺いたいと思いますし、たしか北上市は、モバイルクリ

ニックの場合に、それぞれの開業医さんから看護師さんが診療車に乗るんじゃなくて、たしかモバイ

ルクリニック診療車に乗るスタッフはたしか北上市が抱えて対応していると思ったんですけれども、

そういう方向性に今後進むのかどうかについて、その点についてお伺いします。 

○委員長（菅原 明君） 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） ご質問いただきました江刺全域にという部分も含めましての今

後の対応になります。まずは、現在運行しています４地区に対して、モバイル診療がうまく診察がで

きるかどうかというところを検証しながら、実際に１月スタートを目指して準備を進めていきたいと

いうふうに思います。それについては、地元の振興会の方々、それから地区センター、それから奥州

病院さんと協議していかなければなりません。あわせて、この奥州病院さんのほうでも、衣川でのモ

バイル診療の様子とかその辺を見学しながら状況を確認した上で、自分たちが遠隔診療ができるかど

うかというところも含めてこれから検討を進めるという状況になります。 
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 それから、４地区以外の江刺の10地区にという部分ですけれども、この江刺での取組、導入の方向

に向けた準備も含めて、タイミングを見て地域会議等で情報共有しながら、江刺全域での運行という

ものが可能なのかどうかというところも含めて、地元の医師会の先生方にも随時情報提供しながら、

地元のクリニックでも診療ができるかどうか、北上市方式が可能かどうかということも含めて、今後

検討していかなければならないというふうに捉えております。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ９番小野優委員。 

○９番（小野 優君） ９番小野です。モバイルクリニックに関連してお聞きします。 

 まず、既存の移動診療車の車両を整備してというお話でしたけれども、今車両の整備のお話があり

ましたが、受信する側の委託先の奥州市病院さんに対していわゆる受信装置といいますか、そういっ

た部分の装置の整備を補助するのか、独自に用意していただくのかというところ、どのようにお考え

なのかお聞きいたしますし、それから配車のローテーションというか、移動ですね。今やっているよ

うに、車両があのサイズなので、地区センターまでというところは変わらないのかどうかお聞きいた

します。 

○委員長（菅原 明君） 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） まず、機器の導入の件でございます。これについては、そのモ

バイルクリニックに必要な通信設備を備えた診療機器、そういったものを新たに購入して、市がこの

会計で購入して整備して、車に備えるということが必要だというふうに考えてございます。それにつ

いては、奥州病院側のほうでも、市のほうで奥州病院さん側の意向の機器を調整しながら整備してい

くということで了解をいただいて、意向を受けてやっていくということで考えてございます。 

 それから、現状の移動診療車を運行するに当たって、２トン車のサイズですので、現在は地区セン

ター、広い駐車場のある地区センターで集まっていただいて運行しています。なかなか小さいサイズ

の車両ですと細い道とか入っていけるんですけれども、なかなかあのサイズのものを使うということ

であると、現在の地区センターでの当面の間は診療のスタイルを取らなければいけないかなというふ

うに思ってございます。そこも次に向けた細かいところに入り込んで対応できるかというところの課

題の一つであるというふうに捉えております。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ９番小野優委員。 

○９番（小野 優君） すみません、１点目ですけれども、いわゆる病院側に置く機器というものが

必要なのかどうか、今奥州病院さんのほうにある通常の通信機器だけで対応できるのか、できないの

であれば、奥州病院さん側が病院内に置く機器をこちらが補助するのか、購入した上で貸与するのか

といったところを確認したかったので、そこをもう一度お聞きします。 

 それから、地区センターに今と同じように配車される、移動されるということなので、通信環境大

丈夫かなと思うんですけれども、衣川の例で言いますと、導入前にそういった通信環境の事前に調査

した上で配車されていたと聞いたので、そういった今回の予算に電波状況の調査経費というのが、も

う必要ないというふうに判断されているのか、やはりこれからそういったところを調査しなきゃいけ

ないのかというふうに考えているのか確認させてください。 

○委員長（菅原 明君） 菅野健康こども部参事。 
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○健康こども部参事（菅野克己君） まず、診察室に置く通信機器でございます。それについては、

市が整備して、奥州病院さんの診察室で貸与するという形で現在は考えてございます。 

 それから、通信関係の調査については、現在委託しておりますランニングコストの中に、この通信

に係る費用も含まれておりますので、それを今回、横展開という部分で、エリア拡大した際にどうい

う課題があるかとか、そういったものも併せて現在の予算の中で対応できるというふうに現在はそう

いうふうに対応いたします。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 22番阿部加代子委員。 

○22番（阿部加代子君） 22番阿部加代子です。２点お伺いをいたします。 

 今日、資料提供されております奥州市親子みらい応援事業のこの表についてと、それから主要施策

44ページの２にあります子育て短期支援、ショートステイの関係ですけれども、についてお伺いをし

たいというふうに思います。 

 今回、まず１点目の親子みらい応援事業のところで、こういう表にまとめていただきまして大変あ

りがとうございます。大変いろいろ充実してきたなという感じがいたします。 

 それで、この中に載っていないものがありますので、その点についてお伺いしたいというふうに思

います。今回のこの表は、奥州市でやっているものをまとめられたというふうに思いますけれども、

しかし見る妊産婦さんにおきましては、市がやっていようと県の事業であろうと関係ないと思います

ので、やはり詳しくこの表にまとめるのはなかなか至難の業だというふうに思いますけれども、しか

し、しっかりと載せていただければと思います。 

 例えば、不育症の検査費用の補助に関しましては、県のほうで直接保健所のほうに行ってやってい

ただいているということでございますし、また不妊治療の交通費も県のほうでやっていただいている

ということでございます。また、母子手帳のところですけれども、リトルベビーハンドブックにつき

ましても県のほうで置いていただいておりますけれども、市に届いているということになります。 

 あと、以前、母子手帳の関係で、祖父母子育てのしおりでしたか、手帳まではいかなかったんです

けれども、しおりを作っていただいていたと思いますので、今祖父母の方々、また地域の方々にも応

援をいただきながら子育てをするという家庭が増えてきておりますので、私が子育てをした時代と、

今の子育てをされている方々の子育て、違うところがいっぱいありますので、そういうところを祖父

母の方々にもしっかり知っていただくという意味におきましても大変重要なものだというふうに思い

ますので、こういうところどころ書き切れなかったんだと思いますけれども、新年度多分しっかりと

妊産婦さんに渡されるんだと思います。これ、予算が決定すれば。ですので、そういうところもしっ

かりと県のほうの事業も入れていただければと思いますし、あと妊産婦の一般健康診査票の交付なん

ですが、一般的には14回なんですが、奥州市15回まで出していただいておりますので、そういうとこ

ろもせっかく奥州市頑張ってやっていただいている事業ですので、そこも15回までいいよというとこ

ろも、細かいところですけれども、入れていただければいいのかなというふうに思います。その点に

ついてお伺いいたします。 

 それから、主要施策の44ページの子育て短期支援事業のところなんですけれども、これショートス

テイができるということなんですが、この事業は奥州市以外のところに行って、子どもさんを緊急の

場合、本当に短い時間、ショートステイということで預けられるということなんですけれども、実は
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奥州市内に夜間保育をしている施設がございまして、ぽけっとサンタさんというんですけれども、３

月の末で閉鎖するということで、もう大変ショックを受けております。 

 このぽけっとサンタさんなんですけれども、本当に一時保育、それから夜間ということで、胆江圏

内で行われているところはここ一つです。いろんなところで保護者の方からどうしてなくなるんです

かというお声をいただいておりまして、大変困るということです。夜間も、そして一時保育もお願い

できるというところで、しかし一時期奥州市で待機児童がいなくなりましたので、預ける方が少なく

なったということも影響しているようですけれども、しかし例えば奥州市産後ケアのショートステイ

やっていただきますが、上の子どもは連れてきて見ていただけないわけです。しかし、泊まるとなる

と、赤ちゃんとお母さんが泊まるとなると、上の子どうするんですかということにもなりますし、ま

た、来年、再来年からですか、誰でも通園制度が始まります。これ予算に入っていないんですけれど

も、もう国のほうで進んでおりますので、どういうご家庭の事情であっても、働いていようが働いて

いなかろうが預けたいときに預けられますよという制度が始まります。それにしっかり対応できるよ

うにしておかなければいけない。預けるほうはいいんですけれども、預けられる保育士さんは何でと

いうところもありますし、また子どもたちにとりましても、そのときだけ預けられますので、不安が

いっぱいということにもなりますので、そういう一時保育にも慣れていらっしゃるそういう施設でも

ぽけっとサンタさんはありますので、そういうところがなくなるということは、奥州市の子育て環境

にとっても大変マイナスであるというふうに思います。その点、何かお考えがあれば、お伺いしたい

というふうに思います。 

○委員長（菅原 明君） 高野健康こども部長。 

○健康こども部長（高野 聡君） 私のほうから、１点目の親子みらいは全体的な話になるので私の

ほうから話をさせていただきたいと思います。 

 今回の表は、予算審査ということで奥州市の予算の絡む部分で作成をさせていただいたものになっ

ております。ご指摘のありましたとおり、県のほうでやっている事業と連携してやっている事業とか

というのもいっぱいありますので、最終的にホームページ等で公表する際については、ちょっといろ

いろ勉強させていただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 千葉こども家庭課長。 

○こども家庭課長（千葉康行君） それでは、ショートステイのことについてお答えさせていただき

ます。 

 ショートステイにつきましては、奥州市でできないというのはそのとおりで、実は年度当初からぽ

けっとサンタでできないかということでちょっとお話を聞かせていただいたりはしていた状況ではあ

りました。ただ、具体的なお話に行き着く前にちょっとこういう状況になってしまって、ちょっと私

どももすぐ次の手が打てないというのはちょっと現状であります。なので、私どもとしてもちょっと

こちらの思いもありますことから、ちょっとこども家庭課としてショートステイ、例えば場所だけ借

りられないかとか、残っているスタッフさんを活用できないかとかというところは、ちょっとこれか

ら検討していかなければいけないのかなと思っております。ショートステイだと、今里親さんもオー

ケーですし、市町村が認める方もオーケーということでしたので、そういったところもちょっと念頭

に置いて手を打たなければいけないと思っていたのがちょっと現状でございます。 
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 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 22番阿部加代子委員。 

○22番（阿部加代子君） 22番阿部加代子です。 

 予算審議が終わりましたらば、これら親子みらい応援事業ですか、まとめていただいて、公表され

るということなんですけれども、様々なところまたご配慮いただきながらお願いしたいというふうに

思います。 

 それから、ショートステイに関しましてですけれども、本当に困っている方々の駆け込み寺みたい

な感じで、預けるところがないんですとなったらぽけっとサンタさんどうですかというような感じで

したので、そこがなくなるということは本当に大変なことだというふうに思います。ぜひ市のほうと

して前向きに検討をお願いしたいと思います。お伺いをして終わります。 

○委員長（菅原 明君） 高野健康こども部長。 

○健康こども部長（高野 聡君） ぽけっとサンタさんは、本当に今委員さんおっしゃられましたと

おり、駆け込み寺的な位置づけのものでありまして、これまで助けられた方は本当に多くいるんだと

いうふうに思っております。 

 課長からも申し上げましたとおり、こちらから事業提案をした経緯はあるんですけれども、なかな

か具体的な話合いまでは進んでおらなかったということで、民間事業者でありますから、優先的に何

かということはどうしてもできないんですけれども、引き続き話合いを持たせていただきながら、継

続なり再開なりの可能性を見いだせないかちょっと検討してまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ４番門脇芳裕委員。 

○４番（門脇芳裕君） 関連で、ただいまのショートステイについてお伺いします。 

 今閉園になるという話でしたけれども、そうしますと、これからはショートステイはどこの場所を

使えるようになるかお伺いいたします。 

○委員長（菅原 明君） 千葉こども家庭課長。 

○こども家庭課長（千葉康行君） ショートステイにつきましては、今までも盛岡市、北上市、一関

市の児童養護施設、もしくは乳児院としか契約ができていない。要は泊まれる施設としか契約ができ

ていないので、今までできる場所というのは変わらないです。もともと奥州市はできていなかったと

いうところでした。その中で、奥州市でやっぱりあったほうがいいよねということで、今年度ちょっ

と動き始めたところだったんですけれども、ちょっとそこが頓挫した状況というところであります。 

 先ほど申し上げましたとおり、令和３年に法律が変わって、里親の活用とか市町村長が認める方の

活用というのができて、その認める者、里親さんとかがその人の家に行ったり、里親さんとかの家に

預かって見ることも可能となっておりましたので、ちょっとそういった方向を考えていきたいとは思

っていました。ただ、里親というのは、あくまでも家庭的養育をする県の事業で、県のほうで管轄し

ている部分ですので、県との調整とかは必要になってきますし、里親さん方の理解も求めなければい

けないというところでした。ただ毎年、私、奥州の里親の総会のほうに出ておりまして、今年の総会

に呼ばれたときには、そういった里親さんのショートステイの利活用なんかも考えたいということで

はお話をしているところであります。 

 以上です。 
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○委員長（菅原 明君） ４番門脇芳裕委員。 

○４番（門脇芳裕君） ありがとうございます。 

 奥州市では、ショートステイのほかにトワイライトステイという事業があるとお伺いしました。た

だいまの里親制度というのは、そちらのほうとミックスというか対応はできないものかお伺いしてお

ります。 

○委員長（菅原 明君） 千葉こども家庭課長。 

○こども家庭課長（千葉康行君） トワイライトステイというのは、夕方からかけて大体その日のう

ち、宿泊分というのもあるんですけれども、短期の部分で、ショートステイだと７日間を限度という

ことでやっておりまして、まずそのショートステイができるところであればトワイライトステイもで

きるという形にはなりますので、例えばその里親さんがショートステイ対応できるとなれば、当然ト

ワイライトのほうも可能にはなるんじゃないかなと思うんですけれども、ただ、夜遅くに迎えに来ら

れるとなったときにそこが対応できるかどうか、里親さんの場合だと。施設だと多分大丈夫だと思う

んですけれども、なのでケース・バイ・ケースだとは思います。ただ、私が来てからは、６年ぐらい

あるんですけれども、トワイライトステイを使いたいというのはなかったです。というのも多分ぽけ

っとサンタさんとかで夜間の保育ができていたというところではあるんですけれども、なのでちょっ

とこれから多分できない人が出てくるところをどうにかしていかなければいけないというのが課題と

認識しております。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ここで、２時25分まで休憩します。 

午後２時10分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午後２時25分 再開 

○委員長（菅原 明君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、健康こども部門の質疑を行います。 

 16番瀨川貞清委員。 

○16番（瀨川貞清君） 16番瀨川貞清です。 

 主要施策の151ページ、国民健康保険特別会計の２段目、３段目、４番目は、県納付に係るもので

ありますので、ここで質問をいたします。 

 一般質問のときに、県の税水準の統一の議論をいたしました。それで私の質問は単純明快で、奥州

市としてこの県の税水準の統一をやめるべきだと主張する必要があるのではないかということです。

一般質問の繰り返しはしませんが、参事の答弁の最後の結論は、岩手県内の市町村でも非常に課税状

況がばらばらだとか、３方式、４方式でどうしてかまだそれの統一もできていないと。市町村にとっ

ては非常にハードルが高いということで、そして最終的な結論は、実際に統一に向けた具体的な動き

というのはこれからだというふうなお話でありましたので、私はそのときに自分の結論を言わなかっ

たのでありますが、こういう状況であれば、県の税水準の統一というのはやめるべきだと奥州市とし

て主張すべきではないかと思いますが、ご見解をお伺いいたします。 

○委員長（菅原 明君） 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） それでは、県の税水準の統一に向けた県の方針に対してという
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ことでご質問いただきました。 

 まず、この岩手県の国保の運営方針につきましては、今月の３月25日に県の国保の運営協議会の最

終の開催が予定されています。この中で県の方針として、税水準の統一を11年度に目標を掲げて、そ

れに向けて県内33市町村が進んでいくと、県と一緒に進んでいくという内容のものになってございま

す。これについては、奥州市としても、医療費水準が奥州市は他市町村に比べますと非常に優秀とい

いますか、低い市町村の一つでございます。そういったことも含めまして、県の聞き取りとかありま

した。医療費水準の低い市町村に対して、どういう県に対して、あるいは今後の統一に向けた動きの

中で必要かということで要望を県の課長のほうに、私どもでも急激な税の統一に向けた動きによって

税水準が上がっていくということのないように、激変緩和を県のほうでも進めるんですけれども、そ

れは各市町村が出し合って激変緩和措置をするという、負担金を出し合ってそこから激変緩和すると

いうふうな内容のものになるんですけれども、それは県のほうで負担してほしいというふうに、財政

的な分として医療費水準の低い市町村からも負担を出すのはそれはちょっと変ではないかということ

で、そういった意見もしましたし、あるいは医療費水準が低い理由の一つに、市町村独自の健康に対

する様々な取組が評価されるべきではないかということで、インセンティブが働くような仕組み、制

度を医療費水準の低い市町村に対して加点といいますか、そういった補助を、補助制度をつくっては

どうかということで県にも要望してございます。 

 そうした形で要望したところ、それはそのとおりですねというふうに回答はいただいておりまして、

今後、検討していきたいというふうに話しておりました。そういったことも市では要望しながら、県

の統一に向けた動きに対して、税負担の急激な上昇につながらないように、統一に向けた動きについ

ては、私どもでもこれは避けて通れないことであるというふうに思っておりますので、できることを

負担の少ないような形で要望してまいるということで取り組んでまいりたいと思います。 

 内容については、県のほうでも、翌年度からワーキンググループ等を組織して様々な課題を拾い上

げて、それに対して対応していくというスケジュールでございますので、６年度からそういった動き

に対して意見をしていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 16番瀨川貞清委員。 

○16番（瀨川貞清君） いろいろ要望されて苦労しているという状況は分かりますが、それでもなお

この県の税水準の統一の行き先が見えてきているわけではありません。 

 それで、なるべく一般質問の繰り返しをしないようにしますけれども、私の主張は、ため込み金を

取り崩して、国保税の引下げにすべきではないかと。それに対する当局の反論として、この県の統一

水準、税水準の統一があるからそれはできないという答弁が続けられてきたわけであります。今お話

にもありましたように、大きく値上がりをするというふうなことがあるのであれば、ますますこれに

くみする必要はないんじゃないかというふうに思いまして、引き続き県の税水準の統一はやめるべき

だという主張をされることを望みますが、もう一度聞いて終わります。 

○委員長（菅原 明君） 高野健康こども部長。 

○健康こども部長（高野 聡君） 国保の統一につきましては、いずれまず法改正で法律で方向性が

示されているということと、あとは被保険者が減少していくという中で、やはり国保の将来の持続可

能性を考えますと、やはりその保険の単位を県単位とするということは、その必要性は理解できるん
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だろうなというふうに私どもは思っております。 

 その中で、先ほど参事からも話がありましたとおり、３月25日に国保の運協が開かれて、そこで明

確な方向性が打ち出されることになると思うんですけれども、それに向けまして、各市町村に対して

はいろいろな協議がずっと続けられてきております。そういった中で、私どももさっき参事が申し上

げました要望を出しているという状況でございますけれども、ですので、その統一のある程度方向性

を見ながら、私どもとしても財政シミュレーションをやはり改めてやってみた結果、今残っている基

金でもって何とかソフトランディングに向けた動きをしていかないと、急激な今度は税率の負担が出

てくるという可能性があるものですから、現状ではそういった基金の見直しをしなかったということ

でございます。 

 繰り返し申し上げますけれども、県の考え方のほうにはある程度理解を示しているという方向で進

んでおるということでございます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ３番菅野至委員。 

○３番（菅野 至君） ３番菅野至です。主要施策の概要から大きく２点についてお伺いします。 

 まず１点目ですけれども、48ページの保育所保育事業経費についての中にあります６番の項目につ

いて、保育士・保育人材確保対策事業に関してお伺いします。まず１つ目が、その事業、これが新し

く設置されたものであると先ほど説明ありましたけれども、そういった中でどういった事業が行われ

るのかについてお伺いいたします。またそれに関連しまして、現在の保育士の充足状況についてと、

あと令和６年度のその見通しについてをお伺いします。 

 ２点目です。48ページ、子ども・子育て支援事業経費の中にあります保育ＩＣＴシステム構築委託

料についてお伺いします。この保育ＩＣＴシステムとはそもそもどのようなものなのかというところ

につきましてお伺いします。 

 以上、２点についてお伺いします。 

○委員長（菅原 明君） 松田保育こども園課長。 

○保育こども園課長（松田修一君） では、私から２点、大きく２点ご質問いただきましたお答えを

いたします。 

 まず１点目、主要施策の48ページ、新しい補助金についてでございます。事業の概要についてご紹

介をさせていただきます。ここでは２つございますが、まず先に申し上げますけれども、このいずれ

の事業も、保育士の先生方が働きやすい環境づくりを目指すものと、先生方の負担軽減、また離職防

止を目指すということを目指した事業ということでご理解いただければと思います。 

 ２つの事業の概要を申し上げます。 

 まず１つ目の保育補助者雇上強化事業ですけれども、保育士の先生の業務を補助します、その名の

通りの保育補助者、これは保育士の資格はないんですけれども、例えば保育所での実習を積んで一定

程度の経験があるとかそういった方が保育士の先生の補助を行うと。こういった方を雇った場合に、

民間施設さんに支援をするよという事業でございます。 

 続きまして、もう一つの保育体制の強化事業でございます。こちらは、保育そのものをというより

もその周辺業務という言い方をしておるんですけれども、例えば清掃業務であったり遊具の消毒であ

ったりとか、あとは午睡時の寝具の用意であったりとか、そういった周辺業務を行う保育支援者の配
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置について、そういった方、保育支援者という言い方をしていますけれども、雇った配置をした施設

さんのほうに国庫補助事業を使って市としても支援をしたいということのものでございます。 

 続きまして、大きい１点目の中の２つ目です。現在の保育士の配置状況と、あとはその見通しとい

うところでございますけれども、毎月各施設さんからそれぞれの施設さんの中での職員数というのを

報告いただいておりまして、当然にして国で定められた必要な基準というのは満たして運営をしてい

ただいているというところになります。ここから先なんですけれども、あとはどれだけ余裕を持って

各施設さんが人材を確保して日常の教育・保育のほうに臨むことができるのかというところになりま

すが、なかなか保育士不足、そもそもなろうとする子どもの数も減っているという議論もございます

し、あとはしばらくまだ残念ながら続くであろう少子化の傾向という中で、民間さんのほうでもどの

ような採用をすればいいのかというところで悩んでいるというところで聞いておるところでございま

す。 

 また、その中でちょっと一つの例としてご紹介いたしますけれども、今年度、市内の保育所であっ

たり幼稚園の閉園というのが公立施設の再編でございました。その中で、今までは公立施設のほうで

勤めていたんだけれども、自分の身の振り方を考えて６年度からは民間さんのほうでの就職につなが

ったよ、誰々さんはという形で私のほうでも聞いておりますので、ちょっと言い方が適切かどうか分

かりませんけれども、そういった保育人材の流動性といいますか、そういった動きというのもござい

ますので、民間さんのほうでの確保というところにもつながっている部分はあるのかというふうに思

っております。 

 続きまして、大きい２点目の質問でございます。ＩＣＴ化がどのようなものかというご質問でござ

いました。49ページでございました。こちらは来年度、令和６年度におきまして、私どもの公立の教

育・保育施設にＩＣＴシステムを導入しましょうというものです。これも先生方の業務の効率化を図

りたいというものでございます。 

 具体的にどういったことをやるのというところで若干ご紹介をいたしますと、まず一つには登降園

管理。今日休みますよとかというのを、今までですと電話をかけて電話を受けてということで、それ

で非常に時間がかかるというところがあったんですが、それを例えばスマホで保護者さんは連絡する。

それをシステムを使って園のほうでは受けると。それはお休みの方。登園した、来た場合には、これ

は導入する機器もよるかと思いますけれども、例えば保護者さんがスマホで入り口にある機械にＱＲ

なりでぴっとやれば、それで、はい、Ａ君が来ましたというのが管理できて、データとしても蓄積さ

れる。あとは、今は手書きでお便り帳とか使っているのも、そういったのもシステムのほうで作って、

保護者さんのほうに配信ができる。また、先生方の業務でいいますと、週間、また月間の子どもたち

への教育・保育の計画であったりその実績、あとはシフトの作成、こういったところも全てシステム

のほうで行いまして、時間の短縮とデータの蓄積につなぐということができるというものでございま

すので、そういったものに取り組んで、繰り返しになりますけれども、先生方の業務の効率化と負担

の軽減に資するものということで取り組んでいきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） ３番菅野至委員。 

○３番（菅野 至君） ありがとうございます。３番菅野至です。 

 １番については、一応人は法定上は足りているということなんでしょうけれども、実質的にはその
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人員不足というのは否めないというところがあるかというお話だったんですが、そういった中でもう

ちょっと詳しく現場の状況というかそういったところ、どういうふうなことが今必要なのかとかそう

いったところの内容をお聞かせ願えればと思います。 

 あと２番についてなんですが、これから導入されていくわけですが、そういった中でやはりＩＣＴ

使っていきますので、これも例えば学校とかと一緒と言えるかどうかはあれなんですが、使い方とい

う面で、どういったように講習会だったりとかその使い方の補助だったりとかそういったところを進

めていくのかというところをお伺いできればと思います。 

○委員長（菅原 明君） 松田保育こども園課長。 

○保育こども園課長（松田修一君） お答えいたします。 

 まず、人材不足のところの状況について若干申し上げます。これはちょっと公立施設の部分をメイ

ンで、情報としては民間さん情報ではなくてまず公立の施設の情報で申し上げますけれども、いわゆ

る常勤という形で勤めている方は、それはそれとして、ごめんなさい、ちょっと変な言い方でしたけ

れども、先生方がお休みしますというときに、この日にちょっとお願いしたいですというような方で

入っていただきたいというような場面もございます。以前の議員さんの一般質問でもございましたけ

れども、そういった場面もあるんですけれども、そういったところに入っていただく方、長年勤めて

いただいているんだけれども、そういった方が高齢化してきているねと。今までは稼いできたけれど

も、なかなか私もつらくなってきてねというような形で言われる状況というのは聞いております。そ

うしますと、なかなか先生方のシフトを組んだりとか、休みを組んだり取ったりというのに影響があ

るということになってはいけないというふうに考えておりますので、なかなか難しい課題ではありま

すけれども、保育士確保策というところにも手を打って、今後は臨んでいきたいというふうに考えて

おります。 

 すみません、もう１点でございましたシステムの使い方の講習についてということでございます。

確かに新しいシステムを入れるということでございますので、なかなか先生方、最初苦労すると思い

ますので、その辺は一気にうまくというふうにはならないかと思いますけれども、どういう形の臨み

方がいいかというのは整理をしながらいきたいと思います。 

 すみません、長くなりましたが、以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） ３番菅野至委員。 

○３番（菅野 至君） ありがとうございます。３番菅野至です。 

 そういった休みのシフト等々の苦労というのがあるのかなというところが分かりました。本当に少

子化等々で成り手がいないというところで、やはり今現場で働いている方々のやはり労力軽減という

のがこれから大きく課題となってくると思います。そういった中で、こういった１番に出した補助だ

ったりとか２番でのＩＣＴ化というのが重要になってくると思います。そういった中で、本当に先ほ

ど22番委員の質問の中でもあった誰でも通園制度とかで問題になっているのが、やはりその現場の負

担ということになっておりますので、やはりその現場の負担というのを軽減できるようにこれからも

いろいろ対策を打ってほしいなと思っております。そういったところで、ご所見をお伺いして終わり

ます。 

○委員長（菅原 明君） 松田保育こども園課長。 

○保育こども園課長（松田修一君） ありがとうございます。様々な人員確保策、またＩＣＴ化の推
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進というのに取り組んで、負担軽減には取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ８番東隆司委員。 

○８番（東 隆司君） ８番東です。保育士・保育人材確保対策事業補助金について関連でお伺いい

たします。 

 まず、この２つの補助金の3,196万6,000円のそれぞれ２つの補助金の積算根拠をお伺いいたします。 

 また、今の課長のご答弁の中で、いろんな休み時のシフトであったり、いろんな今までもそういっ

たこともあったというふうに私はそういうふうに聞いたわけですが、そうしますと、これは今までも

こういった実態はあって、しかしながらそういう実態には、各施設のほうで今までは経費の負担をし

てきた。そういったことへのやはりこういう状況を少しでも改善していこうということで、今回補助

金をつくったというような趣旨なのかどうかお伺いをいたします。 

○委員長（菅原 明君） 松田保育こども園課長。 

○保育こども園課長（松田修一君） お答えいたします。 

 まず１点目の積算の部分でございます。申し上げます。まず最初に保育補助者の雇い上げの強化事

業どころでございます。こちらにつきましては、想定しているのは５施設の方々にお使いまずはいた

だけないかということで考えております。それで歳出としては1,636万6,000円ということで見込んで

おります。 

 もう一つの保育体制強化事業、こちらにつきましては、13施設さんにお使いいただけないかという

ことで、こちらは月額10万円、配置した１施設当たり月額10万円という制度でございますので、12月

の13施設で1,560万円ということでございます。 

 続きまして、２点目でございます。今までも民間施設さんのほうでもなかなか大変だという声は過

去のアンケートであったり聞き取りとかでもありました。そのお話の中でも、今回取り上げましたこ

ういった雇上強化事業という国庫補助事業がありますよと、こういったのを使えませんかということ

でお話をいただいた民間施設さんからのお声もありました。そういったところも捉えまして、私ども

のほうとしても民間さんのほうを支援したいと、そういう趣旨のものでございます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ８番東隆司委員。 

○８番（東 隆司君） そうすると、今のお話ですと、保育補助者雇上強化のほうは、まずは５施設

というお話でした。それから保育体制強化は13施設ということで、ここで８つの施設の差があるわけ

ですが、この保育補助者のほうは５施設しかというか、逆に全部が手が挙がったら予算足りなくなる

わけですけれども、これはあらかじめ何らかのヒアリングとか調査とかして、およそ５施設程度で間

に合うであろうということなのか、仮に６、７ときた場合は補正も視野に入ってくるのかお伺いをい

たします。また、その13施設そのものが今対象としている施設の全てなのかどうかお伺いいたします。 

○委員長（菅原 明君） 松田保育こども園課長。 

○保育こども園課長（松田修一君） お答えいたします。 

 まず１点目の部分でございます。今回この事業を取り組むに当たりまして各民間施設さんにアンケ

ートを行いまして、こういった事業をやるならば使いますかという形で聞きました。あるんだったら
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ば使いたいねということで、多くの施設さんからは回答はいただいております。ただ、複数の事業を

挙げましたので、その中で施設さんで優先順位というのはそれぞれ違いました。ですので、明確な部

分で５施設ということで、どこどこ施設さんということではないんですけれども、まず希望される施

設さんは多くあるねというところを捉えまして、まず５施設ということで臨んだものです。 

 あとは、近隣の自治体でもこの施設活用していらっしゃるところもありますので、そこに聞き取り

をして、まず最初はこういう感じで始まって、あとは徐々に広がっていくというようなお話も聞いて

おりましたので、まずは５施設と考えております。 

 あともう一つのほうの強化事業の13施設というのも同じような考え方でございます。同じようなア

ンケートの中で聞き取りを行って、まずあるんだったらば使ってみようかという回答をいただいてお

りましたので、このように考えております。 

 また、もしこの中でこういった事業をやりますよということでスタートして、施設さんのほうでこ

れはいいねということでお使いいただいて、例えば予算がということになれば、さらに施設さん等の

ほうにちょっとヒアリング等を行いまして、これは負担軽減につながるねというふうに我々も捉えれ

ば、補正予算なりで庁内でも検討し、また予算上程をして議員さんのほうにも議論いただきたいとい

うように考えております。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 対象施設の総数。 

○保育こども園課長（松田修一君） 失礼いたしました。今回聞き取りを行いましたのは民間施設さ

んですので、34施設あります。失礼しました。 

○委員長（菅原 明君） １番佐藤美雪委員。 

○１番（佐藤美雪君） １番佐藤美雪です。主要施策から３点お伺いをいたします。 

 １点目は、今関連するような質問になってしまいますが、48ページ、保育士・保育人材確保対策事

業、そして２点目は、55ページ、２番の母子保健推進事業経費の２番、妊産婦タクシー乗車券給付事

業について、３点目は、56ページ、同じく母子保健推進事業経費の１番、妊婦健診と５番の産婦健診

についてお伺いをします。 

 １点目、今議論されておりました事業についてなんですけれども、まず保育補助者雇上強化事業の

ほうで、これは資格のない方が対象の事業と聞いておりましたが、令和６年度に限っては潜在保育士

も対象になるということをお聞きしました。潜在保育士の発掘にこれはつながるのかどうかというと

ころで、お考えをお伺いいたします。 

 ２点目の妊産婦タクシーの部分ですけれども、妊産婦タクシー緊急助成券給付費について、391万

円ほどなんですが、令和４年の決算額だと164万円、令和５年の予算額だと120万円となっていて、そ

こから約３倍ぐらいになっているんですけれども、その根拠についてお伺いをいたします。 

 ３点目、妊婦健診、産婦健診についてです。これ市内でどのぐらい健診が行われているか、ちょっ

と数でお聞きするとちょっと細かくなるんですけれども、もし分かれば、ちょっと数まで分からなけ

れば割合というか、そういう部分を分かる範囲でお知らせいただきたいと思います。今までお話を聞

いていた中で、妊婦健診について、妊娠が判明してすぐに判明した病院じゃなくて、北上市なり一関

市の病院を紹介されて健診を受けるという方と、あとは逆にぎりぎりまで市内で健診を受けて、そし

て出産するという方がいらっしゃいました。それって何か基準があるというか、それぞれのケースも
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あるでしょうけれども、初産婦と経産婦の違いなのか、そういう部分のもし判断基準というかそうい

うのがあるのであれば、教えていただきたいと思います。 

○委員長（菅原 明君） 松田保育こども園課長。 

○保育こども園課長（松田修一君） それでは、私から１点目の部分について申し上げます。 

 保育補助者雇上強化事業につきましては、令和６年度につきましては、今委員おっしゃったように

いわゆる潜在保育士の方も対象にして、段階的に保育士として復帰してもらうための足がかりとして

この事業をというふうに国のほうから示されております。ただ、これをこういう事業で対象になりま

すよということだけを我々のほうからＰＲというか、示したとしても、ちょっと言い方あれですけれ

ども、どれだけの方がそれに乗るか、食いつくかというのは疑問だと思います。じゃ、どうするかと

いうところなんですが、利用したい施設さんと我々のほうで連携といいますか話をしながら、当然保

育士さん方のいわゆる人的ネットワーク、誰々さん前やっていたけれども、結婚を機に辞めたよねと

かそういったのはネットワークといいますか、あるかと思いますので、今回こういったのが令和６年

度であるよと。しばらく保育の現場から離れていたけれども、いきなり担任を任せたりはしませんと。

ただ、今の保育の現場というのは、こういう状況になっていますというので、ちょっとやってみませ

んかというような形で例えば誘っていただいて、経験してもらって、また自分も保育士としてやって

みようかなとかそういった形でつなげていってもらうというような形での働きかけといいますか、そ

ういった動きは必要なんだろうなというふうには感じております。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 千葉保健師長。 

○健康増進課保健師長（千葉芳枝君） では、私のほうから２点目、３点目のご質問にお答えいたし

ます。 

 ２点目のタクシー助成券の件についてです。緊急のタクシー助成券につきましては、３倍という委

員さんのお話もありましたけれども、令和４年度から見直しをかけまして、自己負担をなしにして、

それから枚数を４枚に増やしたという経過がございます。これによりまして大分利用される方が多く

なりました。当初始めた平成30年では、緊急のタクシー助成事業としては1.5％ぐらいの利用という

ことでしたけれども、現在は約15％ぐらいの方にご利用いただいているということで、それから距離

も一関市、北上市方面ということで距離も長くなりまして、その分金額も増えてきたということにな

っております。実績から合わせてこのくらいの額の予算要求をするということになります。 

 それから、３点目の妊婦健診、産婦健診につきまして、市内でどのぐらいの方が受けているかとい

うことですけれども、はっきりした数字はちょっと手元に資料がございませんが、約妊婦さんの４分

の１から３分の１ぐらいかなと思っております。 

 そして、一関市、北上市の病院に行く基準のようなものというお話もありましたが、これはやっぱ

りケース・バイ・ケースでありますし、それから妊婦さん本人のご希望というのもあると思いますの

で、そこは先生との相談の範囲でということになろうかと思います。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） １番佐藤美雪委員。 

○１番（佐藤美雪君） １番に関しては分かりました。雇上強化事業のほうもそうですし、保育体制

の強化事業のほうも、やはり保育士、保育教諭の負担軽減という部分で、やっぱりどうしてもしっか
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りと休憩が取れるところとか、事務作業ができる時間というところを本当に求められていますし、何

よりやっぱり子ども、そういう先生たちが子どもたちの保育にちゃんと専念できるような環境にする

ためにも、この事業をぜひ広めていただきたいと思います。 

 ２点目の妊産婦タクシーについて、分かりました。この間、ちょっとタクシー会社さん、ご協力を

いただいているタクシー会社さんへの研修内容という資料を見させていただいたときに、ちょっとビ

ニールシートや手袋の消毒などを準備してほしいとかという内容が書かれていました。やっぱり何か

あったときのためにという何かこう緊張感とか責任感がすごく感じられた文言だったんですけれども、

そういう研修の中で、そういう部分、タクシー会社さんにどういうふうに伝えられていらっしゃるの

か。また、これまでタクシーの中でそういう妊婦さんが破水だったりとか、ちょっと緊急事例とかが

あったのかどうかお伺いをします。 

 ３点目の健診についてですけれども、ケース・バイ・ケースということもあります。できるだけ市

内で健診を受けられる体制、産前産後ケアという部分に充実を求めるならば、やっぱり妊婦さんの希

望に沿えるような健診方法が望ましいと思います。できるだけ市内での健診という部分を、ご本人さ

んと病院とのやり取りもそうなんですけれども、市としても市内の産科医さんとの連携、ぜひお願い

したいと思っております。見解をお伺いします。 

○委員長（菅原 明君） 千葉保健師長。 

○健康増進課保健師長（千葉芳枝君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 タクシー乗務員の研修というのを今年度始めました。年に２回ほど開催をいたしました。その中で

は、妊婦さん、それから赤ちゃんを連れて乗せるという場合のタクシー乗務員さんの配慮についての

お話であるとか、あと緊急時のお話もさせていただきます。 

 ちょっと数年前にはなりますが、シートであるとか、そういったもののチャイルドシートであると

かビニールシートであるとか防水シートであるとかということの整備の事業もしたところではありま

すが、そこは会社さんのほうにはもう整ったということで、そこは廃止してございます。 

 あと、緊急時ということでは、あまり緊急だった場合には、むしろタクシーでの乗車ではなくて、

救急車の要請をしてくださいというふうなことでお伝えしておりますので、そういった対応をしてい

ただいていると思っております。今のところは事故等の報告は聞いておりません。 

 それから、妊婦健診の部分につきましては、もちろんご希望される方で、先生との相談の結果、妊

婦健診を市内の先生のところで受けてもいいよという方についてはやっていただくということで、今

のところは進めさせていただいているところですけれども、妊婦さんによってはむしろ安全を選んで

出産する病院でというふうなことを選ぶ方も中にはあるかと思いますので、やはりそういったところ

も丁寧にケース・バイ・ケースで先生方のほうで対応していただいていると思っております。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 12番高橋晋委員。 

○12番（高橋 晋君） 12番高橋晋です。２つ質問いたします。 

 47ページ、放課後児童健全育成事業経費、もう一つは59ページ、地域医療推進事業経費になります。 

 まず最初に、放課後児童クラブの件ですけれども、ここに定数とか様々ご紹介いただいております

けれども、中には地域に学校がなくなって、放課後クラブだけが残っているというふうなエリアがあ

りますけれども、実際そのクラブのほうの充足率といいますか、実際に学校のある放課後クラブに入
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っているのか、地域に戻ってきて地域のクラブに入っているのか、そこら辺を教えていただければと

思います。 

 それから、59ページ、新医療センター建設準備室、この中の新医療センター整備基本計画策定事業

負担金、こちらについてお伺いしますが、多分全協のときとかに幾らか説明いただいたのかもしれま

せんが、この新医療センター整備基本計画の内容について説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（菅原 明君） 千葉こども家庭課長。 

○こども家庭課長（千葉康行君） それでは、放課後児童クラブのほうの件についてお答えさせてい

ただきます。 

 学校統合、江刺が先行して、今年度、黒石と愛宕になります。江刺のほうは、岩谷堂に合併したと

ころについては、岩谷堂も結構いっぱいなので、地元に戻っている者が多いと感じてはおりました。

ただ、今年度合併する学校につきましては、１年に限りちょっと地元に残して、まずソフトランディ

ングをさせようかということで地元とお話合いをしたところなんですけれども、ちょっとどちらとは

ちょっと申し上げにくいんですが、蓋を開けてみたらあんまり来なかったというところもあります。

やっぱり働いているところに近いところに預けたいというところと、地元のほうがいいという方がい

らっしゃるので、そこはちょっと充足率というのはケース・バイ・ケースなのかなというところなん

ですが、やっぱり町場から離れると、やはり定員については余裕があるという状況はどこも同じです。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 桂田健康こども部参事。 

○健康こども部参事（桂田正勝君） 私から新医療センターの整備基本計画についてお答えいたしま

す。 

 新医療センター整備に向けまして、まず大きい話させていただきますと、まずは企画段階というこ

とで、どういった施設、どういったセンターをつくるのかという機能とかそういったところがあって、

それを設計のほうに反映させて、その設計を基にして実際に建物を造っていくという大きな流れにな

ります。今は企画の計画づくりの段階ということで、今年の１月に整備基本構想ということで、大き

なその機能のこういう考え方だというところは、今決まっています。今度は基本計画の中で、それを

具体の施設、建物の形にどうやって落とし込んでいくかというところを機能の詳細を詰めながら、実

際の建物、どういう姿が必要かというところを検討して明らかにしていくというのが基本計画という

ことになります。基本計画の考え方だけ、というような計画でございます。 

○委員長（菅原 明君） 12番高橋晋委員。 

○12番（高橋 晋君） ありがとうございました。そうしますと、例えば人数の少ないとか、またそ

ういう経費的にやっぱり負担になる部分もあるのかと思いますが、例えばスクールバスの運行の本数

とか、そのためにほとんど乗っていないスクールバスが運行するとかそういうようなことにもなって

いるのか、そこら辺の方向性をお伺いできればと思います。 

 またあとは計画のほうですけれども、今後のスケジュールとか、実際にいつ頃に計画ができるのか、

それからあとは検討委員会の開催時期、それからパブリックコメントなんていうのはどのような感じ

になるのか教えていただければと思います。 

○委員長（菅原 明君） 千葉こども家庭課長。 

○こども家庭課長（千葉康行君） 放課後児童クラブ、人数少なくなった場合に、10人を下回ると国
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の協議が必要になってくるので、基本的には10人以上じゃないと駄目ですというお話はさせていただ

いております。ただ、放課後児童クラブは国の補助基準が40人定員を基準としてやっているので、20

人を下回ると、結構金銭的にはこちらからお出しできる金額が減ってくるので、運営者側はひどい状

態になる可能性はあります。ただ、地元でやる場合ですと、十分ペイする金額にはなっておりますの

で、だから江刺だと地域でやっていただいているので、そこは20人下回っても大丈夫だとは思ってお

りました。 

 あとスクールバスについてなんですけれども、下校のときに皆さんを一緒に乗せてきて、放課後児

童クラブだけに置くわけではないので、誰も乗っていないバスを運行するわけではないということか

ら、そこの部分については問題がないと思っておりました。 

 あと、人数が少ない放課後児童クラブについては、基本的には統合できるのであれば、統合元の学

校のほうに持っていける、もしくは学校の中に入っていければ一番いいと思っておりましたが、あと

その中でも地元のところで子供を育てたいということであれば、その地域でやっていただけるのであ

れば、そこは我々は応援したいということで、地域でやっていただく部分については、これからも継

続して支援をしていくつもりでおります。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 桂田健康こども部参事。 

○健康こども部参事（桂田正勝君） それでは、整備基本計画のスケジュールの話でございます。令

和７年度には、設計のほうに進みたいというふうに思っていまして、その前の年に、その財源として

の病院事業債使うのであれば、その前の年に総務省との協議が必要ということで、それが時期が標準

では11月というふうに言われていましたので、今年の11月までには基本計画の完成じゃないにしても

おおよそのところが決まっているような形で策定の作業を進めていきたいというふうに思っておりま

した。遅くとも11月には完成させたいということであれば、逆算するとパブコメは夏から秋にかけて

という時期になろうかと思いますし、その素案を固める前に、検討委員会でお話ありましたけれども、

外部の市民代表の方とかが入ってもらう検討懇話会という名前でやっていまして、それについては素

案をつくる前に何回か開催して、いろいろそのポイントポイントを絞ってご意見もらうような場を設

定したいというふうに思っていましたので、大体それも７月前になるのかなというふうな感じで今ス

ケジュールを今月から早速策定の作業を進めているという状況です。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） ただいまの新医療センター建設準備事業についてお伺いいたします。 

 まず、この中にメディカルアドバイザー業務委託料とあります。120万円ですが、これは既に明ら

かになっている今野先生かな、こういう方にお願いする、実際の中身ちょっと分かりませんけれども、

具体的な中身についてお知らせ願いたい。 

 それから、２番目の医療センター整備基本計画策定事業負担金、これの中身、具体的にこれが幾ら

でこれが幾らというやつを具体的にもし分かるんだったらお知らせ願いたい。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 桂田健康こども部参事。 

○健康こども部参事（桂田正勝君） まずはそのメディカルアドバイザーの部分でございます。今年
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度からお願いしている先生であるんですけれども、今野良先生ということで自治医科大の教授でござ

います。大体今、月１回くらいのペースで検討委員会と内部の委員会やっていまして、そこにウェブ

方式ですけれども、参加していただいていろいろ助言をもらっているほかに、あとはこちらのほうで

いろんな原案をつくったり検討したりとか、あるいはいろいろちょっと悩んでいる部分があったりと

かというところをメールだったり電話だったりでいろいろご相談に乗ってもらっているというそうい

った業務を行っているということで、これを引き続き来年も12か月分、４月から３月までの12月分の

予算を確保しているという状況でございます。 

 それから、負担金の内訳ということでございました。今回ちょっと負担金という名前で、一般的に

は委託料というのがよくある名なんだろうと思いますけれども、今回、外部の特定非営利活動法人さ

ん、ＮＰＯ法人さんのほうと共同事業といったような形で実施したいというふうに思っていました。

そちらのＮＰＯ法人さんのほうで、専属のこういう病院建設に詳しいスタッフの方、ゼネコンＯＢの

方なんですけれども、そういう方がいらっしゃいまして、そういった方の賃金とか、あとはこちらに

いらっしゃるときの交通費であるとか、あとは資料を作成するときのいろんな諸経費ということで今

回の金額ということです。ちょっと細かい内訳までは、こちらでも明確にちょっと示されていないと

いう状況でしたので、そういうような中身ということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） 今のお話ですと、メディカルアドバイザーの方には120万円、定期的、１年

間ということですから、一月なら10万円でしょうか。そういう概略でしょうけれども、私からすると

安いなと思っていますけれども、これはもちろん了解した上でのこの金額になっているということで

しょうか。 

 それから、ＮＰＯ法人からの技術協力ということがどうもあるみたいなんですが、これは今言った

技術協力一般、この金額そのものは大ざっぱな金額なんでしょうか。具体的な根拠があればお伺いい

たしましょう。 

○委員長（菅原 明君） 桂田健康こども部参事。 

○健康こども部参事（桂田正勝君） まずは１点目のほうのアドバイザーさんがこれでもちろん納得

して、お互い合意の上にこういう契約を結んでいるということではございます。これで満足している

かどうかというのはちょっと把握しておりませんけれども、そういうことでございます。 

 あともう一つ負担金のほうは、こういう支援活動をお願いしますということで、それをするのであ

ればこのくらいの経費が必要なので、そこは奥州市さん負担してくださいということで向こうからお

見積りをもらいまして、その金額が今回の金額ということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） ９番小野優委員。 

○９番（小野 優君） ９番小野です。今の新医療センターの整備基本計画について関連してお伺い

いたします。 

 先ほどスケジュールの説明がありまして、総務省との協議が11月までにというお話でしたが、この

間の説明では、国のほかに県との協議も必要という説明書きが途中あったように、国、県との協議と

いう文章があったように私記憶しているんですけれども、県との兼ね合い、協議がないままそのまま
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一気に総務省と協議が始まるということでいいのかどうかまず確認させてください。 

 それからもう一つ、ほかの計画との兼ね合いで、例えばこの間、水沢公園を想定しているというこ

とで、道路事情であったりというところが市民から懸念されている部分の声が上がっていますけれど

も、いわゆる今回、都市整備部のほうで公園の都市再生整備計画のことも出ていましたけれども、そ

ういったほかの計画との兼ね合い、スケジュール感というものがどうなっているのかも確認させてく

ださい。 

○委員長（菅原 明君） 桂田健康こども部参事。 

○健康こども部参事（桂田正勝君） それでは、県協議の関係、すみません、先ほど県協議というの

も何個か、何種類かございまして、先ほど言ったその起債の関係の総務省協議の前に、当然その内容

について県とはもちろん行います。事前協議というのが必要です。そのほかに、あとは公園に造ると

いうことであれば、都市公園をそのエリアを外す手続があります。そのほかにあとはそこの今陸上競

技場という形なので、そこを宅地開発ということで開発行為の手続も必要だと。そういった様々な部

分で県との調整といいますか、協議が必要になります。 

 その協議をするにしても、どういった施設を造るのかというところをある程度やっぱりはっきりさ

せないと協議もできないという状況ですので、まずは基本計画、新医療センターの整備基本計画をし

っかりまずつくって、それをもって、その後の設計とちょっと平行になるかもしれませんけれども、

いずれ実施設計に入る前には、しっかりそういった協議を全部終わらせて、クリアな感じにして整備

事業を進めたいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ほかの計画との調整というような質問。 

 桂田健康こども部参事。 

○健康こども部参事（桂田正勝君） 他の計画といいますと、恐らく水沢公園のリニューアル事業と

かとの関連なのかなというふうに思います。そこについては、明日、都市整備部の審査ありますけれ

ども、そちらのほうとは内部ではもちろん連絡を取りながら、向こうは向こうで来年度以降にそこを

しっかりつくっていくということですので、内部でしっかり連携しながら、その後、相互に齟齬のな

いようにそこは進めたいというふうに思っています。 

○委員長（菅原 明君） 20番飯坂一也委員。 

○20番（飯坂一也君） １点お伺いいたします。 

 予算書179ページに、予防接種事業経費があります。健康づくりの推進という観点で、帯状疱疹予

防ワクチンについてお伺いいたします。これまで広報であったり、百歳体操であったり周知してもら

っておりました。そしてホームページには書いていなくて、他の自治体見たときには、かなり分かり

やすい詳細なことを書いている自治体もあります。これら含めて、だんだん知られてきてはいるので

すが、怠りなくこの情報の周知はしていってもらいたいと思っておりました。情報収集、情報を周知

する体制をしっかり整えていただきたいと思いますが、その点についてお伺いいたします。 

○委員長（菅原 明君） 千葉保健師長。 

○健康増進課保健師長（千葉芳枝君） 帯状疱疹についての情報ということでした。この部分につき

ましては、50歳以上の方がかかりやすいということでは認識はしております。ですので、こういった

方が対象になるような健康教育であるとか出前講座のようなものであるとか、または広報、ホームペ
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ージ等で今後お知らせしていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 15番千葉康弘委員。 

○15番（千葉康弘君） 15番千葉康弘です。大きく２点質問いたします。 

 １点目が主要施策47ページですけれども、47ページの放課後児童クラブについて質問いたします。

放課後児童クラブですが、こちらの令和５年度、子どもさんを預かった人数というのは何人だったの

か、また令和６年度は何人を予定しているのかについて質問したいと思います。 

 この間、３月が新しくお預かりできるかどうかの審査というようなことの結果が発表されたという

ようなことなんですけれども、今度３年生になる方が次回は放課後児童クラブに通うことができなく

なったという話を聞きました。その中で、親御さんのほうから何とかできないのかというようなこと

なんですが、定員を増やせないのかというような話でした。親御さんにしますと、一番安心して預け

られる放課後児童クラブ、また子どもにとっても一番勉強もしていい環境にあるというようなことで、

これを続けられないのかというようなことでした。例えば親御さんにしますと、こういう形で子育て

環境が整備されていないと、例えば仕事にも行くことができないというのが１点ある。またそれだっ

たらほかの町のほうに移動するかなというような話もあるというようなことでありまして、なかなか

急に定員増やすというのは難しい部分あるかと思いますが、その辺はできないのかということで質問

したいと思います。 

 次が２点目ですけれども、主要施策の48ページです。48ページで、こども園の待機の関係ですが、

４月の入園の分で待機児童は解消されているのかについて質問いたしたいと思います。もし待機児童

があるとすれば、この原因は何なのか、また改善策はないのかということで質問したいと思います。 

 今回、こちらの保育所保育事業経費の中で、３番の保育所委託事業経費、ここの部分が約２億円ぐ

らい減らされているというような部分があります。また５番では、保育士の確保緊急対策60万円とか、

保育士・保育人材確保事業費3,100万円ということで大きくやっているところもあるんですが、この

内容について、６番は先ほど説明いただきましたので、５番の分だけですね、緊急対策事業60万円の

部分だけお聞きしたいと思います。 

 保育園のほうから、またなんですけれども、聞いたところによりますと、例えば保育のスペースと

か何かあるんだけれども、保育士さんとか看護師さんが不足しているので預かりたくても預かれない

んだというような部分で、お預かりをお断りしているというような保育園さんもあるようですけれど

も、このようなことを解消するために今回５番とか６番の緊急対策事業があると思いますが、この辺

のことについて再度質問したいと思います。 

 以上になります。 

○委員長（菅原 明君） 千葉こども家庭課長。 

○こども家庭課長（千葉康行君） それでは、１点目の放課後児童クラブの定員についてお話しさせ

ていただきます。 

 年間通じて出入りがあるので、きっちりした数字というのはすぐ出ないんですけれども、おおむね

1,450人ぐらいが市内で放課後児童クラブのほうを利用していただいております。基本的には、今新

しく施設を建てたりはしていないので、同じ数を定員として考えてはおりました。ただ、年によって

入学者数が少ないのに希望者が多いとか、入学者多いのに希望が少ないということでちょっと増減が
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あるんですけれども、待機が出る場合については、その地区の放課後児童クラブの事業者さんにお願

いして、一時的にでも定員を増やせないかということでお願いをして若干増やしてもらっているとこ

ろもあります。ただ、それでも大きいところだとのみ込めない部分があるというところと、あと定員

が45人を超えるとちょっと国の補助基準から外れてしまって若干減額されてしまうので、今40人前後

でやっているんですが、45人マックスのところは、多分前沢が45人受け入れてもらっているはずなん

ですけれども、１単位。そこはちょっと今増やせない状況ですし、あとは支援の単位を増やそうにも

部屋がないというところで、ちょっと厳しいところはあります。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） 松田保育こども園課長。 

○保育こども園課長（松田修一君） それでは、私から２点目から４点目のご質問にお答えをいたし

ます。 

 まず２点目のこの４月での待機児童があるかというところですけれども、まだ調整中でございまし

て、何とも申し上げられる段階にございません。時期が時期ですので、転勤で転入、転出される方が

ありますので、また確定したところは申し上げられませんので、４月の状況はまだということになり

ます。 

 ３月の状況を参考までに申し上げます。３月１日時点での市内での待機児童ですけれども、全体で

82名ということになります。年齢別で言いますとゼロ歳児が72名、１歳児が10名でございます。地域

別で言いますと、水沢がゼロ歳児63名、１歳児10名、あとは江刺でゼロ歳児９名ということで、ほと

んどが水沢の方ということになります。 

 それで背景というところなんですけれども、今年度のまず３月まで来ましたので、今年度の入所者

数というところを全市及びあとちょっと水沢というところで見てみたのですけれども、令和２年度は

コロナの影響もあったのかもしれませんが、全体的に入所者数、申込者数少なかったんですけれども、

３年度、４年度と申込みをしたい、実際入所できた方、あとは申し訳なかったんですけれども、待機

の状態だった方というのは２年度に比べれば３年度、４年度というのは人数的には伸びました。ただ

今年度は、明確な理由は分かりませんけれども、人数は減っております。これが一時的なものかどう

かというところは、来年度にまたならないと分かりませんけれども、そういう状況です。その中にあ

って、水沢のゼロ歳児については、人数は増えております。利用したいという方が増えております。

やはり保護者さん方の就労の働き方が変わってきているというのも背景の一つにあるんだろうなとい

うふうに捉えております。 

 改善策というところで、先ほど４番目の部分にもつながりますけれども、人が、保育士がいないと

いうところの声がございますので、その改善策、先ほど申し上げた改善策に取り組むというものでご

ざいます。 

 続いて、３点目でございます。48ページの６番の60万円の部分でございますが、こちらは従前行っ

ておりました保育士確保策事業の中での奨学金の返済、利子の一部を返済補助しますよというもので

ございます。こちらについては、既に新規の受付は終了しておりまして、期間がまだ残っている方に

対しての新年度に想定される金額を補助するというものでございます。 

 最後４点目でございます。スペースがあるけれども、先生がいないということで預かれないという

声があるということでございました。繰り返しになりますけれども、先ほど来申し上げておりますよ
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うな策に取り組みまして、保育環境の改善等に取り組んで、保育人材の確保に取り組みたいというふ

うに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ここで、まだ多くの質問者がございますので、午後３時45分まで休憩いた

します。 

午後３時31分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午後３時45分 再開 

○委員長（菅原 明君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、健康こども部門の質疑を行います。 

 ２番宍戸直美委員。 

○２番（宍戸直美君） ２番宍戸直美です。主要施策から３点お伺いいたします。 

 １点目は、43ページの子どもの権利推進事業経費の32万7,000円についてお伺いいたします。こち

ら、令和４年度の子どもの権利に関するアンケート調査にて、奥州市子どもの権利に関する条例を知

っていますかという質問に対して、子供も大人も知らないという回答が最も多かったかなというふう

に思います。予算は前年度と32万7,000円で同じですが、令和６年度はどのような周知を検討されて

いるのかお伺いいたします。 

 また、令和６年度は第３次計画の策定になっているかと思いますが、第２次計画策定に当たりのア

ンケート調査の際には、不登校の子どもたちへのアンケート調査がされなかったと記憶していますが、

第３次計画策定に当たってはどのようにして不登校の子どもたちの声を吸い上げていくのか、アンケ

ート調査を実施する検討についてお伺いいたします。 

 ２点目に、45ページの子育て支援事業経費について、６番の子育て支援訪問事業153万6,000円につ

いてお伺いいたします。こちら、新規の事業だと思いますけれども、こちらの153万6,000円というの

は、予算書を見ますと支援員の人件費だと思いますが、事業内容のほうに、家庭に訪問し、不安や悩

みの傾聴するほかに、家事や育児などの支援の実施というものがございますが、こちらは予算計上さ

れていませんが、支援を受ける方の実費負担となるのでしょうか、お伺いいたします。 

 また、こちらにヤングケアラーの支援等もございますか、そのヤングケアラーというのは、本当に

ジャッジするところが、基準がすごく難しいかなというふうに感じますけれども、そこの基準をどの

ように定めているのかについてお伺いいたします。 

 ３点目は、47ページの放課後児童健全育成事業費について、先ほどからちょっと他の委員さんも質

問されていますので関連事項になりますけれども、国のこども家庭庁の補正予算のほうに放課後児童

クラブの受皿整備の推進に関して予算計上されていますが、この補正予算について、市としては今後

どのように放課後児童クラブの受皿を整備されていくのか、検討事項についてお伺いいたします。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 千葉こども家庭課長。 

○こども家庭課長（千葉康行君） それでは、３点全て私のほうの質問でしたので、お答えさせてい

ただきます。 

 まず、子どもの権利についてでございます。こちらのほう、条例知らなかった人が多かった、大変
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申し訳ございません。そのとおりでした。令和２年のコロナでちょっと何もできない状態で、その後

チラシを作成したんですが、アンケートが終わってからチラシを配布しておるためにちょっと周知が、

知っている人が少なかったという状況でありました。 

 今後、どうやって周知していくかとなったときに、チラシ、パンフレットについては、毎年一定の

学年のところ、新中学校１年生と新４年生に配布しておりますし、今おうしゅう子どもポータルとい

うホームページをつくりましたので、そちらのほうに子どもの権利とか載せておりまして、そこを周

知するＱＲコードを載せたしおりを作りまして、こちら高校まで含めた全部に配布しておりましたの

で、こういったものを使いながら周知に努めていきたいと思っております。 

 あと、不登校の方へのアンケートということで、次の計画でどうするかということでしたが、まず

中間評価を令和４年にやったときに、不登校の方も当然学校に籍はありますので、その方に届くよう

に返信用封筒をつけて配布はしております。なので、次期計画についても不登校の方も漏れずに対象

者に含める形、抽出にはなりますけれども、拾っていきたいと思っております。ただ、次期計画のア

ンケートにつきましては、ウェブで回答できるようなものを想定しておりますので、その紙に書いて

送るという手間が省ける分、回答率が上がってくれればなということでちょっと考えておりました。

今ちょっとそのウェブでいきたいというところで確定ではないんですけれども、その考えでおります。 

 ２つ目の子育て支援訪問事業のほうですね。こちらは、令和４年の児童福祉法の改正によって新た

にできた令和６年４月１日から施行される事業になりますけれども、ヘルパーがまず家庭を訪問して

相談に乗ったり、家事支援も育児支援もするというものでございます。なので、こちらに計上してい

る予算というのは、まず委託先への管理料プラス１件当たりの単価という形でやっておりました。当

然収入によって自己負担も発生しますので、そこら辺を含めてのこの予算でありますが、全体的に全

国的に見てもヘルパーの利用ってあまりないので、そんなにいっぱい取ってはないというのが状況で

ございます。 

 あと、ヤングケアラーにつきましては、こちらについては本人が気づいていないということが結構

多いかと思います。なので、ここら辺については、やっぱり一番見つけていただけるのは学校の先生

かなというところで、そういったところから情報をいただきながら家庭相談のほうにつなげて、我々

のほうでここはヘルパーを派遣したほうがいいんだろうなとなったときには、そういった支援プラン

をつくって、相手の了解がないといけないんですけれども、そういった形で使ってみませんかみたい

な促しができればいいかなと思っております。 

 あと最後に、放課後児童クラブの整備についてであります。今の国のほうで待機児童解消のために

プレハブを使った分についても借上料を出すということだったんですけれども、過去に岩谷堂放課後

児童クラブで定員がかなりオーバーして、プレハブを置こうかなと思ったんですけれども、そこはち

ょっとあちこち相談したんですけれども、建築基準法上の結構縛りが強くて、建てるのとあんまり変

わらないよということで、岩谷堂は１単位40人増やした経緯がありますので、ちょっと現状ではプレ

ハブ等は活用は考えていないんですが、先ほどお話ししたとおり、施設の広さに余裕があってまだ定

員を受け入れる余地がある放課後児童クラブについては、定員増のほうでお願いしたいと思っており

ました。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ２番宍戸直美委員。 
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○２番（宍戸直美君） ありがとうございます。 

 １点目の子どもの権利に関することですけれども、まずウェブのオンラインの方向でということで、

もし可能でしたらば、今、昨日なんですけれども、教育委員会の予算審査時に今フロンティア奥州え

さしのパンフレットをリニューアルするということで、そちらのほうにもおうしゅう子どもポータル

の情報を掲載していただいたりとか、あと今まだホームページのほうにはありますけれども、印刷さ

れていない奥州市・不登校支援リーフレットという作成物もございますので、そちらのほうに掲載し

て、本当に掲載していただきまして、そういった不登校のお子さんの声を吸い上げていただきたいと

思いますが、その考えについてお伺いします。 

 ２点目の子育て支援事業のヤングケアラーのところですけれども、やはりそういった支援を求めて

いる方というのは、心身ともに疲れている方なのかなと思いますし、ヤングケアラーというのも本人

が気づかない状態だと思いますので、できるだけより多くの方が希望される、支援を希望される方が

安心して受けられるように、できるだけ実費負担がないようにお願いしたいなというふうに思います

ので、その点についてもお伺いいたします。 

 あと最後、47ページの放課後児童クラブの件になりますけれども、今小学校高学年の受皿がすごく

少ないというお話を聞いていますので、増員できるところはちょっと人数を増やしていただきまして、

そういったお子さんの支援ができる体制というのを考えていただきたいと思います。その点について

お伺いして終わります。 

○委員長（菅原 明君） 千葉こども家庭課長。 

○こども家庭課長（千葉康行君） それでは、子どもの権利についてと教育委員会のほうで作ってい

るフロンティア奥州のパンフレットとか不登校のリーフレットへのＱＲコードの掲示ということです

ね。ここら辺は全然考えていなかったんですが、今のお話を受けて、ちょっと当たってみたいと思い

ます。校長会のほうではちょっと話をしておりまして、学校の広報に載せてくださいということで話

をしたら、真城小学校さんのほうでは載せていただいたりしていたので、教育委員会のほうにもちょ

っと話をしてみたいと思います。 

 あと２番目のヤングケアラーの方とか支援を求めている方が安心して使えるように実費負担をとい

うことだったんですが、ちょっとこちらのほうは国の基準がございますので、そこにのっとってやる

形になりますが、例えば生活保護世帯は利用料はかかりません。市民税非課税世帯であれば、１時間

当たり300円プラス利用１回につき190円加算とか、あとはそれ以外の課税になっているような世帯に

ついても、その支援が必要な世帯、市のほうで確認しないと発見はできないんですが、そういったと

ころには、１時間当たり1,500円プラス１回当たり930円のプラスという形になります。民間のところ

よりは安く使えるのかなとは思っておりました。 

 あと３点目の放課後児童クラブへの高学年の受入れということだったんですが、基本的には定員の

範囲内で高学年も受け入れる、６年生まで使える事業ですので、それはそのとおりと認識しておりま

す。ただ、我々のほうの考え方としては、高学年となるといわゆるギャングエイジと呼ばれる仲間の

集団をつくって、その中の規範で動くという要はその成長の一過程の時期というのと、あとは中学校

に上がるために１人で何かをする、１人でいる時間も必要ということから、高学年まで含めた定員を、

施設を拡充というところまではちょっと今のところは行き着かないという現状でございます。 

 以上でございます。 
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○委員長（菅原 明君） ほかにございませんか。 

 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） 17番千葉敦です。２点伺います。 

 １つ目は、予算書の441ページになります。後期高齢者医療の特別会計になりますけれども、今年

度から保険料の改定ということが示されているかと思うんですけれども、それは低所得者には配慮し

ながらということでありますけれども、一般市民に関しては所得によっては上がっていくということ

でありますけれども、その辺もこれは市が周知すべきなのかどうかちょっとそういうところ、その辺

はどのように考えているのかお願いいたします。 

 それから、いわゆる後期高齢者の方が医療機関にかかった場合に、窓口の負担が所得が28万円から

145万円の方は１割負担ではなく窓口２割負担、2022年の10月からなっているということですが、そ

れによって受診の抑制が起きているのではないかという話が各地で聞こえてきますけれども、奥州市

ではどのように捉えているのかお願いいたします。 

 ２つ目は、マイナ保険証に関連して、国保ですけれども、マイナ保険証に関連して、10月から一本

化するという国の方針でありますけれども、資格証について、持っていない方は資格証の発行という

ことになると思うんですが、どのように捉えているのか、現状の検討の経過をお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（菅原 明君） 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） ご質問にお答えいたします。 

 まず、料金改定の周知ですけれども、これまで後期高齢の保険料については、全国で都道府県単位

で事務を行っておりますけれども、新潟県と岩手県だけがずっとしばらく料金を上げずに全国の中で

は低い低水準で推移していたというこれまでの経過がございました。なかなかやはり今後の団塊の世

代の方々が、令和７年には皆さんが後期高齢に移動の、移動といいますか、その年を迎えるというこ

とで、今後も医療費というものは１人当たり上がっているという状況もございまして、この料金の改

定については致し方ないという状況であったと思います。 

 周知については、県のほうで様々なメディア、新聞も含めて個人への通知も含めて料金の改定の内

容、それからそういったものについて周知していくというところでございます。市ではその県の動き

を踏まえまして、様々な問合せ、直接市に電話で問合せ来ますので、それに対して丁寧に対応してお

答えしていきたいというふうに考えてございます。 

 あと、受診の抑制につながるのではないかという点についてでございますが、これについては、医

療の必要な方についてはきちんと受診されていて、負担割合が高くなったからということで受診控え

にならないように、これも併せてこちらに窓口、あるいは電話等の問合せがあった際には、そういっ

たことにならないように、健康に過ごしていただくようそういったお話をしていきたいと思います。 

 あと、資格証の件でございますけれども、これについては、現在、県の事務の統一も含めて一斉に

動きが同一の動きでございます。こういったところで、私どもはその県の動きに合わせて、この資格

証の取扱い、あるいは短期証の取扱いについて対応していきたいと考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） 資格証、マイナ保険証、マイナカードのついた保険証を持たない方には、紙
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の保険証を維持してもらいたいと私は思っていますけれども、国の方針、10月１日からだとマイナ保

険証だけだというふうになれば、マイナカードを持っていない方には資格証を発行するというような

話でありますけれども、それについての対応について伺いますのでお願いします。 

○委員長（菅原 明君） 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） マイナカードを持たない方の資格証の対応の方法というご質問

でよろしかったでしょうか。マイナカードを持たない方でも保険証は交付されますので、資格証の方、

資格証明書、保険証。 

○委員長（菅原 明君） もう一度お願いします。 

 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） 保険証を発行するのであれば、資格証明書はということはないかと思うんで

すけれども、８月１日だったと思うんですけれども、例年のとおり、保険証は出すわけですね。 

○委員長（菅原 明君） 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） 資格証ですけれども、マイナ保険証を持たない方に対して交付

するということでございます。原則本人の申請によって交付するというものになりますけれども、当

分の間、職権によって交付する運用がされるということでございます。有効期間や記載の事項、サイ

ズ、材質、そういったものについては、医療保険の保険者の判断ということで、奥州市の国保のほう

では、現行の保険証とほぼ同じものを維持するということを考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ８番東隆司委員。 

○８番（東 隆司君） ８番東です。１件お伺いします。 

 主要施策の45ページ、生後４か月赤ちゃん全戸訪問事業についてお伺いいたします。令和５年度当

初予算に対して、今年度当初予算が200万円ちょっと増額になっております。何らかのこの事業の拡

充がなされたものというふうに解釈するんですが、そういう理解でよろしいか、増額理由についてお

伺いいたします。 

○委員長（菅原 明君） 千葉こども家庭課長。 

○こども家庭課長（千葉康行君） それでは、４か月赤ちゃん訪問についてでございます。 

 こちらは助産師による生後４か月の赤ちゃんについて全戸訪問する事業で、市の会計年度の助産師

のほかに市の助産師、保健師も手分けしながら回っているものでございます。私どものほうで雇って

いる会計年度の助産師は子育て総合支援センターのほうにおりまして、もともと子育て総合支援セン

ターのほうには、保健師と助産師が席でいたという時期がありました。今は会計年度の職員が１人だ

けで、ちょっと外に出てしまうとなかなか専門的な母体に対する相談とかに対応できないというとこ

ろもあって、できればもう１人増やしたいなということでの予算増額をしております。 

 あと、令和６年度については、新たに始める４か月赤ちゃんのほうの助産師の事業として、地域子

育て支援センターというのが市内に民間でエンゼル入れて９か所だったかな、エンゼル以外のところ

の８か所に助産師を派遣して、その講話を聞いたりとか、何かイベントをやったりするのに派遣しま

すよというような取組をしたいと思っておりましたし、あとはちょっとエンゼルプラザ、メイプルの

地下にあるエンゼルプラザのほうでも、毎月１回赤ちゃんを囲む会があるんですけれども、そちらの

ほうにも助産師を派遣したいと思っておりました。ちょっと当面は健康増進課のほうの保健師の力を
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借りながらやっていくんですけれども、助産師を獲得できれば、その助産師も活用していく予定とな

っております。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） ８番東隆司委員。 

○８番（東 隆司君） 分かりました。 

 それで、この事業大変よい事業だなというふうに思います。されどやはり課題もあるのではないか

なと思いますので、その課題の部分と、あと効果は当然あるということなんですけれども、その効果

の部分、またその効果をどのように検証しているのかお伺いいたしますし、この説明を見ますと生後

４か月後での乳児のいる全ての家庭をということなのですから、これは第２子以降のお子さんも対象

ということでよろしいのでしょうか確認をいたしますし、回数は書いていないんですけれども、いろ

いろな意味で支援が必要な場合は複数回ということも当然あるというふうな理解でよろしいか併せて

お伺いいたします。 

 それから、あとはこれ担当は健康増進課のほうだと思うんですけれども、乳児健診があります。そ

の乳児健診で例えば何らかの気になるような点が医師等から指摘されたようなケースがあった場合な

んかは、この事業なんかでも連携しながら、その防止のサポート、ケアをしていくというようなふう

にもこの活用がされるのかどうかお伺いをします。 

○委員長（菅原 明君） 千葉こども家庭課長。 

○こども家庭課長（千葉康行君） まず、課題と効果とその検証についてでございます。この事業が

母子保健ではなくて児童福祉にあるという部分については、やっぱり根底にあるのは、虐待を早期に

見つけて対応するというところから児童福祉法に位置づけられた事業と私は認識しております。 

 ただいまの課題としては、地域のつながりが希薄化とか核家族化で赤ちゃんのあやし方を分からな

いというお母さん方が結構いらっしゃるという話を子育て支援センターの施設長会議のときに聞いた

りはしておりました。そういったところで、助産師が行って、こういう集まりあるよみたいなところ

で促しをしながら、どんどん地域から切れないように来てもらって、育児不安への早期対応なんかに

対応していくことが効果なのかなと思っていました。最終的な検証となれば、乳幼児に対する虐待と

いうものがなくなるというのがその効果だと思っておりました。残念ながらちょっとゼロというわけ

ではないんですけれども、それでも早期発見には役立っていると思います。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 千葉保健師長。 

○健康増進課保健師長（千葉芳枝君） では、私のほうからもお答えさせていただきます。 

 ４か月の赤ちゃん訪問については、原則助産師というわけではないのです。奥州市は助産師が対応

しているということで、若干保健師も対応はしているところなんですが、専門職が対応することで相

談もしやすかったり、専門的な相談をできるという点が効果があるところだと思っています。 

 そして、こども家庭課と私ども健康増進課とは常に連携を図るようにしております。また、もうち

ょっと広く言いますと、医療機関からもそういったケースの情報というのはありますので、そこを受

けて、今度は赤ちゃん訪問に行かれるこども家庭課の助産師のほうにその情報を伝え、訪問をしてき

た結果をまたもらうというふうな形での連携が取れていると思っています。その後は、赤ちゃん訪問

の後は、もちろん心配なご家庭であれば、今度は私どもの健康増進課の助産師、保健師のほうで対応
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していくということで、そこからまた乳幼児健診にもつながっていくというような連携の仕方をして

おります。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 先ほどの17番千葉敦委員の質問に対する答弁漏れについて、発言の申出が

ありますので、これを許可します。お願いいたします。 

 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） 先ほどのご質問に対してきちんとお答えできていませんでした

ので、もう一度お答えしたいと思います。 

 毎年、マイナ保険証の資格の関係でございますけれども、まずは奥州市の国保の交付開始について

は、令和６年12月２日に現行の保険証の廃止ということで予定されていますけれども、それ以降に新

規加入の保険者でマイナ保険証を持っていない方については、随時保険証を交付し、それ以外の被保

険者につきましては、現行の保険証の有効期限、令和７年７月末が有効期限になりますので、その期

限が切れる前に一斉に交付するという予定をしてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） 千葉敦委員、よろしいですか。 

 17番千葉敦委員。 

○17番（千葉 敦君） 今年の切替えのときに持っていない方には、資格証になってしまうというこ

となんですか。資格証明書か。 

○委員長（菅原 明君） 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） 持っていない方につきましては、本人からの申請で発行すると

いうことで対応いたします。 

○委員長（菅原 明君） 千葉敦委員、令和７年に切替えするということですので、ということでの

答弁でございます。 

 27番今野裕文委員。 

○27番（今野裕文君） ２点、大きくは２点お尋ねします。 

 まず児童措置費、157ページ、予算書になりますけれども、先ほどの議論で待機児童が90人と言い

ました。私どもの認識は、年度当初はゼロ人で、それから生まれた人たちが何人かいて、ずっと問題

にしてきたわけですけれども、事情が変わったのか、同じように推移しているのか。もしこれだけの

数がいれば、数字言って終わりではないんじゃないですか、児童措置ですから。どういう手だてを取

られているのか、まずお尋ねします。 

 今こども園が２つだが、新築される予定のようですけれども、この２つが完成されれば、そういう

問題は起きないということなのかも含めてお尋ねします。ちょっと看過できない問題だと私は思いま

すので、お答えをお願いします。 

 あわせて、保育料の無償化がされてきているんですけれども、一部有償化が残っているんじゃない

かと思います。その実態と、私にはよく分からないんですけれども、制度上の問題なのかもしれませ

んが、これはやっぱり解消すべきじゃないかというふうに思うんですが、その点についてお尋ねしま

す。 

 ３点目は、後期高齢者特別会計なんですが、今度の予算は保険料が引き上がったことが含まれての
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提案なのかどうかお尋ねをいたします。後期高齢で決まったのはつい先日ですので、どういうふうな

処理になっているのかお尋ねします。 

 最後ですが、今ちょっと資格証で混乱してご迷惑かけていますが、国保の未納による資格証の発行

数がどうなっているのかと。私どもは常に国民皆保険の立場から発行すべきでないというふうに主張

してきたところでありますけれども、今資格証がもし発行されているとすれば、どういう事情で発行

されているのかも含めてお尋ねします。 

 もう一つは、マイナ保険証の兼ね合いもあるし、統合に向けての何か検討されるというお話でした

けれども、今後、資格証と保険証についてはどういう基準で発行されていくのか、どういう議論がさ

れているのかも併せてお尋ねします。 

○委員長（菅原 明君） 松田保育こども園課長。 

○保育こども園課長（松田修一君） それでは、私から１点目と２点目についてお答えをいたします。 

 待機児童の状況でございます。まず傾向について申し上げますけれども、年度途中から増加すると

しているというのは、ここ数年来の状況を見ましても同じでございまして、年度途中からゼロ歳児さ

んの待機児童が発生して、年度末にかけて増えているという傾向は、ここ数年来当市においては同様

の傾向が続いております。地域別に言うと水沢が多いというのも変わらないというところでございま

す。 

 それについての手だてというところですけれども、先ほど来申し上げているところの繰り返しで申

し訳ないですけれども、やはり人が、保育人材が欲しいと。先生方が欲しいというところですので、

保育人材確保策に取り組みたいというところでございます。そして先ほど委員がおっしゃいました２

つの施設ができるようだと。これができれば解決できるのかというところでございます。確かに１つ

の施設は小規模保育施設がございますし、もう一つは保育所が認定こども園に変わるということでご

ざいますので、その部分で定員数が変わるというところにはなります。ただ、これをもってすぐに年

間を通した待機児童が１年で解決全部できるかというとそれは難しいんだろうなというふうに考えて

おりますので、先ほど来申し上げております人材確保策というところに取り組んで、年間を通しての

待機児童の発生ないようにということで取り組んでいきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 ２点目でございます。保育料の無償化の部分でございます。委員おっしゃるとおり、現在の制度で

ありますと、無償化対象になっておるのは３歳以上ということでございます。それでそうしますとゼ

ロ歳児から２歳児につきましては有償の対象ということになりますけれども、ちょっと若干状況を申

し上げますけれども、この３月１日時点で申し上げますが、ゼロ歳児から１歳児で施設を利用されて

いる子どもさんが1,336人いらっしゃいまして、この中で実際保育料がかかっているのが454人という

状況でございます。 

 当課といたしましても、子ども、今後の少子化対策であったりとかを考えたときには、このゼロか

ら２歳児につきましても無償化の対象にすべきであろうということで、例えば国に対する要望の機会

とかがあれば、そういったのは訴えていっていいのだろうなというふうに思っております。ただ一方、

国全体として見たときには、国のほうで出している資料を見ますと、年齢別の保育の申込者数、ゼロ

歳児については大幅に減少しております。平成31年４月から令和５年４月を比べましても、全国で見

ますと200万人減っているという状況だそうでございます。この中で果たしてゼロ歳児も含めて保育
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料の無償化というところに国が臨むかどうかというのは分かりませんけれども、ただ子どもたち、ま

た保護者さん方のことを考えれば、全ての子供たちについて無償で保育教育を受けられるようにとい

うのは重要な視点だと思いますので、機会を捉えて働きかけというのはしていきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） それでは、私からは後期高齢の予算について、予算編成の内容

についてですけれども、これについては、今年度新年度の予算については、改定後の予算で編成して

いるというものでございます。これについては、県からの数値を基に、示された数値を基に予算を組

み立てております。 

 それから、国保の資格証の発行件数でございますけれども、今年の６年２月１日時点で４世帯４人

の方に対して資格証の交付をしてございます。これについては未交付となっているものはありません。

全員に交付しているという状況です。 

 この資格証の交付につきましては、やはり生活が厳しいとか様々な理由はございますけれども、大

多数の方が国保の納税についてもご理解いただきまして、苦しい生活の中でもきちんと納めていただ

いているという方、そういった方と公平に、公平性の立場から、この資格証の発行している方につき

ましては、しっかり委員会の中で検討した上で資格証の判断を、交付するという判断をしてございま

すので、公平性の観点からも必要であるというふうに思って対応してございます。 

 それから、広域化に伴います今後の資格証の取扱いの方向性でございますけれども、これについて

は、広域化に伴います課題事項の一つとして、県でも各市町村でも取り扱ってございます。一つの課

題事項として認識しております。この６年間、統一に向けた６年間の中で課題事項を洗い出しながら、

今後、岩手県として資格証、短期証もそうなんですけれども、その扱いをどうしていくかということ

を協議していくという予定で、今は県のほうでスケジュールを立てて、今後対応していくという状況

でございます。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 27番今野裕文委員。 

○27番（今野裕文君） 27番今野です。 

 まず児童措置費のほうですが、年度当初はゼロだったんですか。 

 それから、ちょっと古いメモがないので分かりませんけれども、90名というのは今までなかったん

じゃないですか。それは単純に保育士さんが確保できないためにそうなっているのですか。何かそう

いうふうに私には思えないんですけれども、保育士さんが確保できれば解消されるのですか。単純に

保育士の問題なのですか。そこをどのように捉えておられるかお尋ねします。 

 ３歳児未満児については、確かに国の制度はそうなんでしょうが、入れない人もいるからどうなん

だと思わないわけではないですけれども、小さい子どもさんたちが対象外というのはちょっと納得し

づらいので、市でも独自の手だても含めて考えるべきじゃないかと思いますが、見解をお伺いします。 

 後期高齢は分かりました。 

 国保なんですが、経済的に困難な方もいるというお話です。私は、皆独り暮らしなんでちょっとど

う事実を把握しようとしているのか分かりませんけれども、基本的に資格証ですと病院に行けば全額
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負担になりますよね。それはやっぱりよくないんじゃないですか。少なくとも生活保護を受けられて

いるのか受けていないのかとか疑問湧きますけれども、生活保護だったらそんな問題起きないはずだ

し、どういう事情か分かりませんけれども、生活困難だって認められる方については短期証をきちん

と出すべきじゃないかと。病院に行けないというのはやっぱりよくない。どういう議論してそうなっ

たか分かりませんけれども、いずれ国民皆保険の立場からすれば、そういう状況は残すべきでないと

いうふうに思いますので、改善したほうがいいんじゃないかと思いますので、ご見解をお伺いします。 

 一本化については分かりました。課題になっているだけで、それ以上のことはないということです

ね。 

○委員長（菅原 明君） 菅野健康こども部参事。 

○健康こども部参事（菅野克己君） 資格証の発行についてですけれども、様々な医療機関へかかる

という場合は、こちらに申出があった際には、その中身によって、例えば入院しなければいけない、

あるいはこういう事情だということが申出があれば、短期証に切り替えて、納税相談もその後、納税

課のほうにつないで相談をしていただいた上で短期証に切り替えて発行するという措置もしてござい

ますので、そういったことで発行する際にそのことは発行者の方にもお伝えしておりますので、何か

ありましたら、そういったご相談して、問い合せていただくということをお願いしております。 

 それから、県の統一化に向けた資格証の課題ですけれども、今後協議していくという段階で、まだ

踏み込めていないという状況ですので、今後しっかりその状況について協議してまいりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 松田保育こども園課長。 

○保育こども園課長（松田修一君） 私から１点目の質問についてお答えをいたします。 

 先ほど委員さんの発言の冒頭に、年度当初ゼロだったのかということでお尋ねがございました。令

和５年度につきましては、４月の当初で１歳児７名の待機児童がありました。過去を振り返りますと、

令和３年度、４年度は年度当初に待機児童はありませんでした。夏頃から確認されまして、内容につ

いては、先ほど申し上げましたけどもゼロ歳児さんが多いということで、年度末にかけて増加してい

くという傾向であります。年度末にかけて増加する傾向は今年度も同じでございまして、年度末にお

いて、先ほど私申し上げましたが、82名というのは昨年と同程度、昨年度よりは何人か少ないんです

けれども、そういった状況でございます。 

 果たしてそれは保育士不足によるものなのかというところでの部分もございましたが、当課といた

しましては、まずはマンパワー不足というところが大きいと思います。といいますのも、やはりゼロ

歳児の待機児童が多いということでございます。国の基準で申し上げますと、１人の保育士が保育で

きるゼロ歳児は３人が上限ということでありますが、実際の保育の現場のことを考えれば、１人の保

育士が３人のゼロ歳児を見られるかというところを考えると、なかなかそれは難しいでしょうという

のがあります。そうしますと、やはり先生方の確保というところが課題だろうと思います。 

 あともう一つ、ちょっと細かいところで申し上げますが、施設さんのほうにいろいろ聞いてみます

と、若い方々の働き方というところで、なかなか定着していただけないという声も聞いております。

これは当市だけの取組だけではいかんともし難いところはございますけれども、そういった部分も捉

えまして、人材確保、マンパワー、こういったところを確保して、当市においてはまだゼロ歳児の需
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要があると。全国的には先ほど言ったような傾向であっても、当市においてはまだゼロ歳児の需要が

あるという視点に立って取組をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） 高野健康こども部長。 

○健康こども部長（高野 聡君） それでは、私のほうからは保育料の無償化の件でお答えしたいと

思います。 

 昨年度といいますか、私ども基本的な考え方として、まず子育ての支援のベースになるのは、教育

と保育の部分を無償化したいなというところを強く思っております。それで昨年度、医療費の無償化

を実現したということと、あと保育に関しては、第２子以降の無償化まで実現させてもらったと。こ

れは県と同調してになりますけれども。もちろんまだもっと進めたいという思いは持っております。

どうしても引っかかってくるのが財源ということになります。そこは思いを持ってこれからも取り組

んでいきたいと思っていますし、あともう一つ、その財源と、それからいわゆる公平な医療とか保育

を考えると、やっぱりこれは国がきちんと本当は制度化してもらいたいというのが一番だと思ってお

ります。その要望に関してもきっちりやっていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） 27番今野裕文委員。 

○27番（今野裕文君） 27番今野です。 

 これ以上言うと何だか気の毒なのであれですけれども、今の若い人たちは、出産後の休暇もちょっ

と前に比べれば少し職種にもよりますけれども長くなっていて、いろいろあるんだと思います。ただ

これは保育なので、幼稚園教育とは違うので、やっぱり具体的な手だてを考えなきゃいけないんだと

いうふうに思います。 

 それで、私どもは常に市で一定数は採用して対応すべきだと言ってきたわけですけれども、前と同

じなのかな、何か悪くなったような気がするんですけれども、来年度も同じような状況になる、何ぼ

か減っても同じような状況になるんだと思いますので、どうするのかというのをきちっとやっぱり検

討して対応策を練ってほしいというふうに思います。その点、お尋ねをします。 

 ３歳未満児については、私たちも国でやってもらえば一番いいと思います。ただ今の流れ見ると、

子育ても介護保険と同じような仕組みに落とし込まれるんじゃないかと私はちょっと心配しているの

で、今度の後期高齢の引上げ中にも１億5,000万円岩手県で拠出することになったようですけれども、

そういうふうにならないことも含めて、市で独自に手だてをすることも含めてぜひご検討いただきた

いというふうに思いますので、ご見解をお伺いします。 

○委員長（菅原 明君） 高野健康こども部長。 

○健康こども部長（高野 聡君） 待機児童の件につきましては、今年度の当初予算で今２件上げさ

せてもらいましたけれども、課題とすれば、やはり保育士が足りないというのと、もう一つは保育士

が離職してしまうというのが大きな課題だというふうに、保育所回りして確認してまいりました、そ

こは。 

 それで、その２点に対する新規予算要求を実は私どもしたんですけれども、ちょっとその離職に対

するやつは今回のせさせてもらいましたけれども、保育士確保に対しては、ちょっとほかの市町村に

対して優位性が足りないんじゃないかというような指摘も受けまして、それは補正予算でもってでも、



－63－ 

組み直してもう１回出させていただくということで取り組む予定となっておりますので、そこはしっ

かり対応してまいりたいというふうに思っております。 

 あとは、保育料の無償化の件につきましては、県とかとも、県と同調しながら第２子以降やってい

ますけれども、県とも同調できるように県と一緒に取り組んでいければなと思っていますし、働きか

けは国のほうにもしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（菅原 明君） そのほかに質問者いらっしゃいますか。 

 それでは、以上で、健康こども部門に係る質疑を終わります。 

 説明者入替えのため、午後４時50分まで休憩いたします。 

午後４時38分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午後４時50分 再開 

○委員長（菅原 明君） 再開いたします。 

 次に、医療部門に係る令和６年度予算の審査を行います。 

 予算の関係部分の概要説明を求めます。 

 佐々木医療局経営管理部長。 

○医療局経営管理部長（佐々木靖郎君） それでは、医療局が所管いたします令和６年度奥州市病院

事業会計予算に係る収入及び支出の概要について、予算書により主なものをご説明いたします。 

 初めに、医療局における現状と課題認識についてであります。 

 市立病院・診療所の経営につきましては、新型コロナウイルス感染症が５類の扱いとなり、これら

に関する補助金が令和６年３月末で終了する見込みであり、新型コロナウイルス感染症による受診控

えなどによりコロナ禍前の患者数が回復せず、加えて物価や人件費の上昇等の影響により、令和６年

度についても病院事業の経営は大変厳しい状況が続くことが予想されます。 

 医師につきましては、令和５年度には新たに国保連及び県医療局の医師奨学生が３名着任いたしま

した。４月にはまごころ病院に内科医１名が、10月には総合水沢病院に内科と麻酔科の医師２名が着

任し、医療局全体で25名となりました。令和６年４月には市の医師奨学生として週１回の応援診療を

していた医師が総合水沢病院に常勤として勤務することが決まっており、医師奨学資金貸付制度の成

果が徐々に現れております。引き続き、医師の招聘を最重要課題として対応してまいります。 

 また、今年度策定に取り組んでまいりました奥州市立病院・診療所経営強化プランにつきましては、

地域医療懇話会やパブリックコメントなどで頂戴した意見を踏まえ、最終的な案をまとめたところで

ございます。このプランには、地域の中で各市立医療施設が担うべき役割や機能を明確化、最適化し

た上で、施設間の連携強化を進め、持続可能な医療施設として経営強化に努めていくことを明記して

おります。今後は、当該プランの着実な実行が重要な課題となります。経営の効率化を図り、経営計

画における具体的な数値目標を達成するため、適時適切な進捗管理に努めてまいります。 

 次に、令和６年度の主要施策については、資料の主要施策の概要に記載の２点で取り組むものでご

ざいます。 

 主要施策の概要をご覧ください。 

 １つ目は、建設改良費として３億6,013万9,000円予定し、医療機器等の購入及び施設整備を行うも
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のでございます。主な内容としましては、医療機器購入として、総合水沢病院において腹腔鏡下手術

鉗子セットなど、備品購入として総合水沢病院においてスチームコンベクションオーブンなど、リー

ス資産購入としてまごころ病院のＣＴなど、施設整備費として衣川診療所のパッケージ型自動消火設

備設置工事などを整備するものでございます。 

 主要施策の２つ目は、長期貸付金として4,160万円を計上し、新規採用の１名分を含む７名分の医

師養成奨学資金を貸し付けるものでございます。 

 次に、令和６年度における病院事業会計の予算概要を申し述べます。 

 予算書をご覧ください。 

 金額は、消費税及び地方消費税込みで1,000円単位でご説明いたします。 

 初めに、予算書の３ページをお開き願います。 

 業務の予定量につきましては、入院患者数は年間３万4,305人で、１日平均94人と見込んでおりま

す。外来患者数は年間13万1,232人で、１日平均540人と見込んでおります。建設改良計画につきまし

ては、資産購入費が5,119万円、リース資産購入費が１億6,257万8,000円、施設整備費が１億4,637万

1,000円となっております。 

 次に、収益的収入及び支出の状況についてであります。 

 まず、病院事業収益ですが、医業収益は、入院収益、外来収益、その他医業収益などで29億7,792

万3,000円、医業外収益は、補助金、負担金交付金、長期前受金戻入、その他医業外収益などで12億

852万6,000円、訪問看護事業収益は外来収益などで7,083万円、訪問看護事業外収益は雇用保険料で

８万1,000円、特別利益は過年度損益修正益などで１万円、事業収入の総額は42億5,737万円となって

おります。 

 次に、病院事業費用につきましては、医業費用は、給与費、材料費、経費、減価償却費、研究研修

費などで46億8,923万円、医業外費用は3,110万円、訪問看護事業費用は給与費などで9,092万3,000円、

特別損失は276万7,000円、これに予備費210万円を加えた費用の総額は48億1,612万円となり、収益的

収支はマイナス５億5,875万円となっております。 

 次に、４ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出についてご説明いたします。 

 資本的収入の総額は４億2,510万6,000円、資本的支出の総額は５億6,258万4,000円で、資本的収

入・支出の差引きで不足する額１億3,747万8,000円は、過年度分損益勘定留保資金をもって補塡する

こととしております。 

 以上が、令和６年度の病院事業会計予算の概要であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げ

まして、説明を終わります。 

○委員長（菅原 明君） 執行部側にお願いいたします。答弁する方は委員長と声をかけて挙手して

いただき、委員長が指名してから発言願います。 

 これより質疑に入ります。 

 ９番小野優委員。 

○９番（小野 優君） ９番小野です。３点お伺いいたします。 

 まずは、病院事業会計予算書の３ページにあります医業収益に関しての部分、それから同じく予算

書19ページにありますこちらの昇給の表を使ってちょっと医療技術員の人数に関して質問いたします



－65－ 

し、３点目は、病院事業会計の予算に関する説明書、３ページの部分にあります表から衣川診療所に

ついてお伺いいたします。 

 まず、予算書３ページの執行した収入、医業収益全般に関わってお伺いしますが、先般2024年度の

診療報酬改定で、地域包括医療病棟入院料が新設されましたが、これの影響がどのように出ると見て

いるのかお聞かせいただければと思いますし、この新設された地域包括医療病棟に対して、現在の見

解をお伺いします。 

 それから、19ページのほう、こちらの表を使って、医療技術員の人数に関してなんですけれども、

単純にこれ前年度53名から本年度49名に減少しているように見えるんですけれども、単純にやはり技

術者が４名減っているということでいいのか確認させてください。 

 それから、病院事業会計予算に関する説明書３ページのこの各施設の表の中で、衣川診療所の収入

の部分なのかなと思うんですけれども、この間、経営強化プランにおいてなど、経営目標を達成する

ための具体的な取組としてモバイルを活用した遠隔診療の実施と掲げられておりまして、先ほどの部

門でも取り上げられたモバイルクリニックのことかなと思っておりますが、それによる収入をどのよ

うに見ているのかお聞かせください。 

○委員長（菅原 明君） 浦川経営管理課長。 

○医療局経営管理課長（浦川敏明君） それでは、私のほうからは医業収益の部分と職員数の部分に

対してご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、ご質問の中にありました医療病棟、地域包括医療病棟につきましては、診療報酬改定の中で

今回示された新しい診療報酬になります。こちらのほうにつきましては、病棟単位で、地域包括、今

の病棟、病床の地域包括病床の部分が病棟単位で医療の分の役割をもう少し高く持った部分で点数が

少し高くなるというような病棟になってございます。こちらのほうは今現在検討のほうを進めている

ところではございますが、その病棟単位での取組が必要という部分もございますし、あとは看護師の

充当の状況とかそれらを検討した上で、取組進められるかどうかという部分を検討して進めていきた

いというふうに思っている部分でございますので、今回の予算については、その部分はまだ範囲には

なっていないという状況になってございます。 

 続きまして、医療従事者のほうの人数のほうにつきましては、ご指摘のとおり全体的な人数を見ま

すと減ってきているというような状況はそのとおりでございます。それに対しまして補充ということ

での募集をかけているというような状況ではございますが、なかなか医療技術者のほうの充当が今難

しい状況にはなってきているという状況にはなってきてございます。ただ、提供する医療に応じまし

て適切な人員配置等も考えていかなければならないというふうに思ってございますので、それら提供

できる部分と、今いる人数との割合等も考えながら、適切に補助のほうを行っていきたいというふう

に考えているところでございます。 

○委員長（菅原 明君） 千田衣川診療所事務長。 

○衣川診療所事務長兼衣川歯科診療所事務長（千田拓也君） それでは、モバイルクリニックの事業

の収入をどのように予算の中で見ているかということでありますけれども、実際モバイルクリニック、

遠隔診療事業になりますけれども、これを行う患者さんというのは新たに増えるというものではない

ということをまずご理解いただきたいと思います。今かかりつけで外来に来ている患者さんが、月１

回来るところ、直接外来に来るところを、それをオンライン診療、遠隔診療に切り替えるというよう
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な形のものになります。 

 実際の診療報酬の点数からいきますと、対面診療でやるよりは若干下がるというのが実際のところ

でございます。再診料については、対面診療と同じ点数ですけれども、初診料ですとか医学管理料、

これにつきましては、対面診療の実際は87％ぐらいという形になっております。 

 ただ、実は実際始めましたのが２月６日から遠隔診療、衣川診療所始めたわけですけれども、来年

度の分については、どの程度遠隔診療に切り替わるかというところは、今のところはっきりと分から

ないというところもありますので、当初の段階では、実際の対面診療と同じ予算金額で見込んでおり

ます。若干なのでオンライン診療をやることによりまして、収入としては若干下がるかなと思うんで

すけれども、そこにつきましては今後の進め方を見ながら対応していきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） ９番小野優委員。 

○９番（小野 優君） まず先に衣川の診療所のモバイルクリニックに関しては承知しました。 

 新設のこの病棟に関しては、規模が規模ですので検討を進めてなさるということで、できるかどう

かはこれからかなと思うんですけれども、いわゆる病棟は基準を満たすための、今看護師の充当のお

話ありましたけれども、今報道ベースで説明されている部分で言いますと、技師の減少のことを聞き

ましたが、理学療法士だったり、それから作業療法士とか言語聴覚士ですか、それから管理栄養士な

んかもやはり常駐配置を求められるというところが示されておりますので、そういった診療等に対応

しようと思うと、世の中が点数を上げるために対応している中で、やはりこの人材獲得競争がより激

しくなるだろうと言われております。そこの部分に対して、通常の募集手段だけではやはり対抗でき

ないというか、対応できていかないと思いますので、やはりこの技師に関しても何らかの雇用のイン

センティブがあるような対応をやっぱり現実的に考えていく必要があるのではないかと思いますけれ

ども、この点ご見解をお伺いいたします。 

○委員長（菅原 明君） 佐々木経営管理部長。 

○医療局経営管理部長（佐々木靖郎君） 確かに人材確保という面で、なかなか県も含め厳しい状況

にあるというのはそのとおりということでございます。何らかのインセンティブに関して言いまして

も、ちょっと制度的に少しやっぱり勉強する必要があるのかなと思っておりますが、やはり今回いろ

いろ我々で考えているのは、募集の期間を少し、募集回数を少し年に４回程度増やしたりとかしてご

ざいますし、その辺も含めまして、あるいは県よりも先に募集するとかいろんなやり方を今勉強中で

ございます。インセンティブについてはなかなか一筋縄でいかないなと思っていますが、ちょっと検

討していきたいなと考えてございます。 

○委員長（菅原 明君） 18番 野富男委員。 

○18番（ 野富男君） 18番 野富男です。３点に絞ってお伺いをします。 

 31ページの報償費、上の欄から３行目になりますが、１億1,810万3,000円、応援医師謝金あります。

この謝金、この１億1,800万円のうちの応援医師の謝金というのはどれぐらいの金額になるのかと、

併せて人数はどれぐらいかということをお願いいたします。 

 あわせて、中段に貸倒引当金繰入金で51万6,000円という記載がございます。これまで不納欠損を

されたものがあるのかどうか。あるとすれば、４、５、６、分かる範囲内で結構でございますが、そ

の額と徴収状況についてお伺いをいたします。 
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 それと34ページにございます注記Ⅲとあって、下段、予定貸借対照表関連に企業債の償還に係る他

会計の負担ということで、この企業債のうち他会計が負担すると見込まれる額が２億8,839万5,000円

という記述がございます。これはどういうことなのかなと。企業債も他会計から負担するという理解

なのかどうか。 

 それで、64ページの令和６年度の貸借対照表の負債の部、流動負債の企業債というのは１億4,600

万円なんですね。これを上回る他会計から２億8,000万円もこれ出すという意味なのか、ちょっと関

連性がよく分からないので、この点についてお伺いをします。 

 ３点と言いましたが、もう１点ありました。先ほど部長の概要説明の中で、物価、人件費の上昇に

より経営は厳しいという所見があったわけです。ただ内容を見ますと、医師の数が今年度令和５年度

は25人、令和６年度は27人で２名増になるという予算計上しておりますね。そして医業収入について

も昨年度から比べれば２億6,200万円増えるということで、医業収入は29億7,792万3,000円というの

を計上しております。医師は増えるし、業務量は増える。医業収益も増えるのになぜ厳しいのかとい

うのがなかなか理解できませんでしたので、この点についてご答弁をお願いいたします。 

○委員長（菅原 明君） 佐々木経営管理部長。 

○医療局経営管理部長（佐々木靖郎君） まず１点目の応援報酬の内訳、それから不納欠損の状況に

ついて、今手元に資料がございませんので、直ちに取りそろえてお知らせをしたいなというふうに思

っております。 

 それから、34ページの他会計が負担する部分でございますが、これにつきましては、要はいろいろ

建物を建てる際に企業債借りているわけなんでございますが、その合計の今実際負担をしているまた

返し終わらない企業債に対して、一般会計から２億8,800万円ほどが今後将来的に負担が必要ですと

いうことをここで表しているというものでございますので、一気にこれがということではなくて、全

体、これから償還する全体の起債償還額に対する一般会計の部分の負担の予定はこのくらいですとい

うものを書いたものでございます。 

 それから、経営厳しい理由ということでございますが、やはりおっしゃるとおり医師も増えまして、

入院収益及び外来収益は上げてきてはおるんですけれども、ただしやはりその給与費が人勧の部分で

大きく上がったという部分、それから減価償却費、結構いろいろ購入しておりまして、その施設整備

によります減価償却費も、こちらの説明資料でもあるとおり、かなり高額になってきているという部

分であります。それから経費的にも委託料とか燃料費の増で、そういう支出の部分もやはりかかり増

しがあるという部分がございますので、プラスマイナスで言えばやはりマイナスのほうが大きくなっ

てしまっているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） 浦川経営管理課長。 

○医療局経営管理課長（浦川敏明君） ２件目の不納欠損の額につきましてですが、令和４年度から

の３年間ということでお話をしたいと思います。 

 令和４年度末の時点での不納欠損につきましては61万5,010円、令和３年度末につきましては62万

2,885円、令和２年度につきましては32万7,250円の不納欠損のほうを行っているという状況になって

ございます。 

○委員長（菅原 明君） 18番 野富男委員。 
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○18番（ 野富男君） 時間がないようですから、来たらお願いします。 

 実は最初に部長の概要説明の中で、いずれ厳しいというのが人件費だと。あるいは物価だと。これ

はもう固定費なわけですよね。これ幾ら努力しても、なかなか圧縮ならない部分。医師が増えた。患

者が増やす。業務量も増えると。増える要素はここしかないんですね。幾ら経営努力といってもこの

部分頑張らないと、経営は改善しないということですよね。ただ、今の答弁になると、これじゃ到底

改善にならないんじゃないですか。医師が２人も増えてですよ。今まで医師１人は大体１億3,000万

円増えると。ですから、確かに計算上は合うんですよ。医業収益で２億7,000万円増えるから、当然

２人分の医者の報酬上げたものだというのは分かるんですけれども、２人先生を迎え入れて、２億

7,000万円増えても、全然増えない。赤字解消にならないというのは、根本的になかなか経営は厳し

いですねと。これ改善になるんですかというのが単純な疑問でした。ですから、そこを頑張るという

ことしか言いようがないんでしょうけれども、どう頑張るんですかと、今年。その点についてお伺い

します。 

 それと、先ほどの企業債の話ですけれども、ここの説明、ちょっと私文字が読めないのではないん

ですけれども、この34ページの予定貸借対照表関連、企業債の償還に係る他会計の負担、ここの予定

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の翌日から起算して１年以内）、要は流動負債の

企業債の話ですよね、これをそのまま読めば。そうしますと、先ほど言った６年度の流動負債の企業

債は幾らかと。予算に計上しているのは、たしか１億6,000万円ですか。それよりも超えているんで

すか。これはあくまでも１年という読み方からすると、この設定、この表現が正しいのかどうか。あ

るいは、短期流動負債のほかに長期のもしかすると一般会計から手だてするという意味なんですか。

この点お伺いします。 

○委員長（菅原 明君） 佐々木経営管理部長。 

○医療局経営管理部長（佐々木靖郎君） ２点ご質問いただきました。 

 やはり今年どう経営改善していくのかということでございますが、患者を増やしていくのにもかか

わらず、確かにこの予算的にはマイナスになっているというのは、そのとおりでございます。ただ、

やはりこの経営に対する職員の意識といいますか、このたび経営強化プランもようやく完成しました

ので、その辺についてを、例えば経営指標に対して四半期ごとにそれぞれ点検して、どう改善してい

くかというのを本当に今年度は全施設で職員一丸となって取り組むと。その意識づけをまずもう一度

きっちりとやっていきたい。そして、令和６年度の経営強化プランでは、プラス今よりも入院患者等、

外来患者等を増やすような計画です。これに関しては、かつて勤務していた医師が戻っていただくこ

ともあるということもあって、これまで以上に患者が見込めるという部分もあって、その部分でプラ

ス要素で見ています。ただ今年度に関しては、まずはその経営強化プランの指標をもう一度みんなの

意識として取り組みながらやっぱりやっていくと。頑張るしかないんだとおっしゃるとおりだと思い

ます。意識をまず経営改善に向けていくという年にしたいなというふうに思っております。 

 それから、２つ目の企業債でございますが、資料の24ページをご覧ください。24ページの６年度の

予定貸借対照表の中の一番上の固定負債、企業債が３億1,400万円、それから流動負債の（１）、こ

れ１億4,600万円、この合計に対して他会計から要は一般会計から繰入れをいただいていると。その

うち、今後あと２億8,800万円が計画されているという見方になります。 

 以上でございます。 
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○委員長（菅原 明君） 18番 野富男委員。 

○18番（ 野富男君） そうしますと、まず企業債の他会計負担の記述ですが、この翌年から起債し

て１年以内の償還予定と。要は、私もあまり会計は分からないんですけれども、ここで言う固定負債

と流動負債のこの区分というのは、固定負債というのは１年以上のものを言いますね、企業債の。流

動は１年以内ですよね。そうすると、先ほど部長が言った答弁だと、固定も流動も一緒に混ぜた話に

なりますと、そこでの説明と合致しません。これ、論破するつもりはありませんが、ここら辺はちょ

っと整理していただかないと、取りようによっては固定負債の部分まで、要はその企業債ですよ。そ

れを一般会計で出すという、繰り出すというのは、ちょっと私あまりここ気づかなかったものですか

ら、これは一般会計からの繰り出し基準とまた別にというふうに捉えるとちょっと気になるなと思っ

たものですから、これは一つ整理して後で結構ですからご説明をいただければというふうに思います。 

 それと、実は部長は今、強化プランの話をされました。実は強化プランで要は業務量どう書いてい

るかというと、３万1,619人、これ入院ですよ。今回の予算は３万4,000円です。要はプランよりも多

く見込んでいるんです。外来もプランでは11万9,000円と計画を立てています。今回の予算は13万

1,000円です。要はいつですか、このプランできたのは。二、三か月前。ほとんどこの予算編成時期

とプランができた時期というのはほとんど同じだと思うんですけれども、そのプランよりも多めに業

務量を見たわけですよ。それでもプランは本来は改善すると。経営改善する数値目標で掲げた以上の

業務量を今回予算計上してもなお厳しいというのは、かなりこの経営プランそのものが本当に大丈夫

なのかなという不安がよぎりますということで、もう一度決意をいただいて、これは終わりたいと思

います。 

○委員長（菅原 明君） 佐々木経営管理部長。 

○医療局経営管理部長（佐々木靖郎君） プラン大丈夫なのかというご発言でございますが、令和６

年度に関しては、確かに患者数につきましてもプランより多くも見てございます。ただ我々としまし

ては、令和６、７、８、９年度に向けて改善を加速させていきたいという思いでございますので、令

和６年度に関しては、本当に残念ではございますけれども、マイナスの計画を立てているということ

でございます。委員お話しのとおり、やはり頑張っていくしかないかなとは思ってはございますけれ

ども、何とか気持ちを引き締めまして、９年度の計画に何とか近づけるように、毎日毎日取り組んで

まいりたいというふうに思ってございます。 

 なお、企業債の償還につきましては、先ほども申し上げましたけれども、私のちょっと説明もうま

くなかったんですが、流動の部分での扱いと固定になっている部分、両方の償還金に対して国の基準

でも他会計、一般会計から繰り出すことはできるという基準になってございますので、繰り出してい

るものでございます。後ほどちょっと整理したものを資料として委員にご提示したいというふうに思

ってございます。 

○委員長（菅原 明君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） ３点についてお伺いします。 

 まず、予算書の９ページ、10ページにありますこれは収益的収支、収入収支のことですが、先ほど

部長が触れられたように、結果としては５億5,000万円ほどの赤字だとこうおっしゃっていましたが、

実は私不安に思っているのは、今の物価高騰、賃金の上昇のことをかなり急速に変化するという意味

で、これで収まるかなという不安があるんですね。その上で12ページに、キャッシュ・フローという
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のが書いてございます。必ずしも前にお話ししたように、あまりその収益的収入、支出の問題とキャ

ッシュは直接は関係ないんですが、今回は結果として２億6,000万円の減額、キャッシュですね。公

共の全部適用ですから、企業としては自前のキャッシュで、外からは直接的には入らないわけですか

ら、これでやりくりするしかないんですね。キャッシュが枯渇したら当然名目はあってもキャッシュ

がなければ運営できないということになりますので、キャッシュ４億6,000万円が出ていたわけです

し、この規模で収まるなら一定のこれから上昇を見ればいいのかもしれませんが、逆にこれ今の経済

状況を見ると、悪くなるのではないか、もっと悪くなるんじゃないかという不安を持っていますが、

これも恐らく決意の問題かもしれませんが、ちょっとそういう不安がありますので、この辺はどのよ

うに今の経済状況、人が足りない、それから物が上がっていくとなってくると、恐らく給与も含めて

どんどんまた上がっていく可能性が強いので、もっと悪くなるんじゃないかという不安が的中しなけ

ればいいんですが、ということで、どのようにそれはお考えなのか１点お伺いしたい。 

 それから、２点目は、この予算書の中に人といいますか人件費と書いてあるわけなんですが、17、

18ページに、特に17ページには職員当たりの給与の問題が出ています。例えばこれ職員１人当たりの

給与というのが書いてありまして、令和５年１月１日と令和６年１月１日の比較があるんですね。そ

れでこの中に年齢もありますけれども、平均年齢が55歳から53歳になって、恐らく若い職員の医師の

方が入ったということでこうなったんだろうと推測します。それで、その平均給与月額が139万4,920

円というふうに２段目には書いてありますが、上のほうは50万9,963円なんですが、これはどのよう

に違いがあるのか。これ賞与とか何か含めた金額なのか、あるいは月額を２つ書いてありますからち

ょっとそれが分からない。これを教えてください。 

 この数字見ても、55歳１か月の年齢から53歳５か月間まで下がったということですから、当然月額

も下がる。多少下がってはいるんです、確かにね。これ、結局こういうほうが、もっと若い方が入れ

ば、結論としてはもっと平均給与が下がってくるし、平均年齢も下がってくるとこういう仕組みだと

思うんですね。ですから、この年齢なり給与が非常に気になるんですが、18ページの裏にこの級別職

員数というのがありまして、令和６年１月１日現在で、１級、２級、３級、４級と職責の責任で給与

が違うんですね。医師の１級の場合は、右側19ページにありますように、１級医師、医療職なんです

ね。２級、３級、４級とどんどん上がっていくわけですね。多分これを表していると思うんですが、

ここに例えば令和５年１月１日には22人から25人に増えているわけですね。３人増えている。したが

って、この給与も当然１級、２級、３級の人数が増えているところもあるんですね。含めてこれ、私

は給料の問題と非常に大きいと思いますので、できるならば資料として年齢構成、従来から私は職員

の年齢構成が非常にいびつだと思っているんですね。非常に高い。特に55歳になると、もちろん70歳

まで医師の方は在籍できるんですけれども、平均的に高くなるわけですね、年齢が高くなればという

意味で、資料としてできればこの分かりやすい年齢と、それから給与と、それからどのぐらい人数い

らっしゃるか、この表を頂きたいと思うんですが、これはもちろん個人名なんかは要りませんけれど

も、医師の構成の人数の構成の仕方、年齢と、それから何級ってありますね、医師には。そういうや

つもできれば頂きたい。 

 いずれにしても、やはり給与が非常に高くて、やっぱり全体の収益を圧迫している。今の段階では

ですよ。もちろん収入がどんどん増えれば、これは相対的に下がるわけなんですけれども、今の段階

では結構比重が高い。場合によっては、医業収益の100％を給与で支払ってしまうというこういう事
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態になっているわけですね、今。これは前にもお話ししたし、強化プランの中でも明らかなんですね。

大体100％近くいるので、やっぱりこれは大きく変えないと、一番は若い医師がどっと入ってくれば

もちろん、類似市でも大体47歳ぐらいが平均なんですね。やっぱりそれは改善すべきだと思うんです

が、資料と併せてその見解についてお伺いします。 

 それから、もう１点、先般で病床数の問題を取り上げました。今回の予算では、病床数を235床、

感染症含めて病床になっていますけれども、この間、病床利用率の問題のときに修正を加えたと思う

んですよ。ここでは修正を加えないのかどうか。これについて３点についてお伺いします。 

○委員長（菅原 明君） 浦川経営管理課長。 

○医療局経営管理課長（浦川敏明君） ３点のご質問をいただいてございます。 

 まず、１点目につきましては、キャッシュ・フローについてということでございます。６年度予算

につきましては、キャッシュのほう、委員さんおっしゃるとおり減ってございまして、合計で25億円

ほどに減っているというような状況になってございます。 

 ただし、これは経営強化プランの中でもある程度見込んでいるところではございまして、当然経費

のほうが高くなってきたり人件費のほうがこれから変動になってくれば、その分はキャッシュのほう

にも影響が出てくるものというふうに考えてございます。今のところ、想定に基づいてなかなか試算

することはできておりませんので、経営強化プランの中で今想定している中では、令和９年度末でも

キャッシュ・フローについては25億円ほど残るというような試算のほうをさせていただいているとこ

ろでございます。これはこれから起きますいろいろな事情によって結果が変わってくるということは

当然あり得ると思いますので、その結果によってキャッシュのほうの変動が出てくるというのはその

とおりだと思いますが、今の現状で起こり得るものを把握した内容で予算のほうは見込んでいるとい

うような状況になってございます。 

 あとは２点目になりますけれども、若い人が増えれば給与が減るというのは、当然若い人の給料が

安いですので、その分は減ってくるというふうに考えてございます。 

 少し県内の公立医療機関28か所あるんですが、そちらのほうの比較をちょっとしてみた部分の資料

がございまして、その資料の中でいきますと月額給与につきましては、28公立病院のうち医師のほう

につきましては上から９番目となってございますけれども、看護師については15番目、医療技術につ

いては３番目というふうな職種によってばらつきはあるんですけれども、月額給与の額といたしまし

ては、公立病院の県内の公立病院の中の平均の額と近い額での月額給与となってございますので、奥

州市の医療局の月額給与が特に比べて高いというような認識はないというような状況でございます。 

 ただし、平均年齢も同じく比べてみますと、平均年齢につきましては、医師につきましては上から

３番目、看護師等につきましては上から５番目とかというようなやはり平均年齢は結構高い傾向がご

ざいますので、この辺は人の入れ替わり等があって若い人が多く入ってくれば、ここが下がってくる

というふうな部分で見込んでいるところでございます。 

 給与につきましての資料等につきましては、どこまでお出しできるかという部分があるかと思いま

すけれども、委員さんのお求めになる資料、少し調整をさせていただいて、後日提供のほうをさせて

いただきたいと思います。 

 病床数につきましてですけども、今現在は予算上は許可病床のベースで出してございます。ただ、

経営強化プランにつきましては、実際の病床稼働率等、実際の動いている病床に対してどのぐらい稼
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働しているかというような形での比較が必要だということを考えてございますので、目標値につきま

しては稼働病床に対する病床稼働率ということで目標値のほうを設定させていただいたというような

状況になってございます。 

○委員長（菅原 明君） 佐々木経営管理部長。 

○医療局経営管理部長（佐々木靖郎君） 17ページの２段書きの月額の部分でございますが、特に医

師に関しましては、医師特有の例えば初任給調整手当も月額で支払っている部分がございますので、

詳しく14ページに手当の部分は書いておりますが、そういう手当も含めた額をここで表しているとい

うものでございます。 

○委員長（菅原 明君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） １点だけお伺いしますけれども、一応保険適用医療機関は病床数の変更の場

合、届出を出す必要があるんですけれども、これはどういう形で、今後、だってしばらく減らしてい

るのはしばらくたって、二、三年たっていますよね。実際数字として病床数の変更したのは今回から

初めてですか。ちょっとそれ分からなかったんですが、ずっとそういう形でやってきたんでしょうか。

例えば総務省に何か提出する公的な病院の一覧の中では、必ず病床数は届出によって出すんですよね。

ところがこの間の資料、強化プランの中では、そうじゃない方法を取っているとなってくると、これ

はいつからそういうことを使い始めたのか。正式にはお話ししたように、これを総務省も含めて、病

床数のベッド数の変更を出すというふうになっているんですよね。これはだからどのように考えてい

らっしゃるのか、再びお伺いします。 

○委員長（菅原 明君） 佐々木経営管理部長。 

○医療局経営管理部長（佐々木靖郎君） 病床数に関しましては、経営強化プランで委員さんがご指

摘あったとおり、水沢病院145床、あるいはプラス４床やって149床じゃなかったのかというご発言が

ございましたので、先ほど課長が答弁したとおり、実際病床稼働率については稼働している95床でち

ょっと記載したものですから、その部分は注釈を入れようというふうに考えてございます。 

 しかも、今回の３ページの231床に関しましても、そもそもこれは水沢病院145床プラス４床で計算

した部分でございまして、それでまず計画的には業務量については書いてございます。 

 なお、厚労省のほうに国へ届出につきましても、現在、やはり水沢病院145床プラス４床で届出ご

ざいますので、ただ50床休床しているという部分は届出ございます。ただ、それを廃止しているとい

うことではございませんので、あくまでも許可病床につきましては、水沢病院は145床プラス４床正

式な資料では書かなければならないというものでございます。 

○委員長（菅原 明君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） 基本的に資料も、要するに今のお話ですと、今回が初めてその数字を使った

ということですね、今のお話ですと。強化プランで初めてそういうことを使ったという意味ですよね。

という意味だったら、ほかのところ見なくてもいいわけですね、これ訂正さえすればという意味では

分かりました。 

 ただ、今言ったように、あまりそれを持ち出すというのはよろしくないと私は思いますね。もちろ

んだから注釈つけてくれたんでしょうけれども、これはやっぱり本当は届け出て、休床なら休床する

とか、そのような統計、全国の統計だってずれてくるわけですよね、病床の利用率が。これはやっぱ

りいつ正式に届出変更を出すのか。このまま黙ってそのまま時々、時によっては実際利用の病床を使
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うのか。これは基準を設けないと、今のままですと実質の利用病床数でやるということなんですか。

今回だけで、もうほかのときはこの届出どおりの形でやると。どちらかなんでしょうか。ご返事をお

願いします。 

○委員長（菅原 明君） 浦川経営管理課長。 

○医療局経営管理課長（浦川敏明君） 病床の考え方といいますか、表し方が２つございまして、許

可病床と稼働病床というような２つの報告の方法がございます。今お話といいますか、予算書のほう

に出ておりますのは許可病床になりますし、今回のプランで使ったのは稼働病床のほうを使っている

ということになります。国のほうの報告につきましても、その報告の内容によりまして、許可病床を

報告するものと、実際運営している稼働病床を報告するもの今もございますので、そちらのほうは、

特に今回から稼働病床に変えたということではなくて、使うべき数字がどちらのほうがよろしいのか

ということを基にして出しているというような形になってございます。 

○委員長（菅原 明君） 19番及川佐委員。 

○19番（及川 佐君） これで終わりますけれども、その際は必ず許可病床なり、申請した病床なり

をコメント入れた上で出していただくということでよろしいですね。そうしないと随分比較ができな

くなってしまうこともありますので、その辺はそのように理解してよろしいんですね。最後にお聞き

します。 

○委員長（菅原 明君） 佐々木経営管理部長。 

○医療局経営管理部長（佐々木靖郎君） ちゃんと注釈をつけて判断が誤らないように留意したいと

いうふうに思ってございます。 

○委員長（菅原 明君） そのほかに質問者ございますか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（菅原 明君） ちょっと当局のほうに聞きます。 野富男委員の質問の中で、応援医師の

謝金金額と人数、これについてまだ答弁していないので、保留にしますか。 

 暫時休憩します。 

午後５時40分 休憩 

～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～ 

午後５時43分 再開 

○委員長（菅原 明君） それでは、再開いたします。 

 佐々木経営管理部長。 

○医療局経営管理部長（佐々木靖郎君） すみません。 野委員さんにお答えする部分をちょっと保

留にしてございましたので、ここで本当に概要ですけれどもご説明申し上げます。 

 31ページの報償費の部分、１億1,800万円ほど見てございましたが、この内訳はどうなっています

かという話でございましたが、ほぼ応援医師の謝金が１億1,374万7,000円でございます。そのほか講

師謝礼等ということでございますので、ほぼ応援に来てもらっているドクターに対する謝金でござい

ます。 

 この人数につきましては、それぞれ延べなのか回数なのか、いろいろ各施設かなりの入り組んだ数

字となってございますので、ちょっと数字的には、人数的には出せませんで、ちょっと難しい、時間

がかかるというものでございます。内訳的には応援医師の謝金がほぼということでございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（菅原 明君） 野富男委員。 

○18番（ 野富男君） ありがとうございました。そうしますと、ほぼですと単純に割れば10人の医

師に応援をいただいているということですね。そうしますと、全ての医師は25人プラス10人ですと、

35人の医師によって今経営がされているということになるんですが、そういう理解でよろしいでしょ

うか。我々は、常勤、こちらの場合は非常勤だとは思うんですけれども、常勤で医師を増やすことに

よって経営が改善されるというふうに言われていましたので、25人なり27人で経営がよくなると思っ

ておりました。でもここを見ますと、１億1,800万円も結局報酬を、派遣医師に１億1,800万円という

のは、まず1,000万円以上払ったとすれば、10人という試算になるので、要は今の水沢病院といいま

すか奥州市の経営は、合わせて30人を超えないと経営ができないというふうな理解でよろしいのです

かというその点を聞きたいだけです。それ以上伺いません。 

○委員長（菅原 明君） 佐々木経営管理部長。 

○医療局経営管理部長（佐々木靖郎君） 先ほどもお答えいたしました応援医師という形態がそれぞ

れの病院で違ってございます。例えば週１回来てくれる方、衣川にも胆沢病院から来てもらっていま

すし、前沢にも来てございます。水沢病院につきましては、例えば専門家外来ということで、外来に

対して岩手医大とか東北大学からも来てもらってございますので、これに関しましては、ほかの病院

でもそうでありますとおり、やはり外来とかをうまく医療サービスを提供していくために必要な部分

でございまして、これが30名ということでもございませんので、その部分の人数をちょっと把握する

のが結構難しいという部分もございます。こうやって常勤だけでというような病院経営はなかなか大

病院ではない限り、大病院でもなかなかないとは思うんですけれども、こうやってほかのところから、

あるいは大学病院から来ていただきながら経営を回していくというのが当たり前のことかなと考えて

ございます。 

○委員長（菅原 明君） よろしいですか。 

 そのほかに質問者ございますか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（菅原 明君） 以上で、医療部門に係る質疑を終わります。 

 本日の会議はこれをもって散会いたします。 

 次の会議は３月８日午前10時から開くことにいたします。 

 ご苦労さまでした。 

午後５時47分 散会 

 


